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第 １ 回 定 例 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（２月１９日）（金曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ６ 

 １.開  議 ·······································································································   ６ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ６ 

 １.会期の決定 ····································································································   ６ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ６ 

 １.議案第２号～議案第６号 一括上程 ······························································   ９ 

   説明、質疑 

   議案第２号～議案第４号 総務文教委員会付託 

   議案第５号・議案第６号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第７号・議案第８号 一括上程 ······························································  １７ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第９号 上程 ·························································································  １９ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 

 １.議案第１０号～議案第１６号 一括上程 ·······················································  ２５ 

   説明、質疑 

   議案第１０号・議案第１１号 総務文教委員会付託 

   議案第１２号～議案第１６号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第１７号～議案第２７号 一括上程 ·······················································  ３０ 

   説明 

 １.鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について ····························  ３５ 

 １.日程報告 ·······································································································  ３６ 

 １.散  会 ·······································································································  ３６ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第２号（３月３日）（水曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ３８ 

 １.議案第９号～議案第１６号 一括上程 ··························································  ３８ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第28号 上程 ·························································································  ４０ 

   説明、質疑、総務文教委員会付託 

 １.議案第29号 上程 ·························································································  ４１ 

   説明、質疑、各常任委員会付託 



 

 

－２－ 

 １.議案第30号 上程 ·························································································  ４３ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.令和３年度施政方針並びに各会計予算案に対する総括質疑・一般質問 ···········  ４７ 

   前田  隆 議員 ·························································································  ４７ 

   １ 財政について 

    （１）市債と市債残高、公債費の問題について 

      ア 市債残高減額に減債基金の運用は出来ないのか。また、その目的 

        は 

      イ 市債残高減額に繰り上げ償還が困難な理由を聞く 

    （２）市債計画の減額見直しと市有施設整備基金の計画的積立について 

      ア 公債費を現状レベルに抑えるためには市債発行減額が必要。いく 

        らに抑えたら可能か。また、通常債を４億円にしたらどうなるか 

      イ 新庁舎建設のために計画的基金積立を 

   ２ 人口減少・少子高齢化と移住定住促進について 

    （１）まち・ひと・しごと創生総合戦略本部会議での人口動向分析や総合 

       戦略について 

      ア 垂水市人口ビジョンの見直しが必要 

      イ 合計特殊出生率の現状と出生数 

      ウ 若者が住み、結婚し、子育てするまちづくりにするための移住定 

        住促進事業の現状と新たな展開について 

   梅木  勇 議員 ·························································································  ５２ 

   １ 振興会美化活動補助について 

    （１）制度の内容は 

    （２）活用について 

    （３）周知について 

   ２ 桜島・錦江湾ジオパークについて 

    （１）認定までの取組は 

    （２）認定箇所と認定の効果は 

    （３）どのように広報・活性化につなげていくのか 

    （４）世界ジオパーク認定への取組と課題は 

   持留 良一 議員 ·························································································  ５７ 

   １ 市長の市政運営と政治姿勢について 

    （１）新型コロナウイルス感染は、感染症対策の生活様式への移行を社会 

       に求めるだけでなく、改めて明るみに出た政治、社会、行政の歪み 
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       と脆弱さを解消・改善していくことと、社会の在り方、ビジョンを 

       探求し、実現へ向けて踏み出すことも求めていると考えるが認識を 

             問う 

    （２）「コロナ禍」が多くの住民の命と健康、社会生活を脅かす中で、命 

       と暮らしと自治体の役割が注目された。と同時に将来にわたる「公 

       共」と自治体の在り方が根本的に問われていると考えるが見解を問 

             う 

   ２ 新型コロナ対策と財政運営について 

    （１）国の補正予算（地方創生臨時交付金）は、市独自の新型コロナ対策 

       をとるうえで十分だったのか。財源確保（地方創生臨時交付金の範 

       囲での独自支援策の検討に終わっていないか）をどう考えているの 

       か。短期的な財政運営の面から、歳入歳出の見直しをどう考えるか。 

       また、中長期的な視点をどのように考えているのか 

   ３ 農業振興対策について 

    （１）今回の農業関係予算案の目指すものは何か 

    （２）目指すうえで目標となる「農業振興計画」（なければそれに代わり 

       うるもの）はどうなっているのか。今予算案との整合性は図られて 

       いるか 

   ４ 国の示した三次補正予算への考え方について 

    （１）自然災害としてのコロナ禍と政策の在り方はどうだったのか 

    （２）第三次補正予算と対策の視点と政策をどう考えているのか。地方創 

       生と新型コロナ対策に資する単独事業の関連性及び整合性はどうな 

       るのか 

   森  武一 議員 ·························································································  ６４ 

   １ 予算編成について 

    （１）コロナ禍等を受けての財政に対する考えと本予算編成の関わりにつ 

       いて 

   ２ 財政の長期推計について 

    （１）財政の長期推計の必要性の認識について 

   ３ 財政調整基金について 

    （１）財政調整基金15億円積立目標に変わりはないか 

   ４ 公民館館長代理の位置付けについて 

    （１）公民館館長代理の位置付けについての改めての整理 

   ５ 道の駅たるみずはまびらに関する情報公開について 
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    （１）財務諸表等、道の駅たるみずはまびらに関する事業・財務情報の市 

       民への公表 

   ６ 新型コロナウイルス感染症対策について 

    （１）経済対策についての提案 

   新原  勇 議員 ·························································································  ７０ 

   １ ギガスクールについて 

    （１）導入に向けての初期設定・低学年のパスワード管理・タブレット管 

       理について 

    （２）貸し出し用Ｗｉ-Ｆｉルーターの接続料について 

    （３）子供達の隠れ近視の予防対策について 

   ２ ＡＩ（人工知能）・ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーショ 

     ン）の活用について 

    （１）ＡＩ・ＲＰＡの取組状況は 

    （２）職員の残業時間の状況は 

    （３）導入に向けての課題は 

   池田 みすず 議員 ······················································································  ７４ 

   １ 新型コロナウイルス感染症対策について 

    （１）職員の新型コロナウイルス感染症対策について 

      ア 新型コロナウイルス感染症対策に係る業務継続計画について 

   北方 貞明 議員 ·························································································  ７６ 

   １ 新型コロナウイルス対策について 

    （１）なぜ、コスモス苑でクラスターが発生したのか 

   ２ 新庁舎について 

    （１）住民投票で場所（旧フェリー駐車場）、規模は否決となったが、新 

       たな計画では、旧フェリー駐車場は対象外となるのか 

 １.議案第１７号～議案第２７号 ········································································  ８１ 

   予算特別委員会設置、付託 

 １.予算特別委員会正・副委員長互選結果報告 ····················································  ８２ 

 １.日程報告 ·······································································································  ８２ 

 １.散  会 ·······································································································  ８２ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（３月１９日）（金曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ８４ 

 １.諸般の報告 ····································································································  ８４ 
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 １.議案第２号～議案第８号、議案第１７号～議案第２９号、請願第４号 一括 

   上程 ··············································································································  ８４ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.議案第３１号 上程 ······················································································  ９４ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.意見書案第１１号 上程 ···············································································  ９５ 

   説明、質疑、討論、表決 

 １.議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件について 上程 ························  ９６ 

   閉会中の継続審査 

 １.各常任委員会の閉会中の所管事務調査の件について 上程 ····························  ９６ 

   閉会中の継続審査 

 １.閉  会 ·······································································································  ９８ 
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令 和 ３ 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

２ ・１９ 金 本会議  
会期の決定、議案等上程、説明、質疑、討論、 

一部表決、一部委員会付託 

２ ・２０ 土 休 会   

２ ・２１ 日 〃   

２ ・２２ 月 〃   

２ ・２３ 火 〃  天皇誕生日 

２ ・２４ 水 〃  （質問通告期限：正午） 

２ ・２５ 木 〃 委員会 産業厚生委員会     （令和２年度補正予算審査）

２ ・２６ 金 〃 委員会 総務文教委員会     （令和２年度補正予算審査）

２ ・２７ 土 〃   

２ ・２８ 日 〃   

３ ・ １ 月 〃   

３ ・ ２ 火 〃   

３ ・ ３ 水 本会議  

議案上程、説明、質疑、委員会付託、委員長報告、 

質疑、討論、表決、 

令和３年度施策方針並びに各会計予算案に対する総括

質疑・一般質問 

３ ・ ４ 木 休 会   

３ ・ ５ 金 〃 委員会 産業厚生委員会      （条例・その他議案等審査）

３ ・ ６ 土 〃   

３ ・ ７ 日 〃   

３ ・ ８ 月 〃 委員会 総務文教委員会      （条例・その他議案等審査）

３ ・ ９ 火 〃   

３ ・１０ 水 〃 委員会 予算特別委員会   （令和３年度各会計予算案審査）

３ ・１１ 木 〃 委員会 予算特別委員会   （令和３年度各会計予算案審査）

３ ・１２ 金 〃  【予備日】 

３ ・１３ 土 〃   

３ ・１４ 日 〃   

３ ・１５ 月 〃 委員会 

予算特別委員会   （令和３年度各会計予算案総括質

疑） 

産業厚生委員会        （その他議案等審査）

３ ・１６ 火 〃   

３ ・１７ 水 〃   
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月 日 曜 種 別 内 容 

３ ・１８ 木 休 会 委員会 議会運営委員会 

３ ・１９ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、一部表決、一部委員会付託 

 

２．付議事件 

件            名 

 

議案第 ２号 垂水市第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例 案 

議案第 ３号 垂水市第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ４号 垂水市企業等立地促進条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ５号 垂水市介護保険条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ６号 垂水市特別導入事業基金条例を廃止する条例 案 

議案第 ７号 内ノ野辺地に係る総合整備計画の策定について 

議案第 ８号 野久妻辺地に係る総合整備計画の策定について 

議案第 ９号 令和２年度垂水市一般会計補正予算（第１４号） 案 

議案第１０号 令和２年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 案 

議案第１１号 令和２年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第１２号 令和２年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第４号） 案 

議案第１３号 令和２年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１４号 令和２年度垂水市病院事業会計補正予算（第５号） 案 

議案第１５号 令和２年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１６号 令和２年度垂水市水道事業会計補正予算（第２号） 案 

議案第１７号 令和３年度垂水市一般会計予算 案 

議案第１８号 令和３年度垂水市国民健康保険特別会計予算 案 

議案第１９号 令和３年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算 案 

議案第２０号 令和３年度垂水市交通災害共済特別会計予算 案 

議案第２１号 令和３年度垂水市介護保険特別会計予算 案 

議案第２２号 令和３年度垂水市老人保健施設特別会計予算 案 

議案第２３号 令和３年度垂水市病院事業会計予算 案 

議案第２４号 令和３年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算 案 

議案第２５号 令和３年度垂水市地方卸売市場特別会計予算 案 

議案第２６号 令和３年度垂水市簡易水道事業特別会計予算 案 

議案第２７号 令和３年度垂水市水道事業会計予算 案 

議案第２８号 垂水市国民健康保険条例の一部を改正する条例 案 
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議案第２９号 令和２年度垂水市一般会計補正予算（第１５号） 案 

議案第３０号 令和２年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第３１号 垂水市副市長の選任について 

意見書案第１１号 介護保険制度の抜本的な基盤整備を求める意見書 

 

請 願 

請願第 ４号 介護保険料の負担増の中止と意見書の提出を求める請願書 
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令和３年２月19日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら令和３年第１回垂水市議会定例会を開会いた

します。 

   △開  議 

○議長（篠原則）  これより、本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（篠原則）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において梅木勇議員、感王寺耕造議

員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（篠原則）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る２月12日、議会運営委員会が開催され、

協議がなされた結果、本定例会の会期をお手元

の会期日程表のとおり、本日から３月19日まで

の29日間とすることに意見の一致を見ておりま

す。これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月19日までの29

日間と決定しました。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、令和２年12月分の出納検査結

果報告及び令和２年度定期監査の結果並びに令

和２年度財政援助団体の監査結果報告がありま

したので、写しをお手元に配付しておきました

から御了承願います。 

 以上で、議長報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。先日開催されました令和３年第１回臨時

会後の議会に報告すべき主な事項について報告

いたします。 

 初めに、２月13日午後11時過ぎに、福島県沖

で震度６強の地震が発生いたしました。この地

震により、約1,600棟の住宅が被害を受けてお

ります。被害に遭われた方々に対しまして、心

からお見舞いを申し上げますとともに、一日も

早い復興を願っております。 

 それでは、新型コロナウイルス感染について

御報告いたします。 

 初めに、感染された方々に対しまして、心か

らお見舞い申し上げますとともに、一日でも早

い回復を願っております。発生状況につきまし

ては、２月18日現在、本市在住では69名の感染

が確認されております。そのうち、コスモス苑

のクラスター関連につきましては、市外の方も

含め62名の感染が確認され、50名の方がこれま

で回復されております。また、感染症の専門家

による御指導の下、新たな感染者は２月３日以

降発生していないことから、完全終息に向かっ

ております。 

 また、垂水市では、新型コロナウイルス感染

症による差別や偏見のないまちづくりを推進す

るため、全国的に活動が広がっていますシトラ

スリボンプロジェクトに賛同し、その啓発活動

を行っております。その活動の一つとして、２

月16日には、市内の福祉施設や民間店舗にてシ

トラスリボンを配布するなど、市民の皆様方へ

啓発活動を行ったところでございます。 

 次に、感染予防対策につきましては、国から

の非接触型体温計を、令和２年７月に配布いた

しました福祉施設、福祉避難所以外の９事業所
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にも配布し、１月下旬には市内の各事業所に消

毒液も配布したところでございます。 

 また、垂水市においては、２月４日から２日

間かけて、長袖ガウン等の防護セット一式

2,000組を市内の介護事業所等に配布したとこ

ろでございます。 

 次に、昨年10月１日から実施いたしました生

後６か月以上から高齢者までの全市民の皆様を

対象にした、インフルエンザ予防接種費用助成

事業につきましては、令和３年１月31日現在、

全体の接種率は54.3％で、そのうち65歳以上の

高齢者は昨年と比べて6.2ポイント増の68％、

12歳以下の幼児、児童においては11.9ポイント

減の45.9％となっております。 

 このことは、国の方針のとおり、接種するに

際し、高齢者を優先して最初に接種させるとい

う優先順位を設けたため、高齢者以外の方々の

接種開始時期が、約一月ほど遅くなったことや、

当初想定されたワクチン不足に対し、一昨年、

冬のワクチン供給量を12％増の約3,821万回分

を増加し、安定供給に努められたにもかかわら

ず、全国的なワクチン不足が生じると同時に、

県内の医療機関全てにおいて、新たなワクチン

が入手困難となる想定外の事態が生じたためで

ございます。 

 そのため、この課題は国のワクチン供給量に

もよりますが、来年度に向けてどのような対応

ができるか、しっかりと検証してまいりたいと

考えております。 

 次に、２月10日の市議会第１回臨時会にて報

告させていただきました、新たなＰＣＲ機器購

入のその後について報告させていただきます。 

 垂水市内の検査体制の強化を図るため、昨年、

市内にＰＣＲ検査機器を導入いたしましたが、

さきのコスモス苑クラスター発生時の課題を解

消するため、指定管理者の御理解と御協力を頂

いて、指定管理者側の会計において、２月10日、

検査機器を２台購入していただいたところでご

ざいます。 

 この購入された検査機器は、市が購入した機

器と同様、検査機器の操作性、検体検査時にお

ける検査員の感染リスクや検査時間等を考慮し

た上で、検査試薬が大量に発注することができ、

長期保存にも対応できる機種を選定していただ

きました。 

 また、検査１回にできる検査検体は１検体と

少ないですが、検査時間は市が購入した機器の

検査開始から約45分であった物よりも、さらに

短い約13分と大幅に短縮され、早く検査結果が

出ますことから、検査を受けた方々やその応対

している方々の精神的負担軽減が図られ、素早

い感染拡大防止の対応ができるため、市民の皆

様の安心と安全が図られるものと考えておりま

す。 

 また、市内において、集団感染が発生したと

きやその後のスクリーニングとして、一度に多

数の検査を行う定期検査にも対応できるものと

考えております。 

 次に、新型コロナウイルスワクチン接種関連

につきまして御報告いたします。 

 ワクチン接種を円滑に進めるため、２月８日

付で新型コロナワクチン接種対策係を新設し、

専従職員２名、兼務職員７名の体制を整え、４

月１日からは、会計年度任用職員を新たに４名

配置することとしております。 

 なお、国において、ファイザー社製のワクチ

ンが２月14日に薬事承認されましたので、今後、

国から示される供給量を踏まえ、予防接種実施

計画を策定してまいりたいと考えております。 

 現在、高齢者への４月接種開始を目指し、肝

属郡医師会と市内各医療機関における個別接種

に向けての協議を重ね、自宅等から移動が困難

な方々については、訪問接種が可能か協議を進

めているところでございます。 

 あわせて、交通手段を持たない交通弱者の

方々に対しましては、今後、関係機関とバス輸
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送等送迎体制の検討を進めてまいります。 

 また、現在、接種するための接種クーポン券

の発行準備を行っており、３月初旬には接種券

の印刷を終え、３月中旬の郵送を目指してまい

ります。このワクチン接種に関しましては、国

から出される情報が乏しいため、不安を感じる

市民の皆様もおられることから、国から情報が

発出されたときには、即時に情報をお伝えでき

るよう努めてまいりたいと考えております。 

 また、接種体制と併せて、広報誌やチラシを

配布し周知を図り、市民の皆様が安心して接種

できる環境を整えてまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、経済対策として、これまで消費意欲の

喚起と市内の資金循環による商工業の景気回復

を目指したプレミアム付商品券を販売し、取り

組んでまいりましたが、4,452世帯の市民の皆

様に購入していただいたところでございます。 

 この商品券の販売の際に、全ての購入世帯に

カンパチ・ブリのセットをプレゼントいたしま

したところ、大変な好評を得ることができ、併

せてお歳暮などの受注拡大につながり、需要が

落ち込んでいる水産業の消費対策並びに経済回

復につながったものと考えております。 

 さらに、観光関連企業や特産品販売業者への

支援対策といたしまして、垂水おもてなしキャ

ンペーンを実施いたしました。本市への宿泊者

532組の方々に、合計1,302個の特産品をプレゼ

ントし、宿泊者並びに宿泊施設の方々から大変

好評を得たところでございます。 

 また、県外からの誘客を推進する関西地区ビ

ジネス確立事業につきましては、都城市と連携

し、12月３日より12月27日までに７回実施され

ております。同事業におきましては、両道の駅

たるみずへ約200名の方が訪れていただき、海

の幸を堪能され、買い物を楽しんでおられまし

た。 

 １月以降のツアーにつきましては、８本のツ

アーが中止となっておりますが、現在、ツアー

再開に向け準備を進めているところでございま

す。 

 なお、緊急事態宣言により、特に大きな影響

を受けておられます飲食店の方々への支援金の

給付に関する補正予算を今回、上程させていた

だいておりますので、御審議方よろしくお願い

したいと思います。 

 次に、新型コロナ関連以外の事項につきまし

て御報告いたします。 

 まず、新庁舎建設関連ですが、２月５日、外

部検討組織である垂水市新庁舎建設検討委員会

が開催され、新庁舎建設計画に賛成、反対、双

方の立場の方々の意見聴取が行われました。今

回は、委員長からの要請もございましたので、

意見聴取について傍聴させていただきました。

なお、委員長から、今後の庁舎建設について御

意見をまとめられるということですので、事業

推進の参考にさせていただきたいと考えており

ます。 

 次に、水産商工観光関係についてですが、ス

ポーツ合宿につきましては、11月末から１月に

かけまして、鹿児島女子高校ソフトテニス部や、

県内外の中学生の５チーム参加の2020ウイン

ターカップイン垂水が開催され、選手・関係者

や保護者など多くの方々が本市を訪れていただ

きました。コロナ禍にあって、合計４団体、滞

在延べ人数は約370人を数え、本市にとりまし

て、大きな経済効果の一つとなったと考えてい

るところでございます。 

 また、例年１月16日から17日に、商工会青年

部の主催により開催されております第27回Ｕ 

10サッカー大会は、代替大会として、株式会社

ディセットボンドの主催で開催されました。大

会には市内外より42チームが参加し、たるみず

スポーツランドをメイン会場として熱戦が繰り

広げられました。参加者並びに観戦者の感染予

防対策を講じた上で開催しましたところ、２
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チーム30名の関係者が市内の施設に宿泊をして

いただき、活気にあふれた大会となりました。 

 次に、桜島・錦江湾ジオパークにつきまして

は、２月５日に日本ジオパーク委員会より、垂

水市並びに姶良市へのエリア拡大の認定を受け

たところであります。今後も垂水市、鹿児島市、

姶良市の３市が連携し、魅力的な地域づくりに

取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、農林課関係ですが、水之上宮前地区の

水田約17.5ヘクタールの未来計画について、耕

作者を中心とした有志の方々と協議を重ねてま

いりましたが、昨年12月に、農地中間管理事業

の推進母体となる宮前地区農地集積協議会が設

立されました。鹿児島県農地中間管理機構等と

連携し、農地集積を支援するとともに、圃場整

備の実現に向けた検討を引き続き行い、担い手

の農業生産性の向上に努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、高病原性鳥インフルエンザについてで

ありますが、全国的に発生リスクが極めて高い

状況を踏まえ、鹿児島県は、県下全域の100羽

以上の飼養農家を対象に、令和２年12月13日か

ら２月28日までを消石灰散布による消毒実施期

間として設定し、家畜伝染病予防法により、令

和２年12月３日に告示しております。 

 本市では、昨年12月２日から養鶏農家や庭先

で鳥を飼育されている方を対象に、消石灰の無

償配布や100羽以上の飼養農場周辺道路の消毒

を開始しております。 

 また、飼養衛生管理基準の遵守など、野生動

物の侵入防止対策を徹底するため、垂水市技連

会だよりで随時注意喚起を促すとともに、監視

体制の強化を行っているところでございます。

いまだ予断を許さない状況は続いておりますが、

万が一、市内養鶏農場で高病原性鳥インフルエ

ンザの発生が確認されますと、畜産業界関係者

だけではなくて、地域の経済にも多大な影響を

及ぼすことから、さらに危機意識を高め、侵入、

蔓延の防止に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 最後に、光ブロードバント整備事業の進捗状

況について御報告いたします。 

 この事業の主体でありますＮＴＴ西日本に対

し、令和３年１月29日に国の高度無線環境整備

事業の補助金交付決定がなされたことを受け、

２月15日に本市とＮＴＴ西日本との間で、垂水

市光ブロードバンド整備に係る協定を締結いた

しました。 

 今後、ＮＴＴ西日本側が、光ブロードバンド

に必要な設備構築に着手されることになります

が、今のところ牛根地区、新城地区及び柊原地

区の完成時期は、令和４年３月頃になる見込み

でございます。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、諸般の報告を終

わります。 

   △議案第２号～議案第６号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第４、議案第２号か

ら日程第８、議案第６号までの議案５件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第２号 垂水市第１号会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 案 

議案第３号 垂水市第２号会計年度任用職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例

 案 

議案第４号 垂水市企業等立地促進条例の一部

を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市介護保険条例の一部を改正

する条例 案 

議案第６号 垂水市特別導入事業基金条例を廃

止する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 
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○総務課長（和泉洋一）  おはようございます。

議案第２号垂水市第１号会計年度任用職員の報

酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例案について御説明申し上げます。 

 平成29年５月17日に公布されました地方公務

員法及び地方自治法の一部を改正する法律によ

り、令和２年４月から会計年度任用職員制度が

施行され、１年が経過しようとしております。

本議案は、施行以降、第１号会計年度任用職員

の報酬、期末手当について、条例の一部を改正

する必要があるものについて、令和３年４月よ

り適用すべく改正するものでございます。 

 それでは、改正の内容について添付しており

ます新旧対照表で御説明いたします。 

 まず、第３条第１項は、第１号会計年度任用

職員の報酬の基礎号給と最高号給について定め

たものでございますが、第２号の専門職として、

森林専門員及び第６号の労務職に火葬場作業員

等の新しい職を追加することから、最高号給を

改めようとするものでございます。 

 次に、第９条は、期末手当について定めたも

のですが、会計年度任用職員が異なる任命権者

間で任用された場合であっても、任用期間を通

算して期末手当の支給対象とできるものとし、

また、２年目以降の会計年度で任用期間が六月

に満たない会計年度任用職員であっても、前会

計年度の末日まで任用され、引き続き再度任用

された場合には、６月期に支払う期末手当の支

給対象とすることができるものとする改正でご

ざいます。 

 なお、附則としまして、この条例は令和３年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第３号垂水市第２号会計年

度任用職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例案について御説明申し上げます。 

 本議案も議案第２号同様、会計年度任用職員

として新たな職種を追加する必要等が生じたた

め、給与や期末手当、職務内容について条例の

一部を改正し、令和３年４月より適用しようと

するものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 まず、第３条第１項及び第16条第３項の改正

の内容につきましては、先ほど説明をいたしま

した議案第２号と同様となりますので、説明は

省略させていただきます。 

 次に、別表第２ですが、専門職に新たに専門

職13種として、森林専門員の職を追加しようと

するものです。 

 なお、附則としまして、この条例は令和３年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○企画政策課長（二川隆志）  おはようござい

ます。議案第４号垂水市企業等立地促進条例の

一部を改正する条例案について、御説明申し上

げます。 

 垂水市企業等立地促進条例は、本市に事業所

を設置し、操業を開始した事業者に対して補助

金を交付し、本市の地域経済の振興及び雇用機

会の拡大を図ることを目的として制定した条例

でございます。 

 本条例の一部改正は、昨今の厳しい社会情勢

の中で、大規模な工場等の企業誘致は現実的に

厳しい現状であり、本市へのこれまでの企業立

地の実績においても、全て中小規模の事業所が

占めておりますことから、今回上程いたしまし

た改正案により、事業所新設の場合の補助金交

付要件を緩和し、本市への中小企業の立地を促

進することで、地域経済の活性化につなげると

ともに、市民の雇用機会の拡大を図ろうとする

ものでございます。 
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 条例の改正内容につきましては、新旧対照表

で御説明申し上げます。 

 第３条についてでございますが、事業所設置

の際の補助金交付要件である新規地元雇用者の

人数を「５人以上」から「３人以上」に緩和し

ようとするものでございます。 

 次に、第４条についてでございますが、第３

条の改正に伴いまして、交付する補助金の限度

額1,000万円の枠における新規地元雇用者数を

「５人以上」から「３人以上」に改正しようと

するものでございます。 

 なお、附則としまして、この条例は令和３年

４月１日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○保健課長（草野浩一）  おはようございます。

議案第５号垂水市介護保険条例の一部を改正す

る条例案について、御説明申し上げます。 

 改正の主な理由でございますが、市町村は、

老人福祉法第20条の８及び介護保険法第117条

に基づき、３年を１期とする高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画を定めることになってお

ります。現在の第７期計画は令和２年度をもっ

て終了することから、現在、令和３年度から令

和５年度までの第８期計画を策定中であります

が、今回、計画実施に係る第８期介護保険料を

算出しましたことから、条例の一部を改正し、

併せて関連法律の改正に伴い、文言を整理する

ものでございます。 

 それでは、改正の内容を新旧対照表にて説明

申し上げます。 

 第２条でございますが、介護保険料額を年額

で表示しております。同条第１項第５号は、冒

頭申しました令和３年度から令和５年度までの

第８期介護保険事業計画期間の基準となる保険

料で、現行の「６万8,400円」を「７万4,400

円」に改めるものでございます。月額に直しま

すと「5,700円」から500円増の「6,200円」と

なり、この基準月額に各所得段階の基準割合を

乗じて、各所得段階ごとの保険料額を算出して

おります。 

 また、平成27年度から実施しております低所

得者への保険料の軽減措置としまして、同条第

２項において、所得段階の第１段階保険料額

「３万7,200円」を「２万2,320円」とし、同条

第３項において、第２段階保険料額「５万

5,800円」を「３万7,200円」とし、同条第４項

において、第３段階保険料額「５万5,800円」

を「５万2,080円」とするものでございます。 

 次に、附則第８条第１項は、租税特別法の改

正により、「特例基準割合」を「延滞税特例基

準割合」に名称を改めようとするものでござい

ます。 

 第２項は、還付加算金の割合を引き下げると

ともに、第１項と同様、「特例基準割合」を

「還付加算金特例基準割合」に名称を改め、計

算の前提となる割合が新たに「平均貸付割合」

と規定されたことによる改正でございます。 

 第３項は、第１項及び第２項の規定により、

算出された延滞金及び還付加算金の割合が

0.1％未満となる可能性があるため、年0.1％未

満となる場合の規定を新たに加えるものでござ

います。 

 第４項は、第１項及び第２項の規定により算

出された延滞金及び還付加算金の額が、１円未

満の端数が出た場合の規定を新たに加えるもの

でございます。 

 なお、附則といたしまして、第１項は、条例

の施行日を令和３年４月１日とするものでござ

います。 

 第２項は、介護保険料について、施行日以前

の経過措置と、延滞金及び還付加算金について

は、令和３年１月１日以後に適用するとともに、

適用日以前の経過措置を規定するものでござい

ます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ
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ろしくお願い申し上げます。 

○農林課長（森 秀和）  議案第６号垂水市特

別導入事業基金条例を廃止する条例案につきま

して御説明申し上げます。 

 本条例案は、肉用牛資源の確保と高齢者等の

福祉向上を目的として設置された、垂水市特別

導入事業基金条例を廃止しようとするものでご

ざいます。この基金は、農家への肉用繁殖雌牛

貸付けを行うため、昭和55年度に国庫、県費、

市費で造成され、延べ251頭の肉用繁殖雌牛の

貸付けを行ってきました。 

 廃止理由といたしまして、肉用牛繁殖牛飼養

頭数は、多頭飼育化が進み維持できているもの

の、高齢化による廃業が進み、本条例の設置時

の所期目的にそぐわなくなったため、県費を返

還し、垂水市特別導入事業基金を廃止しようと

するものでございます。国庫分につきましては、

会計検査院の指摘により、平成29年度までに全

額返納しております。現金残高につきましては、

本議会に上程しております垂水市一般会計補正

予算（第14号）案で、一般会計への基金繰入金

2,000万2,000円と県支出金1,086万8,000円を計

上しております。 

 なお、附則において、この条例は令和３年４

月１日より施行しようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○感王寺耕造議員  まず、議案第３号ですよね。

課長の説明で大体了解したのですけども、ちょ

っと専門職の10種という部分で公民館長という

ことがうたわれているのです、公民館長。専門

職の10種、公民館長。これ社会教育の絡みで変

えられたのか、今現在、公民館長は社会教育課

長兼務ですよね。実際では公民館副館長という

ことで、地元の代表の方が座っているというこ

とですよね。その部分の整合性といいますか、

実際の館長は兼務なのにこういう部分の条例が

果たしていいのか。 

 それとあとまた、社会教育課のほうの考えと

して、この公民館長制度の部分です。この部分

を将来的にどうするのかという部分も問題だと

思っているのですけども、その部分が１点です。 

 あと議案第４号です。この分について５名か

ら３名に引き下げるということでしょう。１つ

聞きたいことは、実際、会社のいろんな大きい

とこもあれば小さいとこもあると。規模を引き

下げることによって、企業の誘致とか新しく雇

用を生み出すという部分では評価するのですけ

れども、１点だけ気になる部分が、やはり規模

が小さいと、雇用環境という部分がどうなって

いくのかという部分です。事業を継続できるの

かという問題も出てくると思うのです。一応、

この部分について教えていただきたいのですが、

例えば、社会保険制度、それとまた退職金規定

がきちんと取っていないとだめなのか、その辺

の部分がちょっと気にかかるものですから、そ

の点について教えてください。 

○総務課長（和泉洋一）  専門職10種の公民館

長につきまして、これにつきましては、制度創

設時、昨年、制度創設時に国の指針に基づきま

して本市の条例を制定いたしております。その

中で、この公民館長につきましても、会計年度

任用職員の対象になるものというふうに国が示

しておりましたので、本市の条例上は、公民館

長を専門職10種として位置づけたものでござい

ます。 

 ただし、御指摘のとおり、本市の公民館長の

役割というのは、会計年度任用職員に必ずしも

当てはまらないというようなこともありますの

で、現在において、運用上は館長代理というよ

うなことでお願いをしているものというふうに

認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  それでは、企業
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立地等促進条例につきましてお答えさせていた

だきます。 

 まず、今回、条例改正におきまして５名から

３名というところの改正案につきましては、過

去の実績というところで、まず判断させていた

だいたところもございます。 

 平成22年から26年度の５か年について、５社

と立地協定を結ばさせていただいた上で、その

うち５社において、５人以上の雇用が発生した

と。事業の内容につきましては、この５か年に

おきましては、水産加工事業者が多数参入され

ておりまして、この事業者様が新たな地元の新

規雇用というところで、発注していただきまし

たので実績に上がっています。 

 ですが、後半の部分の平成27年から令和元年

度までの５か年におきましては、２社と立地協

定を結ばせていただいておりますが、現在のと

ころ新規地元雇用者というところでは１名ない

しは２名というところでございまして、この条

件を満たさないというところでございまして、

先ほども条例の説明で申し上げましたけれども、

昨今の厳しい情勢において、また、新たに企業

の誘致を図る上においても、さらにまた規模の

小さい事業者様が、またこういった相談も受け

られるのではないかということであります。 

 ですけれども、企業誘致におきましては、や

はり実際のところ自治体間の競争もございます。

そうなった場合に、近隣自治体との条例案の内

容について確認しましたところ、大隅管内にお

いても２市において、もう既に３人というとこ

ろで上限を緩和して取り組んでいらっしゃると

ころもございますので、そういったところで、

鹿児島県が主催します企業誘致のそういった会

合等においても、やはり様々な条件を確認され

た上で企業誘致に臨まれてまいりますので、そ

ういったところの条件がやはり横並びの状態と

いうので、また話を受けるというところが、今

後のさらなる誘致に関わってくるというふうに

考えておりますので、今回改正させていただい

たところであります。 

 また、感王寺議員が御心配されました、その

企業の確認でございますけれども、企業立地促

進条例の施行規則のほうにこちらのほうは明記

しておりまして、事業所につきましては、まず

は雇用保険及び社会保険の適用事業所であるこ

とという形になっております。 

 また、条例のほうにおいて、補助金を交付す

るのに必要な場合は、操業、雇用状況等につい

て報告を求め、または実地調査をすることがで

きるというふうに明記しておりますので、こう

いったところで確認しながら、また企業さんの

動向関係も確認させていただいて、交付、そう

いったところに結びつけていきたいというふう

に思っております。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありませんか。 

○持留良一議員  それでは、質疑をさせていた

だきたいのですけども、１つは第５号介護保険

条例の一部を改正する条例案です。これは、こ

の前の一般質問でもやって、値上げの方向とい

うことが示されたのですけども、その中で大変

いろいろ苦労もされて、資金繰りも含めて、な

るべく被保険者の方々に負担をかけないように

というような側面も見えてきている部分は確か

にあると思います。その点は大変評価できると

いうふうに思うのですが、その金額をどのくら

い活用されたのか、負担緩和のために。基本は

基金からの繰入れをされたというふうに思って

います。基本的には、これは被保険者の方々の

お金なので、それを戻すということは、基本的

にはあり得るということだと思うのですが、こ

れが１点と。 

 もう１つは、個の供給量をいかに減らしてい

くかという点では、やはり市の対応、介護予防、

これはもう重要な役割を担っていく点だと思う

のです。これがなければもうそのままだったら、
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どんどん利用が増えていく可能性も当然高いと。

そのために様々そこには市としての対応策が取

られていると思うのです。介護予防、総合支援、

それから予防活動も一生懸命取り組まれている

というふうに思うのですが。 

 そこでのやっぱりきちんとしたことが、今後

８期の中で３年間どんな形でそれがされていく

のか。そのことによって、ある意味こんな形で

抑えられるということも含めて、実績的にもう

７期やってきているわけですので、当然、そこ

の点も、その部分で評価しながら取り入れなが

ら、また市としての役割責任を果たしながら、

抑えていくということがあってもよかったとい

うふうに思うのです。そこの点の部分は、ほと

んどこれには反映されていないというふうに思

うのです。 

 極端なことを言えば、全国でも一般会計から

の繰入れをしているところもあります。市とし

て、責任として、そこの役割を果たしていくの

だということで、一般会計からの繰入れをして

いるところもあります。国の調査でも、全国で

約10自治体がそれをやっているということがあ

ると思います。 

 そうすると、この介護予防という努力の取組、

これをどんな形で試算して、この予算を組んで

いったのか。そのことは結果として、被保険者

の方々の負担を減らすということにつながって

いくと思います。 

 今回の値上げ案でも、平均で垂水の年金の約

一月分にも値するぐらいの中身になりますので、

当然これは市民生活にも大きな影響を与えるわ

けですけども、その点はどんな形で、この予算

を組み立てるときにされたのか、この点をお聞

きしたいと思います。 

 あと２点目が、議案第６号特別導入事業基金

条例を廃止する条例案。これはもう以前から監

査も含めて、指摘事項としてあった中身だろう

と記憶をしているのですけども、１点は、この

中で回収できなかった金額と、いわゆる市に対

しての損失とかあるのかどうなのか、この件が

１点と。 

 あとこの導入基金条例施行規則というのがあ

りますよね。この中で導入に対する指導という

のも明記をされているというふうに思うのです

が、当然なかなか難しい点もいろいろあったか

と思います。農林課としても十分対応できなか

った点もあろうかと思いますけども、しかしこ

の部分というのは重要な中身になってくるとい

うふうに思います。 

 例えば、ここには毎年１回以上指導を適切に

行うものとするという点も書かれています。当

然それに対する導入者の義務というのもあるわ

けなのです。それがやっぱりきちんと様々な形

でされていれば、結果として、そういう導入さ

れた方も被害を被らないというか、事前に対処

できた点もあったのではないかなというふうに

思います。 

 これらの点について質疑をしたいと思います。 

○保健課長（草野浩一）  まず、基金をどのく

らい入れたのかということですが、御質問の介

護給付費準備基金の残高は、令和２年度末で

8,000万程度になる予定でございます。今回、

基金の残高見込みの約半分4,000万円を取り崩

したことによって、当初積算していました金額

に対しまして、300円程度抑制したというふう

に考えております。 

 一番いいのは、その基金を全額取り崩してす

ることが、今回、第８期に関してはもっと下が

る形になるかと思いますが、その基金を全部投

入した場合には、次の第９期のときに不測の事

態が生じたときには、県からの借入れというこ

ともありまして、さらに借入れをした場合には、

その次のときに返済を上乗せしてする形になり

ますので、やはり不測の事態に備えた形である

程度、基金は残しておかないといけないという

のが、そのための基金でございますので、今回
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8,000万円の約半分4,000万円という形で、支障

のないという範囲で基金を取り崩したところで

ございます。 

 次に、その供給量を抑えるためにどうしてい

るのかというのは、これまでも何回も答弁して

おりますとおり、介護予防のほうに力を入れて

いって、介護にならない状態を末永くつくって

いくという状態にしているところでございます。

その成果が、この第８期にどのように取り組ま

れたということですが、今回、第７期中に取り

組んだ成果としまして、その介護予防の部分に

関しては、これまでの第６期と比べまして、約

半分程度成果が出ておりまして給付費は下がっ

てきております。 

 しかし、その介護給付費、要介護２から５の

方に関しましては、約16％程度増加しておりま

す。１つは、その軽度者の部分に関しては成果

が出てきているが、その中度者の方々に対して

は、どうしてもうまく成果が出ていないという

形で、重度化しているという傾向があるという

点と、やはりその介護サービスを提供している

雇用側のほうにも、しっかりと生活をしていか

ないといけないというところで、毎年介護報酬

の改定が、来年度は0.7％ですが、少しずつ上

がっている状況もございますので、そういうこ

とを勘案していきますと、給付費は少しずつ伸

びていくのではないかと考えてきております。 

 その中で、先ほど最初に言いましたとおり、

予防に関してはある程度の成果が出てきており

ますので、引き続き、この力を入れてある程度

成果が出てきましたら、まだ予防を始めて３年、

４年という形ですので、次の第９期、第10期に

当たるにしては、減少幅の勘案した形で、保険

料に反映されるのではないかなというふうに考

えてきております。 

 以上でございます。 

○農林課長（森 秀和）  まず、未回収金から

御説明いたします。本人死亡により回収不能と

なっている額が110万2,579円でございます。こ

れは３頭分の導入貸付分でございますが、当初、

故人には５頭延滞が発生しておりまして、２頭

分については回収を行っておりますが、３頭分

が未納となっております。その後、条例に基づ

き督促を行っておりますが、現段階でも３頭分

が未納となっております。 

 次に、指導体制でございますが、農協関係者

等と指導を行ってまいりましたが、巡回含めや

ってまいりましたが、当初の貸付頭数が多かっ

たのではないかというふうな見込みを持ってお

ります。 

 また、19年度以降は監視体制、月１回のデー

タでの検査等をやっておりまして、19年度以降

の貸付分については、未納は発生していない状

況でございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  議案第６号については、それ

で専門の産業厚生委員会のほうで、詳細またい

ろいろ議論があろうかと思います。 

 先ほどの議案第５号については、１点だけ回

答がなかった点があったので、再度お聞きしま

すけども、確かに様々な要因等々あって、給付

が伸びるという状況、また市としての努力、ま

た一方では、介護施設の経営的な側面というの

も様々あるという、確かにそうだと思うのです

ね。では、そのときどうするのか、市の責任は

何なのかということを基本的には問われる部分

があると思うのですね。 

 適切な介護事業者への指導だとか含めてやっ

ていかなければならない点もあるでしょうし、

というのはなぜかというと、県から監査が下り

てきますよね。適切にその経営等含めて監査を

市がやらなければならない、そうすると経営状

態も含めて本当に適切かどうなのか、運営費は

ちゃんとやられているのかと含めてやっていか

なければならない面もあると思うのですね。 

 そこについて様々問題が出てくるのです。そ
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の様々な要因の中で、今回、最終的には被保険

者に負担を求めると、結果として求めるという

結果になったと思うのですよ。果たしてこれで

いいのかという、もう第７期までやってきた中

で、どうするのだという様々な問題があって、

さらにその負担が増えてきているという状況を、

この前の一般質問でもやったかと思うのです。 

 そうなってきたときに先ほど回答がないと言

ったのは、一般会計からの繰入れ等も含めて検

討の余地はないのか、なかったのか、検討され

なかったのか、これがある意味、市の被保険者

の暮らし、また事業所をきちっと守っていく視

点もあったのではないかなというふうに思うの

ですが、そこに議論はなかったのか、再度質疑

します。 

○保健課長（草野浩一）  一般会計からの繰入

れを検討しなかったのかという御質問ですが、

今現在、先ほど言いましたとおり、その準備基

金がある段階で、その一般会計を考えるという

のは、いかがなものかなというふうに思います

ので、しっかりと皆様方がお支払い御負担いた

だいた保険料の中で運営ができるように、まず

第一に考えていきまして、どうしてもその運営

が厳しくなったときには、関係課とそういった

協議を行っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありませんか。 

○森 武一議員  第４号議案についてまずお伺

いしたいと思うのですが、今回この補助の対象

となる事業所の人数が５人から３人に引き下げ

るということなのですが、これは１人当たりの

補助金に換算すると、1.5倍ぐらいになるとい

う計算になるかと思います。５人であれば200

万、３人であれば330万円というと、費用対効

果ということが適切かどうかわからないのです

が、費用対効果としてどのように考えているの

かということをお聞かせできればと思います。 

 あと、第５号議案についてお伺いしたいので

すが、先ほど持留議員の質疑、答弁の中で、

8,000万円の基金の中から今回第８期で4,000万

円取り崩して、１人当たり300円ぐらいの保険

料の抑制になったということで、4,000万円に

関しては不測の事態に備えてやっていくという

ことだったかと思います。第９期に向けて

4,000万円不測の事態として取っておくとなる

と、300円が最低上がってくるのではないかと

思いますが、そこに関して第８期の中で、上が

らないようにする取組であったりとか、基金へ

どう取り組んでいくのかというのをちょっとお

伺いできればと思います。 

○企画政策課長（二川隆志）  それでは、まず

議案第４号の企業立地のほうですけども、その

費用対効果というところですけど、まずは今回、

条件緩和につきまして５名から３名というとこ

ろで、交付要件の1,000万でございますけれど

も、こちらにつきまして、確実に３名雇用があ

ったからといって、1,000万円が無条件に払わ

れるということではございません。まずはその

実質的にかかった費用、設備投資にかかった費

用について1,000万円を上限として、その実質

かかった費用について補助をするというところ

でございますので、３名雇用があったから

1,000万円が上限にはなりません。 

 そしてあと、費用対効果でございますけれど

も、やはり市の直接的歳入、固定資産税、法人

市民税等ということを考えますと、単にシミュ

レーションでございますけれども、やはり３名

の雇用があったということであったとしても、

７年から８年で今回の1,000万の投資額は回収

できるのではないかというふうには見込んでい

るところでございます。そして、また雇用が発

生することによって、市民所得の向上そして市

内の消費効果、取引関係の会社も出てくるわけ

ですね。そういった効果もまた見込めるのでは

ないかというふうに試算しているところでござ

います。 
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 以上でございます。 

○保健課長（草野浩一）  値上げをしないよう

な取組をどのようにしていくかという御質問だ

と思いますが、まず、その保険料をお支払いし

ていただく65歳以上の第１号被保険者の方々に

対しましては、2025年、令和７年度になってお

りますが、どんどん人口は減っていくにもかか

わらず、高齢者数というのはほぼ変わらない状

況でございます。 

 その中で、当然その入り口、要介護にならな

いための取組として先ほど言いましたとおり、

介護予防総合事業の中で、いろんなならないた

めの仕組みの中で事業を取り組みまして、まず

元気な方を多くつくっていくと、介護を受ける

時間帯を少なくすると、期間を少なくするとい

うふうに考えております。 

 あわせて、先ほど言いましたとおり給付費が

上がった一つの要因としまして、重度化された

方が大きいというのもございましたので、第７

期、第６期ぐらいから取り組んでいます給付適

正化事業というのがございますので、その方に

合ったプランが本当にその方に合っているのか、

本当に必要なサービスを受けているのか、それ

とも重度化しないためのプランができているの

かというような形で、今現在、包括支援セン

ターの新任ケアマネを中心にして、ケアプラン

チェックを行っている段階でございます。そう

いう形でいろいろな御指摘、御指導しながら、

その方に合った本当に合ったプランに近づいて

いくような形で、第８期中には受けた給付費が

適正であるかというのを勘案しながら、抑制し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案第２号から議案第６号までの

議案５件については、いずれも所管の各常任委

員会にそれぞれ付託いたします。 

   △議案第７号・議案第８号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第９、議案第７号及

び日程第10、議案第８号の議案２件を一括議題

といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第７号 内ノ野辺地に係る総合整備計画の

策定について 

議案第８号 野久妻辺地に係る総合整備計画の

策定について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○企画政策課長（二川隆志）  議案第７号内ノ

野辺地に係る総合整備計画の策定について御説

明申し上げます。 

 土木課が所管いたします市道内ノ野線の改良

舗装事業に関連しまして、令和３年度から令和

７年度までの５か年を計画期間とする、内ノ野

辺地に係る総合整備計画の策定について、議会

の議決を求めようとするものでございます。 

 辺地に係る総合整備計画とは、辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

等に関する法律により、定められた要件に該当

している地域を辺地といたしまして、辺地とそ

の他の地域との間における住民の生活文化水準

の格差是正を図ることを目的とする計画でござ

います。内ノ野地区につきましては、平成18年

度に市道内ノ野線の改良舗装事業を行うための

辺地計画を策定しまして、令和２年度までの15

年間、延長にして約2,250メートルの改良舗装

事業を実施しております。 

 今回の整備計画は、令和３年度から令和７年

度までの５か年にわたり、市道内ノ野線の水之

上地区から上ノ宮地区までの区間におきまして、

道路幅員が狭く、車両の通行に著しく支障を来

している延長422.5メーターの区間で道路改良
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舗装事業を実施する予定としております。 

 ５年間の総事業費5,000万円のうち2,250万円

が一般財源となっておりますが、事業費の元利

償還金に対して80％が交付税措置されます辺地

対策事業債を活用するため策定する計画でござ

います。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第８号野久妻辺地に係る総

合整備計画の策定について御説明申し上げます。 

 同じく、土木課が所管いたします市道元垂水

原田線の改良舗装事業に関連しまして、令和３

年度から令和７年度までの５年間を計画期間と

する、野久妻辺地に係る総合整備計画の策定に

ついて、議会の議決を求めようとするものでご

ざいます。 

 野久妻地区につきましては、平成23年度に市

道元垂水原田線の改良舗装事業を行うための辺

地計画を策定しまして、令和２年度までの10年

間、延長にして約1,850メーターの改良舗装事

業を実施しております。 

 今回の整備計画は、令和３年度から令和７年

度までの５か年にわたり、市道元垂水原田線の

下市木地区と上市木地区を結ぶ区間におきまし

て、舗装路面の経年劣化が進んでおり、車両の

通行に著しく支障を来している延長917メート

ルの区間で、道路改良舗装事業を実施する予定

としております。 

 ５年間の総事業費２億5,000万円のうち１億

1,250万円が一般財源となっておりますが、事

業費の元利償還金に対して80％が交付税措置さ

れます辺地対策事業債を活用するため策定する

計画でございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○前田 隆議員  内ノ野辺地に係る整備計画策

定についてお伺いします。 

 ５年間で計画していただいて、めどが立った

ということでは喜んではおりますが、用地のほ

う、用地の承諾は現在どんなふうになっている

のかと、５年間でちゃんとできるような、いわ

ゆる進捗になっているのか、その１点だけお聞

かせください。 

○土木課長（東 弘幸）  内ノ野線の用地の進

捗につきましてお答えいたします。 

 御存じのとおり、改良が済んだところ、用地

が点在しておりますけれども、残りの用地につ

きましては、相続者が多いところが残っており

まして、現在その相続者に対して、改良の承諾

の文書を送ったりということで、全国的に発送

しております。 

 承諾いただいたところに関しては、改良を進

めてまいりたいと思うのですけども、そういっ

た回答がないところに対しまして、関東エリア、

関西エリア、九州エリアと３つに分けて、今年

度、用地交渉に行こうということで、予算も頂

いていたのですが、コロナ禍のため行けません

でした。今後とも、そういった文書等、電話等

を取りながら、なかなか回答をもらえないとこ

ろに対しましては、出張して用地交渉していこ

うという考えでいるところでございます。 

○前田 隆議員  ありがとうございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑ありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案第７号及び議案第８号の議案

２件については、いずれも総務文教委員会に付

託いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 次は、11時10分から再開いたします。 

     午前11時１分休憩 

 

     午前11時10分開議 
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○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △議案第９号上程 

○議長（篠原則）  日程第11、議案第９号令

和２年度垂水市一般会計補正予算（第14号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（濵 久志）  議案第９号令和２年

度垂水市一般会計補正予算（第14号）案につい

て御説明申し上げます。 

 今回の主な補正は、ふるさと応援寄附金の増

額に伴う返礼品等の予算措置や新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴い、多大な影響を受けている

飲食店に対する支援金、特別会計への繰出金、

事業費の確定に伴う歳入歳出予算の整理等によ

るものでございます。 

 また、年度内に事業完了できないため、やむ

を得ず繰り越す事業についての繰越明許費の設

定、複数年の支出を見込む事業についての債務

負担行為の補正などを同時に行うものでござい

ます。 

 今回、歳入歳出とも3,577万5,000円を減額し

ますので、これによる補正後の歳入歳出予算総

額は147億4,566万7,000円になります。 

 補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

の第１表、歳入歳出予算補正に掲げてあるとお

りでございます。 

 ７ページをお開きください。第２表、繰越明

許費について御説明いたします。 

 地方自治法第213条第１項の規定により、翌

年度に繰り越して使用できる経費をお示しして

おります。 

 繰越事業の内容でございますが、２款総務費

１項総務管理費の光ブロードバンド整備事業補

助金は、新城・柊原・牛根地区など、本市の光

回線未整備エリアに電気通信事業者が光回線の

整備を行うために要する経費を補助するもので

ございますが、今年度における総務省の高度無

線環境整備推進事業の対象自治体が多数であり、

年度内における電気通信事業者の光回線整備が

困難であるため、令和３年度へ繰り越すもので

ございます。 

 ３款民生費２項児童福祉費の牛根児童クラブ

施設整備事業は、牛根小学校の特別活動教室を

放課後児童クラブ用に改修するための工事に係

る設計委託料で、本補正予算に計上しておりま

すが、牛根児童クラブは令和３年４月１日の開

設予定であり、当該教室の改修工事は令和３年

度中に終えなければ国庫補助の対象とならない

ため、早急に設計を行う必要があるため本補正

予算に計上し、令和３年度へ繰り越すものでご

ざいます。 

 ４款衛生費２項清掃費の災害等廃棄物処理事

業は、令和２年７月豪雨災害による被災家屋２

棟の解体撤去に当たり、現場への通路が狭く、

手前にある世帯の家屋等の解体撤去や流木等の

除去完了後に、次の世帯の家屋等の解体作業を

行うことになることや、解体の際に所有者へ所

有物の確認、配慮を行いながら作業を行うこと

から、通常の解体業務より期間を要するため、

年度内の完了が見込めず、令和３年度へ繰り越

すものでございます。 

 ６款農林水産業費３項水産業費の輸出等対応

施設整備事業補助金は、農林水産省の事業であ

り、食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設

整備事業を活用し実施されるもので、農林水産

物の輸出先の国のニーズ、または基準を満たす

ための施設・機器等の整備を行う事業で、今回、

水産物加工業者におきまして、深絞り真空包装

機を導入し、２次加工品の冷凍製品を製造する

ことにより、輸出量の増加と品質の向上を図る

ものでございますが、国の第２次募集が11月に

あり、本年１月末に計画書の提出依頼があった

ことから年度内の完了が見込めず、繰越しを行

うものでございます。 
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 ８款土木費２項道路橋梁費の社会資本整備総

合交付金事業は、下市木、中市木、上市木及び

野久妻集落を結ぶ地域の主要路線であり、農耕

者にとって営農上欠かせない路線となっている

ことから、地元調整を行った結果、稲刈り時期

後の10月以降に工事施工を開始することとなっ

たため、年度内の完了が困難となり、令和３年

度へ繰り越すものでございます。 

 ９款消防費１項消防費の令和２年度垂水市防

災マップ作成業務委託は、事業期間が７か月相

当見込まれる事業ですが、社会資本整備総合交

付金の交付決定通知が令和３年１月４日であっ

たため、年度内の事業完了が見込めず、令和３

年度へ繰り越すものでございます。 

 11款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

の農林水産業施設単独災害復旧費及び農業用施

設補助災害復旧費は、７月豪雨災害に係るもの

で、令和２年12月末までに災害査定、補助率増

高申請が完了しましたが、その後の工事発注と

なるため、標準工期を確保できないことから、

繰越事業とするものでございます。 

 同じく、林業用施設補助災害復旧費は、林道

災害復旧事業について、年度内の事業完了を目

指しておりましたが、入札不調により工事発注

が遅れ、標準工期を確保できないことから、繰

越事業とするもの、また、白山林道について、

地滑り災害として調査委託を行っておりますが、

調査・設計に時間を要している状況であり、年

度内の完了が困難なため、令和３年度へ繰り越

すものでございます。 

 ２項公共土木施設災害復旧費の道路橋梁河川

現年発生補助災害復旧事業は、７月豪雨災害に

より被災した箇所で、９月から10月に災害査定

を受け、災害復旧事業の認定を受けたことから、

10月中旬より発注準備を行い、工事発注を行い

ましたが、標準工期を確保できないことから、

繰越事業とするものでございます。 

 同じく、道路橋梁河川単独災害復旧事業は、

７月豪雨災害により被災した地滑り災害箇所で

あり、現地踏査を実施し、現在も簡易機器によ

る変位量の観測調査中ですが、災害申請につい

ては、地滑り終息後に査定受検となり、かなり

の日数を要するため、繰越事業とするものでご

ざいます。 

 繰越明許費全体としまして11事業の総額４億

6,462万3,000円でございますが、繰越しに要す

る財源は、国県支出金、地方債、分担金、一般

財源でございます。 

 次に、債務負担行為の補正についてでありま

すが、８ページの第３表を御覧ください。 

 債務負担行為の追加でございますが、農業近

代化資金利子補給金から９ページの空き家バン

ク移住促進事業補助金まで、本年度に交付決定

などしたものにつきましては、最終年度までの

債務負担行為を追加するものでございます。 

 次に、地方債の補正についてでありますが、

10ページの第４表、地方債の補正を御覧くださ

い。 

 変更でございますが、各事業費の決算見込み

に伴う補正でございます。それぞれの事業に伴

う起債額を右の欄に示す限度額に変更し、本年

度の起債限度額を合計８億5,156万2,000円にし

ようとするものでございます。 

 次に、歳出の事項別明細で主なものを御説明

申し上げますが、事務事業の決算見込みに伴う

予算整理に係るものは省略させていただきます。 

 19ページをお開きください。 

 ２款総務費１項総務管理費８目財産管理費の

積立金は、地方財政法第７条第１項により、前

年度の実質収支額の２分の１程度を財政調整基

金に積立てを行うものでございます。 

 20ページをお開きください。 

 18目ふるさと納税制度事業費の報償費から積

立金は、令和２年12月末までに当初予算額の10

億円を上回る寄附金を賜りましたので、これに

伴う返礼品代やポータルサイトの手数料などの
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事務費及び積立金を、今年度の寄附額11億

8,275万1,000円を見込んで増額するものでござ

います。 

 少し飛びますが、24ページをお開きください。 

 ３款民生費１項社会福祉費13目介護老人保健

施設費の繰出金は、今年度の当該特別会計決算

見込みに財源不足が見込まれることから、財源

補痾のために繰り出すものでございます。 

 次に、２項児童福祉費５目放課後児童健全育

成事業費の委託料は、先ほど繰越明許費にて御

説明いたしました、牛根小学校の特別活動教室

を放課後児童クラブ用に改修するための工事に

係る設計委託料でございます。 

 また、少し飛びますが、26ページをお開きく

ださい。 

 ４款衛生費３項病院費１目病院費の負担金、

補助及び交付金は、病院事業会計への負担金で

ございます。 

 27ページをお開きください。 

 ６款農林水産業費１項農業費９目畜産業費の

償還金、利子及び割引料は、特別導入事業基金

の廃止に伴い、基金残高のうち、県が拠出した

費用及び附帯する利子について返還を行うもの

でございます。 

 28ページをお開きください。 

 ３項水産業費２目水産業振興費負担金、補助

及び交付金の29ページの輸出等対応施設整備事

業補助金は、６月議会において、冷凍機器等の

整備に係る補助金として２億5,000万円を予算

計上しておりましたが、国における予算枠の関

係により、補助上限が１億円に変更となったた

め、機器整備の優先度合いと輸出向け加工製品

に緊急的に必要な機器へ事業変更を行い、先ほ

ど繰越明許費で御説明いたしました事業の実施

に向けて予算を減額するものでございます。 

 次に、７款商工費１項商工費２目商工業振興

費の負担金、補助及び交付金の飲食業支援金は、

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、多大な影

響を受けている飲食店に対し、令和２年12月か

ら令和３年２月の売上げの平均額が、前年同月

の売上げの平均額と比較して20％以上減少して

いる減収飲食店を対象として、支援金を支給す

るものでございます。 

 少し飛びますが、35ページをお開きください。 

 10款教育費５項社会教育費２目文化財保護費

の報償費から工事請負費は、12月補正で予算を

計上いたしました垂水島津家墓所災害復旧に係

る経費でございますが、文化庁の国庫補助金の

交付決定が令和３年度となる見込みであること

から、令和３年度当初予算への組替えのため減

額するものでございます。 

 37ページをお開きください。 

 11款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

及び２項公共土木施設災害復旧費は、災害査定

の受検等に伴い、補助率や事業費の変更に伴う

予算の組替えでございます。 

 以上が、歳出の主なものでございますが、こ

れに対する歳入は、前に戻っていただきまして、

11ページの事項別明細書の総活表及び13ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国庫支出金、市債な

どの特定財源と、市税、地方交付税を補正し、

収支の均衡を図るものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○森 武一議員  すみません。今回の14号補正

についてお伺いしたいと思います。 

 今回、コロナ禍において、事業者が大変苦し

くなっているということで、その事業所に関す

る寄附金の予算が計上されている。ここに関し

ては評価をするところであります。 

 ただ一点、市民生活であったりとか、生活と

いうものもこのコロナ禍が長引くことによって

大変影響を受けてきているのではないかと思う



－22－ 

のです。事業所においても、年度末において資

金繰りに大変窮してくるというようなことも言

われているわけなのですが、そこら辺に関して

の事業所、またはその生活者というところの把

握をどのようにやったのか。そしてまた、これ

をどのように考えて、今回の補正予算に反映さ

せたのかということをお伺いさせていただけれ

ばと思います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  商工業者の

現状につきましては、定期的に商工会の経営指

導員が業種を問わず事業者のヒアリングを行っ

ております。その中でも観光業、それと飲食業

が特に厳しいということを受けましたことから、

飲食店に向けての支援をするものでございます。 

 また、ほかの観光業につきましては、雇用調

整助成金を活用されておりますことから、その

状況を踏まえまして、今後考えていきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑は。 

○副市長（長濱重光）  生活支援に関する御質

問もありましたけれども、御案内のとおり、令

和２年度は臨時交付金を使っていろんな生活支

援、子育て支援、それから弱者対策、経済対策、

いろんなことを取り組んでみました。臨時交付

金だけで５億3,300万円の予算でいろんな手だ

てを講じてきました。光通信まで入れますと７

億6,000万ぐらいになろうと思いますけれども、

これが２年度の事業であります。 

 したがいまして、いろんな事業をやってきた

中で１年間が過ぎようとしておりますけれども、

幸いに、国の第３次補正で１億6,000万余りの

臨時交付金の内示をいただいております。した

がいまして、当初予算に対しては、時期的なも

のがあって織り込めなかったのですけれども、

幸いにまた５月に臨時議会がありますので、そ

れに向けて補正等を、どういったその生活支援

を含めてするべきなのかどうかを含めて、いろ

んな角度からまた検討して、補正予算で対応さ

せていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○森 武一議員  すみません。今の御回答のと

ころで２点、まず事業所に関してなのですが、

年度末における資金繰りであったりとか、年度

末において大変窮する事業所が出てくるのでは

ないかということを危惧されているわけなので

すが、そこに関しての把握であったりとか対応

についてというものをお聞きしたつもりなので

すが、そこについてお答えいただければと思い

ます。 

 もう一点が、生活者のところですが、先ほど

臨時給付金で対応してきたということだったか

と思います。今回の第３波で、また１年間続い

てきたコロナ禍において、生活に困窮する方々

も出てきているというふうに報道等もあるわけ

なのですが、そこに関しての把握というものを

どのようにやったのかということをお伺いした

いと思います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  商工業者に

つきましては、先ほど申し上げましたとおり、

商工会のほうで業種を問わずヒアリングを行っ

ている中で、経営的に３月までの決算時期に厳

しいというようなところは、我々のほうにも報

告は受けておらず、そのようなところにつきま

しても確認いたしましたが、今のところ聞いて

いないところでございます。 

 なお、水産業につきましては、若干、状況の

中では垂水市漁協の部分が厳しいとは聞いてお

りますけれど、その分につきましては、経済対

策といたしまして、今、取り組んでいるところ

でございます。 

○副市長（長濱重光）  生活困窮者への実態把

握ということでありますけれども、第一義的に

は、社会福祉協議会のほうでもそのようなこと

を把握しながら、あそこもいろんな貸付け等や

っていらっしゃいますので、そういうところか

ら情報を頂いておりますけれども、今、御指摘
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がありましたように、それでは市役所として主

体的にどのような調査をして把握をしたかとい

うところは、少し薄いものがありますので、今

回１年過ぎましたので、その辺の実態把握に向

けて、今後どういう形で調査をし、把握をして

いくかということをまた進めていきたいという

ふうに思います。 

 また、その中で、議員の方々からもいろんな

ことの情報を頂いております。これは非常にあ

りがたい情報ですので、そういったことを踏ま

えて、また何かございましたら私どもにも情報

を頂けたらありがたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○持留良一議員  今回、取組によって飲食関係

者が救済されるということで、非常に安堵して

いるというか、機敏な対応も一方ではあったの

かなというふうに思って評価をしているところ

ですけども、１点は、県の事業の支援の関係で

拡充されましたよね。今回、県のほうが従来の

中身よりも。そして、なおかつ、５市に時短要

請がありましたけども、それ以外の市町村も対

応するということがあって、そこのところも拡

充をされたということですけども、１点目は、

この関係での部分で、きちっと両方とも給付が

対象になるのかどうなのかですね。このことは

大きいというふうに思います。 

 もう一つは、私なんかも飲食店から様々な声

を聞いて要請もしてきたのですけども、その中

で、市のほうからもヒアリングをしてほしかっ

たという声があったと思うのですよ。今、先ほ

ど担当課長は、商工会のほうがきちっと把握を

しているということがありましたけども、やは

り、私はこういう問題、今、コロナ禍の下で飲

食店の方が大変苦労されていると。そしておま

けに去年の発生した以降、キャンセルも大変出

てきたということで、どうしようかという状況

の中で、当然、市としても実態を把握していく、

様々な形でヒアリングも行っていくということ

もあってもおかしくはなかったというふうに思

うのです。確かに多忙な中で皆さんも大変厳し

かったと思いますけども、しかし、そこには業

者の方々を支援していくのだと、守っていくの

だという、そういう姿勢があれば、当然のごと

く、そういう形でどうですかと。声はありませ

んか、要望ありませんかということは、当然あ

ってしかるべきこれは取組だと。だから今こそ

このことが、大変重要な、私は市の姿勢として

問われていたのではないかなというふうに思う

のです。そういうところをきちっと受け止めて

いただいて、今後取組を当たっていただきたい

と思うのですが、その点が２点目と。 

 あと、３次補正がようやく示されましたけど

も、国のほうとしてもこの間、様々明らかにな

ってきている中身があると思うのですが、これ

は国民の様々な声の反映によって中身も変わっ

てきているかと思うのですけど、確定してやっ

てきているのだろうと。 

 先ほど、再度確認したいのですが、その額が

示されたということですが、もう一回確認、金

額的なところを確認したいと思います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  まず、県の

中小企業、個人事業者等への事業継続支援につ

きましては、対象事業者は飲食店、飲食店の直

接取引先でありますタクシー、運転代行、宿泊

業、旅行業、貸切バス、レンタカーとなってお

り、支援内容につきましては、12月から２月の

事業収入が50％以上70％未満減少している事業

者へ上限20万円、70％以上減少している事業者

へ上限30万円を支給するもので、先般、県が営

業時間短縮要請をしました５市並びにその他事

業所につきましては、70％以上減少している場

合において上限20万円の支給となっております。 

 なお、本議会に上程させていただいておりま
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す飲食業支援金につきましては、飲食業の経営

が特に厳しい状況でありますことから、重複受

給可能としており、本市の中小企業、個人事業

者等への事業継続支援につきましては、今後の

状況を踏まえながら対応していきたいというふ

うに考えております。 

 なお、ヒアリングにつきましては、商工会の

ほうがしておりましたことを、その都度情報共

有しておりましたが、そのようなことであれば、

我々一緒になってヒアリングするなり、取り組

んでいきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○財政課長（濵 久志）  第３次の地方創生臨

時交付金の額ですが、１億6,818万円が垂水市

の限度額として示されました。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  そういう形で謙虚に対応して

いただきたいと思います。そこに市の大変重要

な役割がありますし、そこに対する、市に対す

る信頼感があるかなと思います。 

 県の事業の関係で、私がちょっと気になるの

は、タクシー、運転代行、宿泊、旅行、貸切、

レンタカーとあるのですけども、その中で、飲

食関係で直接取引先、市内の中で取引先がある

と思うのです。資材を購入したりとか、当然そ

この先は、このコロナ禍の関係で販売が減ると

いうことがあるかと思うのですけども、その部

分については、今回対象というか、指定に入ら

なかったのかな。その点について。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  飲食業支援

金のその他の関係する業種ということなのです

けれど、今回につきましては、特に、やっぱり

飲食店ということで、その他に関連するところ、

うちで言いますとタクシー、観光業、バス業と

いうのが含まれますが、そこのところは先ほど

申し上げましたとおり、雇用調整助成金を活用

されておりますことから、そういった状況を踏

まえて対応するべきだというふうに考えており

まして、今回は飲食店だけというふうにしてい

るところでございます。 

○持留良一議員  最後に、県の中にはクリーニ

ングもあるのですよね。クリーニング業も。と

いうのは、さっき言ったとおり飲食関係で当然

着ているものもありますから、ラーメン屋さん

だったらしょうゆだとか、様々資材も購入しな

ければならない、当然、そこも影響受けるわけ

ですよね、店が。そういう状況になってくると。

そこの部分は、今回、市として、関係する直接

取引先ということで対象、救済ということはな

かったのかなという質疑です。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  今回は、食

品衛生法に基づく営業許可を持っておられると

ころだけに重点的にいたしましたので、その他

につきましては、今後また対策を練っていきた

いというふうに考えております。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○池山節夫議員  今のところを質問しようと思

っていたのですよ。飲食業、確かに大変で、だ

けどそこに納めている、いろいろあるのですよ。

テレビを見ていると、その材料を納めている、

例えばいろんな物、それとお手拭き、おしぼり

を納めている人ももう大変だと。その飲食業の

方、非常に大変なのだけど、そこに納めている、

例えば飲食業でも夜のところに納めていた焼酎、

日本酒、ビール、そういうものも本当に激減し

ているわけですよ。そして、飲食店だけに今、

補助を行っているのですけど、今、持留議員の

質問では、その２次的に納めているところには

この次という水産商工観光課長の話だったです

けど、我々は議会として、堀内議員以下６名で、

その納めている方々にも支援をしてくださいと

いうのを要望書を出しているわけですよ。 

 今回の補正には間に合わなかったと思います

けど、この次は、やっぱり少なくともその辺も
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ちゃんと商工会で聞き取りなり、行政のほうで

聞き取りなりをして、やっぱり相当減っている

わけだから、その辺に対しても、前年比売上げ

が、例えば納めていた焼酎、アルコール類が、

自分の売上げとして20％も30％も減ったという

ところもあるはずですから、その辺まで垂水市

の商工業者の皆さんを手厚く保護すると。そう

いうことをぜひ考えていただきたい。 

 それで、今、これ、水産商工観光課長なので

すけど、副市長でも、市長でもいいです。財源

的に大変でしょうけど、広がっていくから。だ

けど、その辺の思いを少なくとも、そういうこ

とを垂水市がまず先鞭をつけて、そこまで広げ

るということでやっていただければ、非常にあ

りがたいと思いますけど、市長、副市長、どち

らでもいいです。 

○市長（尾脇雅弥）  具体個別というよりは、

全体的な考え方ということでお話をしたいと思

います。 

 新型コロナに関しては２つ大きくあって、安

全対策をどうするかということと、それに関す

る経済対策。垂水市におきましては、新型コロ

ナ、昨年第１号が発生するまでは、比較的経済

のほうに関しても２回のプレミアム支援とか、

もろもろ順調に支援金を有効活用してできてい

たと思いますが、年末年始、クラスターが発生

して以降、やっぱり経済の落ち込みというのが

かなりございます。県も全体的にステージ３と

いうことで、４市に対してはそういった支援を

やりました。私も県の市長会の副会長として会

長に相談をして、即座に知事に言って、全県的

にやるべきだということ、あるいはハードルを

下げるということで、全体的なこととして要望

いたしました。 

 その中では、やっぱり県においては、財政的

な根拠というところがございましたので、国に

対してもしっかりとそのことを申し伝えて、ま

ず全体的にやるべきことをやって、当然、足元

に関しては、今朝の新聞やら、先ほどのやり取

りの中であるような対策も講じながらも、そこ

から波及するいろんな影響というのがあるのは

当然のことだというふうに思います。 

 時間軸の関係で、今議会の現段階において上

程できないこともございますが、当然の御指摘

だと思いますし、それぞれの議会会派の皆様か

らも、それぞれの要望が来ておりますから、二

元代表制の中で、市民の皆さんの代弁だという

ことをしっかり受け止めて、また、個別でもい

ろんな声も聞いておりますから、そこの部分を

しっかりと現状を把握して、先ほどありました

当面の見えている飲食店の皆さんの支援という

ことで、今日、新聞にもありましたけれども、

ただ、そこから波及するいろんな部分、一般の

方々の生活支援、しかしながら限られた財源で

ありますから、国からのそういったものをうま

く活用しながら、この新型コロナによってのマ

イナスの影響をしっかりと抑えて対処していく

と。そのための、またいろんな提案をさせてい

ただきたいと思いますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（篠原則）  これで質疑を終わります。 

 本案については、所管の各常任委員会に付託

いたします。 

   △議案第10号～議案第16号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第12、議案第10号か

ら日程第18、議案第16号までの議案７件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第10号 令和２年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第４号） 案 

議案第11号 令和２年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第12号 令和２年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第４号） 案 

議案第13号 令和２年度垂水市老人保健施設特
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別会計補正予算（第２号） 案 

議案第14号 令和２年度垂水市病院事業会計補

正予算（第５号） 案 

議案第15号 令和２年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第16号 令和２年度垂水市水道事業会計補

正予算（第２号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

○市民課長（篠原彰治）  議案第10号令和２年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）案について御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも954万7,000円を追加し、

歳入歳出予算額の総額を23億5,182万6,000円と

するものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、今後の医療

費の見込みによる保険給付費の補正、令和元年

度療養給付費等負担金等の確定に伴う国庫支出

金返還金の補正等でございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 初めに、歳出から御説明いたします。８ペー

ジをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費12節委託料につきま

しては、国保電算システム改修費の委託料でご

ざいます。 

 ２款１項１目一般被保険者療養給付費18節負

担金、補助及び交付金は、11月診療分までの医

療費の実績から、今後の所要額を勘案し、増額

するものでございます。 

 ３款国民健康保険事業費納付金は、歳入の補

正に伴い、財源組替を行うものでございます。 

 ５款２項特定健康審査等事業費は、特定健診

医事業務委託料及び未受診者対策事業費の手数

料を減額するものでございます。 

 ８款１項８目保険給付費等交付金償還金は、

令和元年度普通交付金の確定に伴う返還金と、

令和元年度特定健診負担金及び令和元年度国民

健康保険調整交付金の確定に伴う特別交付金の

返還金の補正でございます。 

 ９目その他償還金は、令和元年度療養給付費

等負担金の確定に伴う返還金の補正でございま

す。 

 これに対する歳入でありますが、６ページか

らにありますとおり、国民健康保険税、県支出

金、繰入金、諸収入などを充てておりますが、

国民健康保険税の収入増の見込み等に伴い、財

源不足が減少する見込みであるため、その他一

般会計繰入金としての法定外繰入金を減額補正

しております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、議案第11号令和２年度垂水市後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案に

ついて御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも59万2,000円を追加し、

歳入歳出予算額の総額を２億4,544万1,000円と

するものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、後期高齢者

医療広域連合納付金の年間納付額を見込んだ補

正等でございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 初めに、歳出から御説明いたします。７ペー

ジをお開きください。 

 １款１項後期高齢者医療広域連合納付金は、

保険基盤安定分担金の確定額を減額補正するも

のでございます。 

 ２款１項償還金及び還付加算金は、過誤納返

還金減額に伴う補正でございます。 

 ２款２項繰出金は、一般会計繰出金の額が確

定したことに伴う減額補正でございます。 

 これに対する歳入でありますが、６ページに

ありますとおり、手数料、一般会計繰入金、繰
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越金、償還金及び還付加算金の補正をもって充

てております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○保健課長（草野浩一）  議案第12号令和２年

度垂水市介護保険特別会計補正予算（第４号）

案について御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,337万

4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を23億

2,130万9,000円とするものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、要介護認定

等に係る事務費や地域支援事業費の決算を見込

み、不用額を整理するものでございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申

し上げます。８ページをお開きください。 

 １款総務費２項総務管理費１目一般管理費は、

介護保険納付書発送等に係る郵送料の不用分を

減額するものでございます。 

 同じく、２項要介護認定諸費１目認定調査等

費は、要介護認定に係る主治医意見書手数料及

び他市町村への依頼する要介護認定調査委託料

で、ともに依頼件数の減少により減額するもの

でございます。 

 次に、２款保険給付費１項サービス等諸費か

ら、９ページの６項高額医療合算介護サービス

等費までと、お開きいただき10ページの３款地

域支援事業費は、保険給付費の財源となる国庫

補助金の介護保険保険者努力支援交付金など、

一般財源分が増加したことや、地域支援事業費

の事業費減額に伴い、その減額分の財源を介護

給付費の一般財源に充て、介護給付費の特定財

源となる介護給付費準備基金繰入金を減額する

財源の組替えを行ったものでございます。 

 続きまして、３款地域支援事業費１項介護予

防・日常生活支援総合事業費１目介護予防・日

常生活支援サービス事業費は、利用者数が当初

より下回る見込みとなりましたことから減額す

るものでございます。 

 同じく、２項包括的支援事業費・任意事業費

８目地域ケア会議推進事業費は、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大に伴い、地域ケア会議

の一部が中止になったことにより、予定してい

た講師への謝金分を減額するものでございます。 

 続きまして、歳入につきまして御説明申し上

げます。戻りまして６ページをお開きください。 

 １款保険料１項介護保険料１目第１号被保険

者保険料は、過年度分保険料を今年度の見込み

で増額するものでございます。 

 次に、３款国庫支出金２項国庫補助金６目介

護保険保険者努力支援交付金は、交付額の決定

により予算計上するものでございます。 

 同じく、２目及び３目の地域支援事業交付金

と４款支払基金交付金から、７款繰入金１項一

般会計繰入金の３目地域支援事業交付金までは、

地域支援事業費の総事業費に対する算出基準に

基づきまして、それぞれ減額するものでござい

ます。 

 ７ページを御覧ください。 

 同じく、４目事務費繰入金は、事務費の減少

に伴い減額するものでございます。 

 ２項基金繰入金１目介護給付費準備基金繰入

金は、地域支援事業費の総事業費減額と介護保

険保険者努力支援交付金の交付に伴い、これら

を介護給付費の財源に一般財源として充てるこ

とから減額するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 引き続きまして、議案第13号令和２年度垂水

市老人保健施設特別会計補正予算（第２号）案

について御説明申し上げます。 

 初めに、令和３年第１回臨時会で御報告いた

しましたとおり、現在、通所サービスは休止し

ており、また、施設入所者もかなり減少してい

る状況でございます。また、現時点では、サー

ビスの再開時期が明確になっていないため、本
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年度の施設稼働状況は大きく低くなることが予

想され、正確に見込めることができない状況で

ございます。そのため、本補正予算案は、コス

モス苑の集団感染発生前に編成した補正予算案

となっていることから、施設の稼働状況が分か

る年度末に改めて補正予算を編成し、専決処分

で対応させていただくことになろうかと思いま

すので、御了承いただきたいと思います。 

 それでは、１ページをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ4,070万

8,000円を追加し、歳入歳出予算総額を６億

8,064万4,000円とするものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、不足が見込

まれる指定管理料及び交付金を増額するもので

ございます。 

 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申

し上げます。７ページをお開きください。 

 １款事業費１項１目老人保健施設事業費は、

委託料としての指定管理料と交付金を増額する

ものでございます。 

 次に、歳入につきまして御説明いたします。

６ページを御覧ください。 

 １款１項療養費収入１目施設療養費収入は、

本年度利用実績見込みにより減額するものでご

ざいます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目施設使

用料は、施設個室料の歳入見込みに伴い減額す

るものでございます。 

 ５款諸収入２項雑入１目実費弁償金は、日用

品費、食費、居住費等に係る利用者の実費負担

分について利用実績見込みにより減額するもの

でございます。 

 ６款繰入金は、事業収益の減収に伴う歳入財

源不足の補痾のため、一般会計から繰り入れる

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 引き続きまして、議案第14号令和２年度垂水

市病院事業会計補正予算（第５号）案について

御説明申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 今回の補正の理由でございますが、第２条に

おきまして病院事業収益及び病院事業費用の増

額補正、第３条におきまして、資本的収入の増

額補正をしようとするものでございます。 

 ２ページをお開きください。 

 実施計画でございますが、収益的収入及び支

出につきまして御説明申し上げます。 

 １款病院事業収益１項医業収益１目他会計負

担金及び２項医業外収益２目他会計負担金、７

目補助金でございますが、合計で１億1,066万

8,000円を増額し、併せて支出の１款病院事業

費用１項医業費用１目経費を政策的医療交付金

として１億5,853万8,000円増額するものでござ

います。 

 ３ページをお開きください。 

 資本的収入につきまして御説明申し上げます。 

 １款資本的収入３項補助金１目補助金を385

万円増額するものでございます。内容につきま

して御説明申し上げます。 

 ５ページをお開きください。 

 収益的収入の１款病院事業収益１項医業収益

１目他会計負担金と２項医業外収益２目他会計

負担金の一般会計負担金でございますが、令和

２年度の病院事業に係る交付税措置額確定に伴

い、当初予算において計上した額との差額を病

院事業収益に計上するものでございます。 

 同じく、７目補助金は、垂水中央病院におけ

る新型コロナウイルス感染拡大防止等支援事業

としてサージカルマスクやフェースシールド、

医療用防護ガウンなどの感染対策用品を購入す

るために、新型コロナウイルス感染症緊急包括

支援交付金として県からの補助金を計上するも

のでございます。 

 ６ページをお開きください。 

 支出につきまして御説明申し上げます。 
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 １款病院事業費用１項医業費用１目経費の備

消耗品費につきましては、垂水市病院事業会計

補正予算（第３号）において、先ほど申しまし

た県補助金を活用しての垂水中央病院における

感染対策用品を本市病院事業会計で購入し、指

定管理者側へ配布する予定としておりましたが、

指定管理者側が購入することで購入費実費相当

額を指定管理者側へ政策的医療交付金として後

に支出するほうが迅速な購入ができると同時に、

感染対策が早急に行えるため、備消耗品費から

政策的医療交付金へ予算組替えを行ったもので

ございます。 

 次に、政策的医療交付金でございますが、先

ほど収入で申し上げましたとおり、令和２年度

の病院事業に係る交付税措置額確定分と、新型

コロナウイルス感染対策に要する経費相当分を

指定管理者側への政策的医療交付金として交付

するために増額するものでございます。 

 ７ページを御覧ください。 

 資本的収入についてでございますが、１款資

本的収入３項補助金１目県補助金は、本市で整

備しましたＰＣＲ検査装置に対する県の補助金

交付決定により予算計上するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水道課長（森永公洋）  議案第15号令和２年

度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）案について御説明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、不用額の整理を行うものでございます。 

 １ページを御覧ください。 

 今回の補正額は、歳入歳出それぞれ73万

1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を3,744

万9,000円とするものでございます。 

 それでは、歳出から事項別明細書により御説

明申し上げます。７ページをお開きください。 

 １款総務費１項１目一般管理費の14節工事請

負費につきましては、配水支管切替工事を行う

必要がなかったため、減額補正するものでござ

います。17節備品購入費につきましては、予備

としての計量器購入が必要なくなったため減額

補正するものでございます。26節公課費につき

ましては、消費税納税額が確定申告により不用

となったものでございます。 

 次に、歳入でございますが、６ページを御覧

ください。 

 ２款繰入金１項１目一般会計繰入金の１節一

般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を歳出

の減額に伴い減額補正いたしまして収支の均衡

を図っております。 

 引き続きまして、議案第16号令和２年度垂水

市水道事業会計補正予算（第２号）案について

御説明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、予算の整理を行うものでございます。 

 それでは、詳細につきまして参考資料により

御説明いたします。６ページをお開きください。 

 まず、収益的支出から御説明いたします。 

 １款水道事業費用１項営業費用２目配水及び

給水費の節の手当から、３目総係費の手当まで

は、人事異動に伴う人件費を整理するものでご

ざいます。 

 ４目減価償却費と５目資産減耗費については、

減価償却費に不足が見込まれるために組替えを

行ったところでございます。 

 ７ページをお開きください。 

 次に、資本的収入ですが、１款資本的収入３

項１目国庫補助金は、内示額が当初見込んだ額

より減ったために減額補正するものでございま

す。 

 １ページにお戻りください。 

 したがいまして、第２条は、令和２年度垂水

市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出

の営業費用を45万2,000円減額し、２億176万

2,000円とするものでございます。 

 第３条の資本的収入の国庫補助金を1,050万
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円減額し、550万円とするものでございます。 

 ２ページの第４条は、予算第８条に定めた議

会の議決を経なければ流用できない経費の職員

給与費を45万2,000円減額し、4,199万2,000円

とするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○市民課長（篠原彰治）  先ほど、議案第11号

の中で説明させていただいた分の中で訂正がご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

 私のほうで歳入歳出とも59万2,000円を追加

しということで御説明いたしましたが、ここは

減額の間違いでございました。大変申し訳あり

ませんでした。よろしくお願いいたします。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○森 武一議員  議案第13号についてお伺いし

たいのですが、コスモス苑の関係で専決処分を

されるということなのですが、見込みとして一

般会計の負担額であったりとか、負担が増える

であったりとかという見通しというものは少し

あるのでしょうか。 

○保健課長（草野浩一）  一般会計の分も少し

出てくるかと思いますので、そこはまた関係課

と協議をしながらしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 ただいまの議案第10号から議案第16号までの

議案７件については、いずれも所管の各常任委

員会にそれぞれ付託いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 次は、午後１時15分から再開いたします。 

     午後０時７分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △議案第17号～議案第27号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第19、議案第17号か

ら日程第29、議案第27号までの議案11件を一括

議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第17号 令和３年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第18号 令和３年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第19号 令和３年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第20号 令和３年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第21号 令和３年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第22号 令和３年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第23号 令和３年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第24号 令和３年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第25号 令和３年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第26号 令和３年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第27号 令和３年度垂水市水道事業会計予

算 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  それでは、令和３年度施

政方針を述べさせていただきます。 

 去る２月12日に、議会運営委員会が開催され、
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令和３年第１回垂水市議会定例会が、２月19日

から３月19日までの29日間の会期予定で、開催

されることとなりました。 

 今回の議会に、上程を予定しております付議

案件は、条例案５件、補正予算案８件、当初予

算案11件、その他議案２件の計26件でございま

す。 

 上程を予定をしております議案等の一覧につ

きましては、配付しております令和３年度垂水

市施政方針基礎資料の２ページに掲載しており

ますので、お目通しをいただきたいと思います。 

 それでは、私から令和３年度当初予算案にお

ける予算編成の考え方や主要施策等について、

述べさせていただきます。 

 初めに、令和３年度の予算案についての概要

を申し上げます。配付資料を御覧ください。 

 ６ページで予算編成の考え方を、８ページか

ら主要施策等を掲載しております。 

 まず、国の動きをお話させていただきますと、

日本経済の先行きについては新型コロナウイル

ス感染症の影響により、日本経済のみならず世

界経済も大きく変動し、先行きが見通せない状

況であるものの、課題を克服した後の新しい未

来における経済社会の姿の基本的方向性として、

新たな日常を通じた質の高い経済社会を目指す

こととしております。 

 令和２年12月８日に閣議決定されました総合

経済対策において、国民の命と暮らしを守るた

め、予算、規制、税制さらには財政投融資を含

むあらゆる政策手段を総動員した力強い経済対

策を講じることで、来年度中にはコロナ禍前の

経済水準に回帰させ、民需主導の成長軌道に戻

していくとされているところでございます。 

 そのような中、令和３年度の地方財政対策で

は、新型コロナウイルス感染症の影響により地

方税等の大幅な減収となる中で、地方交付税総

額は令和２年度を上回る17兆4,000億円、前年

比プラス0.9兆円が確保されたところでござい

ますが、さらなる地方の財源不足については、

臨時財政対策債で補痾される見通しでございま

す。 

 以上のような国の予算の状況を踏まえ、新年

度の予算案は各事業の成果に重点を置いて、予

算の質を高めることで財政運営の健全化を図り

つつ、子育て支援や高齢者対策、市民の安心安

全に係るインフラ整備、現庁舎等の耐震診断に

関連する事業費を優先して、本市の令和３年度

の予算を編成いたしました。 

 その結果、総予算規模は、一般会計と特別会

計を合わせて合計で173億6,032万円で、会計別

に申し上げますと、一般会計109億200万円で、

特別会計で主なものは国民健康保険特別会計23

億8,177万円、介護保険特別会計22億5,559万円、

老人保健施設特別会計６億4,336万円となって

おります。 

 そのほか、事業会計等は記載のとおりでござ

います。 

 続きまして、資料の８ページをお開きくださ

い。 

 令和３年度の主要施策について、私の３つの

公約並びに第５次垂水市総合計画に沿って掲載

しております。その中から、新たな事業を中心

に紹介させていただきます。 

 １つ目、元気な垂水づくり安心への挑戦では、

第５次垂水市総合計画に掲げるまちづくりの目

標、安心して生き生きと暮らせるまちと、豊か

な自然の恵みを次世代に受け継ぐまち形成への

取組として、58主要事業がございます。 

 まず、感染症予防関連事業でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策につきまして

は、今後、ワクチン接種の取組が必要なことか

ら、２月８日付で新型コロナワクチン接種対策

係を創設し、体制整備を行った上で、対策予算

は去る２月10日の臨時議会で可決していただき

ました。 

 令和３年度にワクチン接種が円滑に開始でき
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るよう、全力で準備に着手してまいります。 

 予防接種事業においては、将来を担う子供た

ちが健やかに、安全で、安心して暮らせるよう、

令和３年度からの新規事業といたしまして、お

たふく風邪予防接種の費用の一部を助成するこ

とといたしました。 

 対象者は、国が予防接種を推奨する１歳から

２歳未満の幼児と、５歳以上７歳未満で小学校

就学前の方を対象とし、接種費用が高額のため

接種しやすい環境を整え、子育て世代の負担軽

減を図ってまいります。 

 そのほか、子供のインフルエンザ任意予防接

種費用助成の対象者を19歳以下にまで拡大いた

します。 

 続きまして、たるみず元気プロジェクト事業

でございます。 

 全国平均を上回る速度で高齢化率が40％を超

え、高齢化が進行する本市において、鹿児島大

学病院の心臓血管・高血圧内科学が専門の大石

充教授と連携し、平成29年度にたるみず元気プ

ロジェクトを立ち上げ、平成29年度から約20年

間の長期にわたって、健康チェック事業を実施

することとしております。 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感

染拡大の影響で、残念ながら中止せざるを得ま

せんでしたが、令和３年度は感染防止対策をし

っかりと図った上で、事業再開に向けた取組を

進めてまいりたいと考えております。 

 この新型コロナウイルスで、外出自粛などに

より、全世界的に身体活動量が低下していると

言われ、特に、日本では高齢者において約30％

も身体活動量が低下しており、その中で、自身

の体力の衰えを感じている人は約４割、脳の衰

えを感じている人は約３割を占めています。 

 身体活動の低下は、死亡に及ぼす危険因子と

も言われておりますことから、この健康チェッ

ク事業で得られた市民の健康状態等をしっかり

と分析し、より効果的な介入をすることで、健

康増進、介護予防を推し進め、健康長寿の延伸

を図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、垂水市振興会美化活動補助金で

ございます。 

 振興会の自主的な活動として行われている、

市道及び農道の清掃作業に従事された際、作業

中の水分補給等に対する補助金として、垂水市

振興会美化活動補助金を創設いたします。 

 そのほかの事業といたしましては、10ページ

からになりますが、昨年、鹿児島県から庁舎に

対する耐震診断を行い、その結果を報告するよ

う命令書が出されましたことから、まずは、本

庁舎並びに消防本部庁舎の耐震診断に早急に着

手いたしたいと考えております。 

 また、消防団装備品の更新をはじめ、災害避

難時のプライバシー保護や新型コロナウイルス

感染症の対策として、ワンタッチパーティショ

ンや床上マットなどの防災備品を備蓄するため、

市民館敷地内に新たに防災倉庫を設置いたしま

す。 

 11ページになりますが、インフラ整備につき

ましては、錦江町内市道垂水９号線の冠水軽減

も兼ねた道路改修工事をはじめ、引き続き道路、

橋梁の点検を行い、長寿命化に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 ２つ目、元気な垂水づくり経済への挑戦では、

第５次垂水市総合計画に掲げるまちづくりの目

標、地域資源を生かしたにぎわいのあるまちへ

の取組といたしまして、25の主要事業がござい

ます。 

 まず、垂水特産品販路拡大支援事業は、これ

まで実施して得られた実績の分析、検証を基に、

首都圏の大手企業とのタイアップ企画として、

社員食堂でのメニュー提供並びに特産品の販売

等を実施するものでございます。 

 社員食堂へ食材を供給することにより、食材

の良さ、新鮮さをＰＲし、新規取引機会の創出

並びに安定した継続な取引につながるよう取り
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組み、また新型コロナウイルス終息後、状況を

踏まえ、お中元、お歳暮のギフトシーズンに、

垂水市内両漁協を含めた垂水市内の事業所によ

る、特産品の販売並びにオリジナルメニュー提

供による実食体験を実施するなど、より効果的

な特産品の販売促進、販路拡大に努めてまいり

たいと考えております。 

 未来農業の創設については、少子高齢化に伴

う人口減少により担い手が年々減少して、将来

的な荒廃農地化や農業の衰退などが問題となっ

ており、このような諸問題を解決していくため、

本年度、垂水市農業創生未来会議を設置し、市

民の皆様の意見を反映した農業施策について、

協議を行ってまいりました。 

 その意見を反映し、令和３年度は次世代を担

う農業者の育成に向けた新たな取組として、就

農に必要な知識や技術習得のため、受け入れる

農業者や農業法人を対象に、研修費用を一部助

成する就農前研修受入事業を創設いたします。 

 さらに、就農後も継続して支援する仕組みと

して、指導農業士の巡回による技術指導等を行

う、指導農業士現地派遣事業を創設いたします。 

 また、全ての農産物を対象に自然災害や価格

低下等、様々なリスクに対し、収入減少を補痾

する国の収入保険制度への加入促進のため、収

入保険制度支援対策事業にも新たに取り組みま

す。 

 機構集積支援事業は、昨年12月に設立されま

した担い手への農地集積と農業生産性の向上を

目的とした、宮前地区農地集積協議会による農

地集積を支援する事業でございます。 

 宮前地区約17.5ヘクタールの水田を鹿児島県

農地中間管理機構等と連携し、圃場整備の実現

に向けた検討を引き続き行い、担い手の農業生

産性の向上に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 そのほか、桜島・錦江湾ジオパーク推進協議

会負担金については、鹿児島市、姶良市、垂水

市の３市の連携により、地球活動を伝える貴重

な地形や地質を保存・活用し、教育、観光、地

域振興に役立つ自然公園として活用するもので

ございます。 

 平成25年に鹿児島市が単独で、桜島・錦江湾

ジオパークとして日本認定され、平成30年に垂

水市及び姶良市へのエリア拡大、平成31年にエ

リア拡大の日本認定に申請し、保留となってお

りましたが、令和３年２月５日に垂水市及び姶

良市のエリア拡大が認定となったところでござ

います。 

 今後も、鹿児島市、姶良市、垂水市の３市が

連携することにより、さらなる桜島・錦江湾ジ

オパークの普及活動に取り組んでまいります。 

 ３つ目、元気な垂水づくり未来への挑戦では、

第５次垂水市総合計画に掲げるまちづくりの目

標、次世代の担い手を育成・支援するまちへの

取組といたしまして、44の主要事業がございま

す。 

 その中の主な取組として、まず市税等の支払

い環境の整備でございます。 

 これまで、本市における市税等は、市役所ま

たは金融機関窓口での納付書払い、もしくは口

座振替払いに限られておりましたが、市民の皆

様の利便性の向上を図るため、令和３年度から

コンビニエンスストアでの納付に加えて、ス

マートフォンアプリ等を利用したキャッシュレ

ス決済も利用できるよう、支払い環境を整備し

てまいります。 

 全国のコンビニエンスストアでの納付が可能

となるほか、ＰａｙＰａｙ等のキャッシュレス

決済も利用することで、自宅に居ながら納付で

きる環境が整うということになります。 

 インターネット学習環境整備につきましては、

令和２年度から進めてまいりました学校内の高

速大容量の通信ネットワークの整備が、３月末

をもって完成いたしますことから、令和３年度

は、ＧＩＧＡスクール構想の基盤を活用した本
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格的な授業が実施されることとなります。 

 令和２年度末に整備される、１人１台のタブ

レット端末等を教科指導等において、積極的、

効果的に利活用することにより、主体的、対話

的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うと

ともに、垂水の子供たちの学力や生きる力の基

盤となる情報活用能力の育成を図ってまいりま

す。 

 あわせて、家庭用学習につきましては、イン

ターネット環境のない家庭に対し、必要に応じ

て市で用意したモバイルＷｉ癩Ｆｉルーターの

貸出しを行い、タブレット端末等を利活用した

家庭学習の充実を図るほか、万が一、臨時休業

となっても、オンライン学習等が実現できるな

ど、格差のない教育環境の整備に取り組んでま

いります。 

 さらに、個別最適化された学習を実現するＡ

Ｉドリルの導入と活用、学習面だけでなく生活

面まで広げた活用、ウェブ会議システムによる

遠隔授業等の積極的活用により、学校の壁を超

えた交流の促進など、垂水らしい取組を推進し

てまいりたいと考えております。 

 次に、学校給食調理・配送業務委託事業でご

ざいます。 

 学校給食センターにつきましては、これまで

の質の高い給食を維持するための技能と同時に、

それを担う人材の確保と育成、意欲を持って仕

事に臨める、よりよい職場環境を整えるために、

令和３年８月１日から調理業務と配送業務を民

間委託したいと考えております。 

 それ以外の献立、栄養管理等の業務や給食セ

ンターの運営につきましては、これまでと変わ

らない直営方式を維持することによって、子供

たちの心身の健やかな成長のために、これまで

と同様、安全、安心でおいしい学校給食の提供

と、さらなる食育の充実に努めてまいります。 

 続きまして、子育て支援関連事業でございま

す。 

 子育て支援につきましては、仕事と子育ての

両立と、子育て世代の経済的な負担軽減とサー

ビスの充実を重点施策とし、引き続き子育てし

やすいまちづくりの実現に向けて取り組んでま

いります。 

 その１つとして、令和３年度は新たに牛根児

童クラブを開設し、牛根地区の子育て環境の整

備に取り組んでまいります。 

 加えて、乳児用品等購入助成事業につきまし

ては、これまで乳幼児用品等の購入助成金月額

3,000円を6,000円に拡充し、子育て世代のさら

なる経済的負担軽減を図るとともに、子育てア

ンケートにおいて要望のあった、病児・病後児

保育事業の早期実現に向けて準備を進めてまい

ります。 

 また、令和２年10月に開設いたしました、母

子保健型垂水市子育て世代包括支援センターに

おいて、保健師等が専門的な見地から助言、保

健指導を行い、一人一人に寄り添った支援体制

を整えてまいりたいと考えております。 

 これらの事業、制度を十分に活用していただ

けるよう広報に努めながら、保健、福祉が連携

し、妊娠期から子育て期にわたるまで、切れ目

のない支援ができるよう、体制整備を行ってま

いりたいと考えております。 

 最後に、スポーツの振興として、昨年、開催

予定でありました第75回国民体育大会「燃ゆる

感動かごしま国体」が、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため延期となり、令和５年に特

別国民体育大会として、開催されることになり

ました。 

 令和３年度は全国小学生フェンシング選手権

大会をはじめ、様々な大会の開催やイベント等

での広報活動を実施し、国体開催に向けてさら

なる機運の醸成に努めてまいります。 

 以上、令和３年度の主要施策となります。 

 結びに、令和２年度は、新型コロナウイルス

感染症について十分に解明されず、その予防策
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として、多くの事業やイベントが中止とならざ

るを得ませんでした。 

 現在は、ワクチン接種の準備が進められ、感

染を防ぐための行動、注意すべき点も示されて

おりますことから、令和３年度は十分な感染防

止対策を講じながら、できるだけ多くの事業、

イベントを実施できるようしっかりと取り組ん

でまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ただいま、令和３年度の

施政方針並びに各会計予算案について説明があ

りました。 

 これに対する総括質疑及び一般質問のための

本会議を、３月３日及び４日の午前９時30分か

ら開きます。 

 質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、２月24日の正午までに質疑及び質問

事項を具体的に文書で議会事務局へ提出をお願

いいたします。 

 なお、２月10日に申合せがございましたとお

り、当日の質疑及び質問時間は、答弁時間を含

めて30分以内といたします。また、質問回数に

ついては無制限といたします。また、いずれも

初回の発言時間を10分以内に制限しますので御

協力をお願いいたします。 

   △鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会

議員の選挙について 

○議長（篠原則）  日程第30、鹿児島県後期

高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

 鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、

県内の市町村の長及び議員のうちから、市長区

分６名、市議会議員区分６名、町村長区分４名、

町村議会議員区分４名から構成されております。 

 現在の広域連合議会議員のうち、市議会議員

から選出する議員について、１人の欠員が生じ

ているため、広域連合規約第９条第３項及び広

域連合議会の議員の選挙に関する規則の規定に

基づき、選挙の告示を行い候補者の届出を締め

切ったところ、市議会議員から選出すべき人数

を超える２人の候補者がありましたので、広域

連合規約第８条第２項の規定により選挙を行い

ます。 

 この選挙は、同条第４項の規定により、全て

の市議会の選挙における得票総数の多い順に当

選人を決定することになりますので、会議規則

第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、

当選人の報告及び当選人の告示は行えません。 

 そこで、お諮りいたします。 

 選挙結果の報告については、会議規則第32条

の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の

得票数までを報告することとしたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、選挙結果の報告については、会議規

則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち

候補者の得票数までを報告することに決定しま

した。 

 選挙は、投票で行います。 

 議場の出入口を閉めます。 

   ［議場閉鎖］ 

○議長（篠原則）  ただいまの出席議員は、

12名でございます。 

 次に、立会人を指名いたします。 

 会議規則第31条の規定によって、立会人に北

方貞明議員、池山節夫議員及び德留邦治議員の

３名を指名いたします。 

 候補者名簿を配ります。 

   ［候補者名簿配付］ 

○議長（篠原則）  候補者名簿の配付漏れは

ありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  配付漏れなしと認めます。 

 投票用紙を配ります。 

 念のため申し上げます。 
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 投票は、単記無記名であります。 

   ［投票用紙配付］ 

○議長（篠原則）  投票用紙の配付漏れはあ

りませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

   ［投票箱点検］ 

○議長（篠原則）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 投票は、１番議員から順番に投票をお願いい

たします。 

 それでは、順次投票をお願いいたします。 

   ［１番議員から順次投票］ 

   １番  新 原   勇 議員 

   ２番  森   武 一 議員 

   ３番  前 田   隆 議員 

   ４番  池 田 みすず 議員 

   ５番  梅 木   勇 議員 

   ６番  堀 内 貴 志 議員 

   ８番  感王寺 耕 造 議員 

   ９番  持 留 良 一 議員 

   10番  北 方 貞 明 議員 

   11番  池 山 節 夫 議員 

   12番  德 留 邦 治 議員 

   13番  篠 原  則 議員 

○議長（篠原則）  投票漏れはありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 開票を行います。 

 立会人の北方貞明議員、池山節夫議員及び德

留邦治議員は、開票の立合いをお願いいたしま

す。 

   ［開票］ 

○議長（篠原則）  選挙の結果を報告いたし

ます。 

 投票総数 12票 

 そのうち 

  有効投票 12票 

  無効投票 ０票 

 有効投票のうち 

  森山良和君 ７票 

  大園たつや君 ５票 

 以上のとおりであります。 

 議場の出入口を開きます。 

   ［議場開鎖］ 

○議長（篠原則）  本日の日程は、以上で全

部終了しました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明日20日から３月２日ま

では、議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、３月３日及び４日に開きます。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後１時48分散会 
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令和３年３月３日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第９号～議案第16号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第１、議案第９号か

ら日程第８、議案第16号までの議案８件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第９号 令和２年度垂水市一般会計補正予

算（第14号） 案 

議案第10号 令和２年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第４号） 案 

議案第11号 令和２年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第12号 令和２年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第４号） 案 

議案第13号 令和２年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第14号 令和２年度垂水市病院事業会計補

正予算（第５号） 案 

議案第15号 令和２年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第２号） 案 

議案第16号 令和２年度垂水市水道事業会計補

正予算（第２号） 案 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで、各常任委員長の

審査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長、梅木勇議員。 

   ［産業厚生委員長梅木 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（梅木 勇）  おはようござ

います。去る２月19日の本会議において、産業

厚生常任委員会付託となりました各案件につい

て、２月25日に委員会を開き、審査いたしまし

たので、その結果を報告いたします。 

 最初に、議案第９号令和２年度垂水市一般会

計補正予算（第14号）案中の水産商工観光課の

所管費目について説明があり、道の駅関連事業

費のうち、道の駅たるみずはまびらの施設整備

については、当初の建設計画で十分検討がなさ

れたはずであるが、次々追加整備の要望が上が

ってくる。このことについて今後の方向性はと

の質問に対し、オープン後、使用していく中で

判明したこともあり、利用者の安全性、利便性

を確保する観点からも整備の必要が生じること

もあり、御理解いただきたいとの答弁がありま

した。 

 次に、福祉課の所管費目については、たるた

るおでかけチケット交付助成費についての関連

質問があり、自家用車を使うため、おでかけチ

ケットをもらわなかったことを理由に挙げる人

もいたことから、ガソリン券の発行等はできな

いかとの質問に、今年度からの新規事業であり、

検証を行った上で今後アンケート調査を行うな

どして、さらによりよいものにしていきたいと

の答弁がありました。 

 次に、保健課の所管費目については、コスモ

ス苑でのクラスター発生関連で、発生原因と検

証に基づき今後どうしていくのかとの質問があ

り、原因については現在調査中であるが、無症

状の人への対応が課題となっている。今後は国

からも定期的なＰＣＲ検査の実施を求める通知

もあり、医師でもある施設長とも調整を行って

いきたいとの答弁がありました。 

 次に、生活環境課の所管費目については、清

掃センター解体工事の進捗状況等について質問

があり、現在、上部の撤去が終わり、基礎のく

いを抜く作業を行っている。次年度から本体部

分の解体と跡地利用を含めて検討していきたい

との答弁がありました。 
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 次に、農林課の所管費目については、特段質

疑はなく、その他で県果樹試験場跡地利用につ

いて、若手農家が規模拡大を図るため、当該圃

場利用について県へ陳情を行うので、市に対し

て側面からの支援要望がありました。 

 次に、土木課の所管費目については、道路橋

梁費のうち、当初４橋の整備予定が２橋の整備

に終わった理由について質問があり、国の指導

で早期に補修を要する２橋のみ補助割当てがあ

り、２橋についてはできなかった。今後は損傷

の大きい橋の補修を令和５年度までに終え、そ

の後、傷みの少ない橋梁補修を行う計画である

との答弁がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第12号令和２年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第４号）案及び議案第13号

令和２年度垂水市老人保健施設特別会計補正予

算（第２号）案については、特段質疑はなく、

採決の結果、いずれも原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第14号令和２年度垂水市病院事業

会計補正予算（第５号）案について説明があり、

特段質疑はありませんでしたが、その他でＰＣ

Ｒ検査機器の追加購入の理由はとの質問があり、

１台目は検査員の感染リスクが低く、かつ検査

時間の短いものを購入したが、試薬が入手でき

ない事態が生じた。この問題をクリアするのが

今回購入予定の機器であるとの答弁がありまし

た。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第15号令和２年度垂水市簡易水道

事業特別会計補正予算（第２号）案及び議案第

16号令和２年度垂水市水道事業会計補正予算

（第２号）案については、特段質疑はなく、採

決の結果、いずれも原案のとおり可決されまし

た。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、総務文教委員長、

川畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る２月19日

の本会議において、総務文教常任委員会付託と

なりました各案件について、２月26日に委員会

を開き、審査いたしましたので、その結果を報

告いたします。 

 まず、議案第９号令和２年度垂水市一般会計

補正予算（第14号）案について申し上げます。 

 総務課の所管費目では、パソコン用ディスプ

レイ購入に係る指名競争入札について、市内業

者が落札できなかったことをどう考えるかとの

質問に対し、物品入札の指名は、建設業と異な

りランク分けがないため規模による違いはある

と思われるが、そこは各業者の経営努力や営業

努力によって落札していただきたいとの回答が

ありました。 

 次に、企画政策課の所管費目では、広報誌や

廃止路線代替バス等について質疑があったほか、

ふるさと納税の経費について、他自治体との違

いや差についてどのような関係にあるのかとの

質問に対し、国から示される一定のルールに基

づき取り組む中で、自治体間で創意工夫が出て

くる。本市も常に調査・研究を続け、より効果

的な方法を試行錯誤しているとの回答がありま

した。 

 次に、財政課の所管費目では、ＰＣＢを使用

している蛍光灯の安定器撤去について、１回限

りなのか、専門家による検査等が行われたのか

との質問に対し、１回限りであり、昭和52年度

までに建設された公共施設は、市内の電機事業

者により全て調査済みであるとの回答がありま

した。 

 次に、市民課の所管費目では、振興会長事務

委託料の減額理由はとの質問に対し、当初予算

を6,500戸で計上していたが、平均6,174戸と少
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なくなる見込みであるためであるとの回答があ

りました。 

 次に、消防本部での所管費目では、特段質疑

はありませんでした。 

 次に、教育総務課の所管費目では、コロナ禍

により中止となった各種会合に対し、リモート

等の対応や研修等のフォローはできたのかとの

質問があり、主に書面決議で対応がなされ、研

修等については送付されてきた会議資料を各委

員、職員で確認していたとの回答がありました。 

 次に、学校教育課の所管費目では、今後の青

少年海外派遣事業について質疑があり、以前の

訪問校からオンラインによる会議や交流の提案

があったところであるが、今後は鹿児島から直

行便があり、安心安全を担保できる国を検討し

ながら、当事業を継続していきたいとの回答が

ありました。 

 次に、社会教育課の所管費目では、体育施設

費の光熱水費の減額理由はとの質問に対し、新

型コロナの影響により、文化会館や体育館の利

用がなかったことから大幅に減額することとな

ったとの回答がありました。 

 次に、税務課の所管費目の地方債・歳入全款

の審査では、法人市民税の積算の根拠はとの質

問に対し、法人が経営的に安定し、決算時期に

よい結果が出ると調定は上がると思うが、予算

としては現在の推移から積算しているとの回答

がありました。 

 財政課の所管費目の地方債・歳入全款の審査

では、地方交付税が１億7,000万円増えた要因

はとの質問に対し、令和２年度の算定基礎の中

に新たに地域社会再生事業費が算定されている

ためであるとの回答がありました。 

 全ての所管費目について審査を終え、本案の

採決を行ったところ、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第10号令和２年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）案について申

し上げます。 

 審査の過程において、特定健診について質疑

があり、新型コロナの影響で受診者の落ち込み

を懸念していたが、医療機関の先生方による患

者への声かけ等により前年比98％の受診率であ

ったとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 最後に、議案第11号令和２年度垂水市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）案につい

て申し上げます。 

 審査の過程において、保険料の滞納状況はと

の質問に対し、令和３年１月末現在の収納率は

現年度分77.23％、過年度分96.66％であるとの

回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（篠原則）  これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第９号から議案第16

号までの議案８件を各委員長の報告のとおり決

することに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号から議案第16号までの議

案８件については、各委員長の報告のとおり決

定しました。 

   △議案第28号上程 

○議長（篠原則）  日程第９、議案第28号垂
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水市国民健康保険条例の一部を改正する条例案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○市民課長（篠原彰治）  おはようございます。

議案第28号垂水市国民健康保険条例の一部を改

正する条例案について御説明申し上げます。 

 令和３年２月３日に新型インフルエンザ等対

策特別措置法等の一部を改正する法律が公布さ

れたことに伴い、本市においても新型コロナウ

イルス感染症の定義部分に関して、垂水市国民

健康保険条例の一部を改正しようとするもので

ございます。 

 それでは、改正の内容を新旧対照表で御説明

申し上げます。 

 附則第３条第１項中、新型インフルエンザ等

対策特別措置法（平成24年法律第31号）附則第

１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス

感染症（以下「新型コロナウイルス感染症」と

いう。）を、新型コロナウイルス感染症（病原

体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保

健機関に対して、人に伝染する能力を有するこ

とが新たに報告されたものに限る。）である感

染症をいう。以下同じ。）に改めるものでござ

います。 

 これは、新型コロナウイルスの定義を条例附

則第３条第１項において、新型インフルエンザ

等対策特別措置法附則第１条の２第１項に規定

する新型コロナウイルス感染症と規定していた

ところですが、今回の法律改正により新型イン

フルエンザ等対策特別措置法の附則が削除され

ることから、新型コロナウイルス感染症の定義

部分に関して改正するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、総務文教委員会に付託いた

します。 

   △議案第29号上程 

○議長（篠原則）  日程第10、議案第29号令

和２年度垂水市一般会計補正予算（第15号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（濵 久志）  おはようございます。

議案第29号令和２年度垂水市一般会計補正予算

（第15号）案について御説明申し上げます。 

 今回の補正は、補正予算第13号で予算化いた

しました新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業につきまして、国庫補助上限額の追加

がございましたので、必要な経費の増額補正、

また、学校保健特別対策事業につきましても、

国の第３次補正予算に係るものとして追加がご

ざいましたので、必要な経費を増額補正するも

のでございます。 

 今回、歳入歳出とも2,925万円を増額します

ので、これによる補正後の歳入歳出予算総額は

147億7,491万7,000円になります。補正の款項

の区分及び区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、２ページからの第１表、歳

入歳出予算補正に掲げてあるとおりでございま

す。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費の追加でございますが、４

款衛生費１項保健衛生費の新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業は、65歳以上の高齢

者へのワクチン接種開始が令和３年４月以降と

なることから、令和３年度に執行する費用につ

きまして繰越しを行うものでございます。 

 10款教育費２項小学校費及び３項中学校費の

学校保健特別対策事業は、国の第３次補正予算

に係るもので、年度内の完了が見込めないこと

から本補正予算に計上し、繰越しを行うもので
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ございます。 

 次に、歳出の事項別明細について御説明いた

します。 

 ８ページをお開きください。 

 ４款衛生費１項保健衛生費３目予防費の報酬

から備品購入費は、新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制の確保及び接種事業に要する経費の

追加でございます。 

 10款教育費２項小学校費及び３項中学校費は、

学校保健特別対策事業に係るもので、小・中学

校の感染症対策備品やデジタル教科書等の購入

に要する経費でございます。 

 これらに対する歳入は、前に戻っていただき

まして、５ページの事項別明細書の総括表及び

７ページからの歳入明細にお示ししてあります

ように、国庫支出金を充てて収支の均衡を図る

ものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  昨日来て見たのでしたけども、

一つは、この予備費、歳出の衛生費に関する予

備費なのですけども、この積算の根拠ともう一

つは、また今後状況に応じて不足が生じた場合、

追加的な対応と、そういう予算等も国は全面的

にこの予防関係には財政的な支援を行うと言っ

てきたわけですけども、当然この2,165万につ

いては積算の根拠があるだろうし、また今後

様々な形で不足額が生じると思うのですが、そ

の２点と。 

 あと先ほど学校教育関係でデジタルの問題が

出てきたと思うのですが、これはどういった形

でこの、特に新型コロナ対策との関係で理由が

明確になるのか、その点についてお聞かせくだ

さい。 

○保健課長（草野浩一）  予防費のことですが、

今回第３次補正予算で国のほうから新たに追加

分の内示というか見込額が示された関係で、こ

の額を上程しておりますが、国のほうで積算し

ておりますので、一応この形で運営ができると

いう積算のもとでしております。 

 今後については、国の動向に基づいていかな

いと分からない部分がございますので、もし新

たに費用が発生する場合は国のほうから、何ら

かの形で金額が示されるかと思います。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（今井 誠）  デジタル教科書

の件でございますが、国から示された学校教育

活動継続支援事業の中に、その項目がうたわれ

ております。そして、各学校に今後要望をとい

う最終決定に当たっても学校に要望を出すので、

学校からの要望を聞く形になります。現在取っ

ている要望の中に、そのデジタル教科書が含ま

れておりましたので、このような形で出したと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○持留良一議員  内示があったということでし

たよね。それは当然この垂水の状況を踏まえた

形で、その根拠があって内示が示されて今回こ

ういう措置が取られたといった、そこの部分が

分かんないのですよ。何に基づいて根拠として

示しているのか。というのは、先ほど言いまし

たとおり、今後不足する事態も当然生じてくる

という中で、それが担保されるのかどうなのか、

その枠内でやれということなのか、そのことが

一点と。 

 今、教育関係でデジタルの問題が出ましたけ

ども、当初予算にもたしかその部分が反映され

ていたのではないかなと思うのですが、そこと

の整合性がちょっと分からないのですけども、

その点について質疑をします。 

○学校教育課長（今井 誠）  今年度から新学
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習指導要領に基づきまして、小学校の教科書が

変わりました。それに基づいて当初の予算にも

組み込んでいたところでございます。それで補

えなかったところが、学校から要望として出て

きたところでございます。 

 以上でございます。 

○保健課長（草野浩一）  積算根拠ですが、国

のほうから金額提示しかございませんので、積

算根拠については分からないところでございま

す。 

 今回示された見込額ということで、一応上限

額ということで最大額という形になりますが、

もし不足が生じた場合には報道等でもございま

すとおり全額国が負担するということでござい

ますので、新たに追加補正があるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 本案については、所管の各常任委員会に付託

いたします。 

   △議案第30号上程 

○議長（篠原則）  日程第11、議案第30号令

和２年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算

（第３号）案を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○保健課長（草野浩一）  議案第30号令和２年

度垂水市老人保健施設特別会計補正予算（第３

号）案につきまして、御説明申し上げます。 

 今回の補正の理由でございますが、コスモス

苑において発生した新型コロナウイルス感染症

の集団感染により、陽性となった入所者が感染

症指定医療機関へ搬送されたことにより、発生

以後の入所稼動が大幅に減少していること、ま

た、感染拡大防止のため、通所サービスも１月

19日から休止としている状況にあり、本年度の

コスモス苑の稼動は、例年と比べ大幅に減少す

る見込みとなっております。 

 そのため、垂水市老人保健施設特別会計の大

幅な減収が見込まれることから、その資金不足

を解消するため、特別減収対策企業債の借入れ

を行おうとするもので、この借入れを行うに当

たり起債限度額を予算で定めておく必要がある

ことから補正を行うものでございます。 

 今回のコスモス苑の稼動状況及び見込みにつ

きましては、先ほど議決をいただきました垂水

市老人保健施設特別会計補正予算（第２号）を

上程した本定例会開会日及び委員会において、

コスモス苑の稼動状況がおおよそ判明する３月

末に専決処分で対応させていただきたい旨の説

明をしておりました。 

 しかし、その後、関係課と協議を進める中で、

本年度、新たに創設された特別減収対策企業債

の借入れ手続を行うことで、コスモス苑の減収

見込みに対する本市の財政負担を少しでも軽減

が図られるため、今回追加で補正予算案上程と

させていただいたところでございます。 

 それでは、１ページをお開きください。 

 第１条において、歳入歳出それぞれ850万円

を追加し、歳入歳出予算総額を６億8,914万

4,000円とするものでございます。 

 ４ページをお開きください。 

 地方債でございますが、第２表において、先

ほど申し上げました特別減収対策企業債の起債

限度額を定めております。 

 なお、この企業債は、新型コロナウイルス感

染症による地方公共団体の資金繰りへの対応と

しまして、料金収入の減少により公営企業で生

じる資金不足について、特例的に発行できる企

業債でございます。 

 次に、事項別明細書により歳出から御説明申

し上げます。 

 ８ページをお開きください。 

 １款事業費１項１目老人保健施設事業費は、
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コスモス苑の運営経費に係る増額見込み分を指

定管理料として増額するものでございます。 

 次に、歳入につきまして御説明申し上げます。 

 戻りまして、７ページをお開きください。 

 １款１項療養費収入１目施設療養費収入は、

事業収益の減収見込みにより減額するものでご

ざいます。 

 ２款使用料及び手数料１項使用料１目施設使

用料は、施設個室料の歳入見込みに伴い減額す

るものでございます。 

 ５款諸収入２項雑入１目実費弁償金は、日用

品費、食費、居住費等に係る利用者の実費負担

分の減収見込みにより減額するものです。 

 ８款１項市債１目老人保健施設事業債は、事

業収益の減収に伴う資金不足の解消のため、特

別減収対策企業債を発行しようとするものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。休憩時間中、全員協議会を開きますので、

ただいまの議案を持って御参集願います。 

     午前10時１分休憩 

 

     午前10時15分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  私も頭の中を整理しないと、

今回の中身がなかなか理解できない点が一つあ

ります。 

 一つは、この企業債を借りなければならない

重要性というのですかね、必要性というのかな、

これがちょっと一点は分からない。というのは、

私の認識では新型コロナウイルス感染症対策を

行う介護サービス事業所、施設等への支援があ

ったはずですよね。いわゆるかかり増し経費、

御存じでしょうか。サービスを提供するために

必要なかかり増し経費が発生した全ての介護

サービス事業所、そういうのに対して経費を補

償しますという中身だったと思うのですけども。 

 それとの関係で、ここでクラスターが発生し

て、そうするとこれに関わる内容があったのか

なというふうに思うのですが、その点について

も私なんかも要望書も出したりしていて、なる

べく市の負担にならないように、事業所の負担

にならないように、そういう国の支援があった

ら活用すべきということも訴えてきたのですけ

ども、今回こういう形で新たに企業債を発行し

て対応するというのが出てきたのですけども。 

 この点について、その部分のかかり増し経費

が発生した場合、これを活用することができな

かったのか。また、しているのかを含めて、こ

の様々な対策を取ってきていると思うのですよ。

市の財政的な安定的な運営のためにも何らかの

様々な今回、国の経費がありますので、それを

活用するということがあっただろうというふう

に思います。 

 もう一つは、先ほども議論になりましたけど

も、何らかの手持ちの資金の運用の活用という

ことはできなかったのか。例えば減債基金の任

用部分があったりとか、様々そういう意味で市

の負担にならない。というのは、やっぱりそれ

ぞれ利子の負担をしなければならない。その後

の返済における全体を左右するような形で、当

然歳出の関係でそれが出てくるわけですよね。

そうして何らかの形で財政的にも、その辺りの

運用をよくするために何らかのできる基金、活

用はできないのか。 

 これがある意味、新型コロナ後の様々な資金

運用の活用のポイントでもあると思うのですよ。

そこをどう機敏、行動的に運用していくかとい

うことも、ある意味市の財政運営に求められて

いるというふうに思うのですが。これはやっぱ

り国がこれを活用せよということを強いたのか、
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そのことも含めて質疑をいたします。 

○保健課長（草野浩一）  企業債の重要性、必

要性ということでございますが、先ほど答弁し

ましたとおり、定例会の初日、委員会でお話し

たとおり、普通でいけば専決処分の形をお願い

するかというようなときに、一般会計のほうか

ら繰出金として、この金額相当分を出していた

だくということで、当然一気にこの金額を出し

ますので、一般会計の部分で大きな負担になる

ということで、今回企業債を借りることで15年

償還するということで、平準化、少ない金額で

していくことで、財政的負担を少なくするとい

う考えの下、今回上程させていただきました。 

 かかり増し経費の部分ですが、この新型コロ

ナ感染対策に関する部分に介して、このかかり

増し経費の部分は活用できるということでござ

いますので、今回その介護報酬の費用の収入の

部分の減収でございますので、ここはかかり増

し経費の部分は対象外という形になりますので、

借入れをするという形で考えるものでございま

す。 

 手持ち資金、今基金の活用ということでござ

いますが、当然先ほど全協の中でもお話が出ま

したとおり、基金の活用という形になってくる

と思いますが、今回借入れしたときに、当然財

調のほうも少なくなったときに、新たに新年度

災害が発生したときのことを考えるときに、ど

のぐらい災害規模が出るかも分からないことを

考えますと、その基金を活用していいのかどう

かということで、財政課と協議をしながら一番

財政負担の少ない活用ということで、今回こう

いった形の借入れを考えたところでございます。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  あとは委員会で議論になると

思います。 

 ちょっと若干引っかかる点があって（発言す

る者あり）あ、即決か。すいません、即決でし

たね。 

 かかり増し経費、この中で感染症対策に要す

る物品購入、外部専門家等による研修実施、感

染発生時対応・衛生用品保管等に使える多機能

型簡易居室の設置、感染防止のための追加的人

件費、自動車の購入費、ＩＣＴ機器の購入費用

などというふうな形で具体的に、これに全く該

当しないということですかね。 

○保健課長（草野浩一）  あくまでも利用料の

収入でございますので、該当しないということ

になるかと思います。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○森 武一議員  すいません、１点お伺いした

いことがあるのですが、歳入について先ほどの

全協のところでの説明であれば、減収額の最大

額を見込んで計上しているというお話であった

かと思います。これに関してはもう、３月末を

見ないことには実態が分かってこないというこ

とだったかと思うのですが。 

 ここの歳入に関して、この実際のところとい

うところ、今現状分かっているものというのを

踏まえて、審議をすることが必要なのではない

かと思うのですが、ここの見込額ですね。要は

この予算書に関して事業費850万円増ではなく

て、現状をしっかりと歳入のところに示した上

で予算書を作成するということでも可能だった

のではないかと思うのですが、そこら辺のこの

歳入の見方というのを、どのように考えればい

いのかなというのを教えていただければと思い

ます。 

○保健課長（草野浩一）  確かに森議員のおっ

しゃるとおり、ある程度見込みを立ててという

形が一番理想の形なのかと思いますけど、実際

ある程度どのぐらい利用者が返ってくるのか、

新たな利用者がいるのかというのが、正直言っ

て見込めていない状況でございます。その感染

症をされた方が回復される期間が人それぞれで

違いますので、はっきり満床になるのか、それ
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とも満床にならないのかというところもはっき

り今の段階ではできないので。 

 となると、あくまでも一番最低の収入という

仮定で歳入を見込みまして、今回最大限の限度

額、上限額で借入れするというふうに考えたと

ころです。と言いますと、その借入れがどうし

てもこの予算で計上する必要がありますので、

そこでもし不足したときには、一般財源のほう

から繰入れをするという形になります。一般財

源の負担を軽減するための措置として計上した

のに、新たにまた一般財源からもらうというこ

とになると、この予算を立てた意味がなくなり

ますので、そういった形で最低の収入を考えた

上で最大限借り入れるようにという形で予算計

上したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

○感王寺耕造議員  １点だけ、先ほど全協の部

分で財政課長が出ていただいていなかったもの

ですから。両議員も今、質問のある方、同じな

のですよ、私も。これは災害でありますから歳

出についてはいいのです。歳入について特別減

収対策企業債ね、これを使わなければいけなか

ったのかという問題点がやっぱり残ると思うの

です。中期、長期の財政計画の下に基づいて、

財調が今、令和２年度末で一応表向きは９億

6,000万でしたか、最大で10億あった、これだ

け減らしている、こういうときの金ですよね。

財調だけではなくて、ほかの部分を活用しても

できたと思うのですよ。 

 私は一つは、これ一般会計予算をつくるため

に、予算が据わらなかった経緯も一つはあると

思うのですよ、ね。だからしようがないけどこ

れ借りるのかよという、限度額が１億700万だ

からね。これ未満かもしれないけど、一応金利

がかかるわけですからね。80％戻ってくるとい

っても金利がかかるわけですよ。財政課長とし

てどういう思いで、こういう方策を取ったのか。

保健課長とどうやってやり取りをしたのか、こ

れ大事な問題ですから、市長が一般質問の部分

でね。総括質疑の部分で、多くの議員があれし

ていますから、そこで説明しますと言ったこと

なのだけどね、私それ納得できないから。財政

課長。 

○財政課長（濵 久志）  当然今回の補正予算

を計上するに当たりまして、一般会計からの繰

出金ということも検討いたしました。現在、特

別交付税の金額、そういうものがまだ明らかに

なっていない段階でございますので、今の決算

見込みが立たない状況で繰出金で補痾するとい

うことをちょっと控えたというところでござい

ます。 

 今回、新たな特別減収対策企業債を借りられ

るということがございましたので、単年度の負

担を抑えるために企業債を借りて平準化して、

その分は返済していこうという判断をしたとこ

ろでございます。 

 以上でございます。（「いいんじゃないか」

の声あり） 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第30号については、

会議規則第37条第３項の規定により、委員会付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第30号については、委員会の付託を

省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 
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○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 お諮りいたします。議案第30号について、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第30号は原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

   △令和３年度施政方針並びに各会計予算

案に対する総括質疑・一般質問 

○議長（篠原則）  日程第12、ただいまから

令和３年度施政方針並びに各会計予算案に対す

る総括質疑及び一般質問を行います。 

 １回目の質疑及び質問は登壇して行い、再質

疑、再質問は質問席からお願いいたします。 

 なお、本日の質疑及び質問時間は、２月10日

に申合せましたとおり、答弁時間を含めて30分

以内といたします。 

 また、質問回数については制限なしといたし

ます。 

 また、いずれも初回の発言時間を10分以内に

制限しますので、御協力をお願いいたします。 

 それでは、通告に従って、順次、質疑及び質

問を許可いたします。 

 最初に、３番、前田隆議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［前田 隆議員登壇］ 

○前田 隆議員  おはようございます。令和３

年１回目の質問をいたします。今回はコロナ禍

で議会の一般質問も時間短縮となりましたので、

２問だけ質問いたします。 

 さて、１月19日に発生したコスモス苑での新

型コロナの集団感染もようやく収まりました。

感染された方々には心よりお見舞い申し上げま

す。また、介護に従事された施設職員の皆さん

や医療関係者の皆さん方の御尽力に対し、感謝

と敬意を表します。同時に、市長はじめ市の職

員の皆様の懸命な対応と御努力に対しても感謝

を申し上げます。今後もワクチン接種や感染予

防対策は続きますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

 それでは、議長の許可を頂きましたので、通

告に従いまして質問に入ります。 

 さて、先日、令和３年度の一般会計予算が提

出されましたが、その中の公債費が10億8,422

万円となっております。令和元年度より約１億

円、借金の公債費が増えております。この問題

を中心に１番目に市債と市債残高、公債費の問

題について質問をしていきます。 

 監査委員の指摘にもありましたが、市債発行

残額が平成28年度の91億5,000万円を底に29年

度より増加傾向にあります。令和２年度以降は

新庁舎建設の白紙化もあり、市債発行予定額は

８億7,000万円、通常債は６億円となっており

ます。その計画で推移すれば、市債残高は現状

より少しずつ減少していきます。しかし、借金

返済の公債費は逆に令和３年度から10億8,000

万円になります。ピークの令和11年度、11億

4,000万円まで11億円前後で推移いたします。

現状のレベルに戻るのは令和15年以降になりま

す。そこで、この膨らんだ公債費を減らすため

に、市債残高を減らす方法について伺います。 

 本市には減債基金が２億8,000万円あります

が、これを運用できないか、まず伺います。こ

れはどんな目的で運用するのかも教えてくださ

い。また、市債残高を減額するために、繰上償

還が難しい面があると聞きました。その理由、

困難な訳も教えてください。 

 次に、市債計画８億7,000万円の減額見直し

と市有施設整備基金の積立てについて質問して

いきます。 

 市債残高や公債費を減額する繰上償還が難し

いということであれば、市債発行を抑制しない

限り、向こう10年間以上11億円前後の公債費を

払い続けることになります。これは人口減少す

る中、市民にとって大きな負担であります。 
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 また、現庁舎の耐震診断の結果、仮に耐震補

強工事をするとなれば、その費用もまたもっと

先には新庁舎建設の工事費用も必要になり、市

債の発行が予想されます。現状でも負担が増え

るのにさらに増えることに対し、我々は将来に

責任があります。市債発行予定額８億7,000万

円の見直しと将来に対する備えが必要と思いま

す。 

 そこで質問に入ります。公債費を現状の９億

円台に抑えるという視点から検討すれば、計画

の８億7,000万円をどの程度に抑制すれば可能

か。また通常債６億円を４億円にすれば公債費

はどうなるか、５年後をめどにしたシミュレー

ションの公債費を伺います。 

 また、それぐらい抑制することが市債残高の

減少につながり、公債費の減額になると思いま

す。財政の健全化の観点から、その必要性があ

ると思いますが、市長の見解を伺います。 

 あわせて、将来の負担軽減の観点から、新た

な市庁舎建設に向けた市有施設整備基金の計画

的積立ても必要と思います。その点についても

見解を伺います。 

 次に、人口減少・少子高齢化と移住・定住促

進について質問いたします。 

 本市は、人口減少・少子高齢化が一段と加速

しています。これは本市の将来を展望するとき

大きな問題です。そんな中、１月18日に垂水市

まち・ひと・しごと創生総合戦略本部会議が開

催され、本市の人口動向の分析や総合戦略につ

いて協議等が行われております。 

 戦略本部会議は、本市において人口減少、少

子高齢化等の諸課題を解決し、活力あるまちづ

くりを推進するために市民意見を反映した垂水

市人口ビジョン及び垂水市まち・ひと・しごと

創生総合戦略を策定することを目的に開催され

ております。 

 総合戦略の基本になる人口動向分析とその課

題の解決について、どのような協議がなされた

のか、以下の点について担当課に現状認識と見

解を伺います。 

 まず、１点目に、垂水市人口ビジョンの見直

しが必要についてただしていきます。 

 現行の人口ビジョンは、2030年に出生率1.82

を達成し、転入者と転出者の同数の移動率にな

り、2031年度から毎年25組の家族４人が移住・

定住する想定で、2060年に人口予想１万2,000

人の推計をしております。実現性に疑問があり、

このパターンは即刻見直しが必要と思います。

現実的なビジョンの作成を求めますが、見解を

伺います。 

 次に、２点目の合計特殊出生率の現状や出生

数について伺います。 

 人口問題に大きく関わる直近の出生率と出生

数をまず聞きます。それから…… 

○議長（篠原則）  時間が来ましたので。

（発言する者あり）10分。 

○財政課長（濵 久志）  市債残高減額に減債

基金が運用できないのか、またその目的はにつ

きまして、お答えいたします。 

 減債基金の設置目的は、地方債の償還及び地

方債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来

にわたる財政の健全な運営を資するために設置

されております。 

 直近の運用につきましては、12月に新庁舎建

設実施計画委託により借入れを行っておりまし

た地方債の繰上償還に充てましたように、不測

の事態により適債性を欠く状態となり、繰上償

還を行う必要が生じた際の財源に充てるための

運用を想定しております。 

 次に、市債残高減額に繰上償還が困難な理由

につきましてお答えいたします。 

 地方債の繰上償還を行う場合は、国が被る損

失に対応する補償金を支払うことが前提となり

ます。 

 また、地方債は事業の効果が後年度の住民に

及ぶ場合に発行が認められるものであり、発行
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に際しても後年度に交付税措置される有利な地

方債を優先的に借り入れておりますので、仮に

繰上償還を行う場合、単年度の負担額が増える

ことになりますので、慎重に検討する必要があ

ると考えます。 

 続きまして、計画の８億7,000万円をどの程

度減額すれば現状の９億円台を維持できるのか、

通常債６億円を４億円にすれば、５年後の公債

費はどうなるかにつきましてお答えいたします。 

 地方債の元利償還の合計額を早期に９億円台

とする場合、令和２年度以降の通常債の発行を

１億円以内とすれば、令和５年度には９億円台

となります。 

 また、通常債を４億円とした場合、５年後の

令和７年度における元利償還の合計額は約10億

5,000万円となります。ただし、地方債の元利

償還には、後年度100％交付税措置される実質

的な地方交付税の代替財源であります臨時財政

対策債に係る償還額も含まれております。 

 また、本市におきましては、交付税措置のあ

る有利な地方債を優先して借入れを行っており

ますので、新庁舎建設設計委託に係る地方債の

繰上償還5,650万円を除く令和２年度の地方債

償還見込額９億5,142万円のうち約73％に当た

る６億9,697万円は、交付税によって措置され

ておりますので、実質的な負担は２億5,445万

円となります。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  財政の健全化の観点から

市債残高の減少、併せて市有施設整備基金の計

画的な積立ての見解につきましてお答えいたし

ます。 

 ただいま担当課長から答弁がありましたとお

り、本市におきましては有利な地方債を優先し

て借り入れておりますので、令和２年度の地方

債償還額の約73％は地方交付税により措置され

ております。 

 また、地方公共団体における公債費による財

政負担の程度を客観的に示す指標として実質公

債費比率がございます。この指標が18％を超え

ますと、地方債の発行に際し許可が必要になり

ます。本市における実質公債費比率は、令和元

年度において7.2％となっております。現状に

おいて良好な数値となっております。 

 また、地方公共団体の地方債など、現在抱え

ている負債の大きさを財政規模に対する割合で

表した数字として将来負担比率がございます。

隠れ借金とも表現されますけれども、この指標

が350％を超えますと、財政健全化計画の策定

が必要となります。 

 垂水市においても、過去、平成19年、174％

程度となった時期がございます。これは両漁協

に対して損失補償を行っていたことが大きな要

因であるというふうに思います。 

 その後、改善に努力して、こちらも令和元年

度において28.6％となっております。令和元年

度における公債費に関する数値は、いずれも良

好な数値となっております。 

 しかしながら、将来にわたって持続可能な財

政基盤の確立を図るためには、財政の健全化は

非常に重要であると認識しております。 

 一方で、議員各位や振興会等からも高齢化に

よる御要望も年々増加傾向にあります。対象者

にとって切実な御要望であると思いますので、

そのことに応えていくということも大事な視点

ではないかというふうに考えているところでご

ざいます。事業の必要性や費用対効果などを精

査し、起債発行額の抑制、また財源の確保に努

めてまいりたいと考えております。 

 次に、市有施設整備基金への積立てでござい

ますが、本市に限らず地方自治体は、国、県補

助金などの依存財源の割合が高く、国や県の施

策にも左右されることから、しっかりと連携を

していくことが求められております。その上で、

年度末における決算の状況を見ながら、市有施

設整備基金の積立てについては判断してまいり
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たいと考えております。 

 以上でございます。 

○企画政策課長（二川隆志）  人口減少・少子

高齢化と移住定住促進についてお答えさせてい

ただきます。 

 議員御承知のとおり、垂水市の人口は昭和33

年の市制施行以降、減少の一途をたどっており、

令和３年２月１日時点の推計人口では１万

3,708人にまで減少しております。 

 改めて認識しておかなければならないのは、

一般的に少子高齢化と言われておりますところ

の人口構造のバランスが崩れ、特に15歳から65

歳までの生産年齢人口の減少が課題になってい

ると思われます。 

 このほど総務省が公開している国勢調査等の

情報や国立社会保障・人口問題研究所、いわゆ

る社人研の情報を収集し、１月18日に、市長は

じめ全管理職が委員である垂水市まち・ひと・

しごと創生総合戦略本部会議において、この厳

しい現状を説明し、認識を新たに全職員で取り

組んでいくために現状を数値化した情報の共有

を行ったところでございます。 

 その上で２月２日から３日間、全職員を対象

に同様の説明を行いまして、まずは職員一人一

人が垂水市の現状を数字として明確に把握し、

再認識した上で何が課題で何をすべきかを、互

いに知恵を出し合って課題解決に取り組むため

の共通認識を図ったところでございます。 

 人口ビジョンの見直しにつきましては、昨年

10月１日に実施されました国勢調査の結果を基

に、社人研による将来推計も発表されることと

存じますので、これらの情報と本市の現状を分

析した上で、新たな垂水市人口ビジョンを基に

第３期垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定に着手したいと考えております。 

 続きまして、合計特殊出生率の現状と出生数

についてお答えさせていただきます。 

 合計特殊出生率は、厚生労働省所管の人口動

態保健所・市町村別統計の中で示されており、

年齢15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を

合計したもので、女性が一生の間に産む子供の

数に相当するとされ、女性人口の年齢構成の違

いを除いた指標として用いられております。 

 本市における合計特殊出生率は、平成15年か

ら19年に1.46を記録し、その後の５年間は1.56、

直近の平成25年から29年のデータでは1.63と増

加傾向にあります。 

 本市の目標であり、政府目標でもある1.8に

は現状届いておりませんが、徐々に増加傾向で

あり、令和３年度施政方針基礎資料の20ページ

から21ページに掲載しております子育て世代支

援関連事業において、産み育てやすい環境の整

備が進められると思われます。 

 しかしながら、２月24日の新聞に掲載された

ように、厚生労働省が22日に発表した令和２年

の出生率の速報値によると、前年より２万

5,900人少ない82万2,683人で過去最少となって

おり、本市の出生数も減少傾向であり、令和元

年、令和２年ともに68人と厳しい状況が続いて

おります。 

 人口減少の流れは全国的にも大変大きな問題

であり、それぞれの地域の特性に応じた取組を

進めなければならないと思っております。 

 以上でございます。 

○前田 隆議員  それでは、２回目の質問に入

ります。 

 時間の関係で再質問は留保し、コメントと要

望のみにいたします。 

 １問目の減債基金の運用と繰上償還の件に関

しては、消極的な答弁であり残念でございます。 

 また、今後の市債発行額の減額に対してシミ

ュレーションをしていただきました。現状の９

億8,000万レベルに落とすには、５年後に１億

円以内に公債費を抑えないといけないと。非常

に相当減額しないといけないということが証明

されました。 
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 また、６億円を４億円ということでも、５年

後には10億5,000万ぐらいにしか下がらないと

いうことも我々は認識しなければならないと思

います。 

 今後は市債の抑制で市債残高と公債費を減ら

し、財政の健全化を図ることが将来に責任を持

つことだと思います。 

 新規通常建設債は、今後徹底して峻別を図り、

発行額を抑制していただくように再度要望して

おきます。 

 市有施設整備基金の計画的な積立てに対して、

市長から答弁頂きました。どうもありがとうご

ざいます。コメントは時間の関係で差し控えま

すが、今後予定される新庁舎建設等の大型プロ

ジェクト事業は、後世に負担をかけない視点で、

また市民のコンセンサスを得た事業費と市有施

設整備基金の計画的な積立てで市債発行額が軽

減を図られることを要望して、１点目について

は終わります。 

 次の２点目に対しては、３番目のところが時

間の関係でできませんでしたが、それももう要

望だけしておきます。 

 まず、２番目の人口減少の人口ビジョンの件

については、その後、行われました国勢調査の

結果を踏まえ、また社人研の人口推計にマッチ

した、そういうものを踏まえて、総合計画、総

合戦略と整合性が取れたものを見直していただ

くようにお願いいたします。 

 垂水市人口ビジョンは、人口推計はもとより

生産年齢人口と老齢人口の問題、転入者と転出

者の状況、婚姻率や出生率の問題など、まち・

ひと・しごと創生総合戦略の基になる重要なも

のです。この基本となる垂水市人口ビジョンは

国勢調査を踏まえて、現実的、持続可能なまち

づくりにいたすよう要望いたします。 

 合計特殊出生率の現状と出生数の件は、1.68

と68人という現状は分かりました。しかし、こ

れは将来を考えると深刻な問題です。若い世代

が少ないことが一因ですし、未婚率が高いのも

一因です。 

 これを解決する３点目が、移住・定住促進で

あると、若返りを図ることだと思っております。

時間の関係で３点目の質問ができませんでした

が、若者が住み、働き、結婚し、子育てする活

気あるまちづくりの対策の一つが、移住・定住

促進事業であると思っております。 

 空き家バンク等に取り組んで、好環境を整え

ておられるということは分かっております。し

かし、ならば、その上に本市のアクセスのよさ

を生かした、若い世代が移住してみようとメリ

ットある新たな補助や支援策を展開できないか、

ここが本当は一番言いたかったところです。 

 本市は仕事先が少ないのが弱点です。しかし、

近隣の鹿児島市、鹿屋市、霧島市に十分通勤可

能な立地にあるのも強みです。豊かな自然があ

るのも強みです。この強みを生かし、現在周辺

市で働いている若い世代に垂水市に移住しても

らい、家族が垂水市で生活するベットタウン化

推進事業をさらに強化していただきたいと。そ

のために思い切った通勤費用全額補助と住宅補

助を手厚くしていただいて、便利で住みやすい

メリットのある町であることも宣伝していただ

き、現在、周辺市で働いている若者がどんどん

移住して活気ある町となるようにしていただき

たいと思います。 

 また、同時に、学校を卒業した若者が、転出

せずに定住するため、たるたる奨学金のような

得になる、メリットのある支援等もさらに検討

していただき、転出者防止につながる事業を用

意していただければと思います。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略の事業に新

たにのせることが今からでは遅いかもしれませ

んが、可能ならぜひ検討していただき、以上で

質問を終わります。ありがとうございます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、11時５分から再開いたします。 
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     午前10時57分休憩 

 

     午前11時５分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、５番、梅木勇議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［梅木 勇議員登壇］ 

○梅木 勇議員  お疲れさまです。昨年から新

型コロナウイルス感染に翻弄され、対応や対策

に追われる状況が続き１年が過ぎましたが、本

市でも感染予防の新しい生活様式の啓発、周知

が繰り返され、感染症対策が図られましたが、

12月に感染者が出て、１月にはコスモス苑でク

ラスター感染が発生し緊張しましたが、２月10

日以降感染者の発生がありませんが、この間の

関連部署の職員は不眠不休の勤務状態であった

と聞いています。 

 また、市長自らの防災無線による感染の状況

のお知らせや市のホームページを見ると、対策

の経過や一部部署で職員のローテーション勤務

と時差出勤を１月13日から当分の間、実施する

とあります。感染予防対策や感染拡大防止に市

長をはじめ職員の皆様の懸命に奮闘されている

状況を強く感じ感謝しているところです。 

 また、中央病院、コスモス苑や関係医療施設

等の医療従事者や関係者の皆様の大変な御苦労

に心からお見舞いを申し上げます。私たちもこ

れからも新しい生活様式を続けながら、予防に

努めなければなりません。 

 それでは、議長の許可を頂きましたので、さ

きに通告しておりました質問に入らせていただ

きますので、御答弁よろしくお願いいたします。 

 まず１問目、振興会美化活動補助について質

問いたします。 

 令和３年度の垂水市施政方針基礎資料による

と、 

 市政運営の基本理念として市長に就任して以

来、垂水市の展望と市民の幸福の実現を政治理

念に掲げ、元気な垂水市をつくるという強い信

念の下、市政運営に取り組んでまいりました。

引き続き市民の皆様が生涯を通じて健康づくり

に取り組めるよう事業を推進し、安心安全で住

んでよかったと思えるまちづくりを市民の皆様

に実感していただけるよう、また９つの彩り豊

かに健やかな人を育む町、垂水を町の将来像と

する第５次垂水市人口総合計画の実現のため、

市政の発展に全力で推進する決意でございます。 

とうたわれておりますが、これは令和２年度の

市政運営の基本理念と同じであります。 

 ３期目の公約であります元気なまちづくりの

ため、安心、経済、未来の３つの挑戦の下、予

算編成の考え方として国の予算の状況を踏まえ、

各事業の成果に重点を置いて予算の質を高める

ことで、財政運営の健全化を図りつつ、子育て

支援や高齢者対策、市民の安心安全に係るイン

フラ整備、現庁舎の耐震診断に関連する事業を

優先して、本市の令和３年度の予算を編成いた

しました。 

とあり、各種多用な事業が掲載されていますが、

安心への挑戦では、垂水市振興会美化活動補助

が新規事業として記載されています。 

 この事業については、昨年市民の方から霧島

市の支援事業を聞かされ、第２回定例会６月議

会で振興会等が行う道路等の除草や清掃などの

活動に補助支援はできないかと質問いたしまし

た。 

 市長の答弁では、 

 これまでも感王寺議員とか川畑議員のほうか

らも、どうなのだという御指摘もございました。

やはりその少子高齢化、過疎化の中で、垂水市

という守備範囲は変わらないのですね。だから、

その分の負担が大きくなってくるというような、

もうそのとおりだというふうに思っていますの

で、どういう内容でどこまでできるというよう

な今、申し上げられませんけれども、各担当課
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長が検討しますということを踏まえて、できる

だけ早い時期にどういう方向でやっていくとい

う形でお示しできるように前向きに検討してま

いりたいというふうに考えております。 

と答弁されました。今回、令和３年度当初予算

で、補助支援制度として予算化していただき、

ありがとうございます。これは振興会による美

化活動への支援が実現し大きな喜びであり、振

興会には朗報であります。そこで、この制度の

内容について伺います。 

 ２問目は、桜島・錦江湾ジオパークについて

質問します。 

 先月の２月５日、水産商工観光課から桜島・

錦江湾ジオパークは、鹿児島市、垂水市及び姶

良市にエリア拡大するため、平成31年４月に日

本ジオパーク委員会に申請をし、保留となって

おりましたが、令和３年２月５日開催された同

委員会において、エリア拡大が認定されました

と議会事務局を通じて報告を受けたところです。 

 また、翌日の南日本新聞では、「桜島ジオ対

象地域拡大、姶良、垂水を含め３市に」との見

出しで、一面トップ記事として掲載されました。

さらに25面には、尾脇市長や２市市長、また認

定箇所の関係者の喜びの声も掲載されていまし

た。 

 水産商工観光課の報告では、令和元年10月に

認定保留となっていますが、認定保留の原因は

何だったのか、その後どのような取組をして認

定となったのか経過を伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○市民課長（篠原彰治）  振興会美化活動補助

金の制度の内容はにつきましてお答えいたしま

す。 

 今回の補助金制度につきましては、土木課、

農林課などの関係課が一堂に会し、創設の有無

や事業内容について検討を進めてきたところで

す。その結果、垂水市市民活動賠償傷害補償制

度取扱要綱における地域清掃活動の申請と重な

るところがあり、事務の効率化という観点から

市民課で予算要求することとなったところでご

ざいます。 

 補助金の交付対象は振興会とし、振興会内の

市道、農道または市管理河川堤防の清掃作業に

対し、参加者１人当たり150円の支給とし、年

間の支給上限を１万円と考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  桜島・錦江

湾ジオパークの認定までの取組につきましてお

答えいたします。 

 桜島・錦江湾ジオパークにつきましては、鹿

児島市が単独の取組としまして平成25年に日本

ジオパークに認定され、平成28年に世界ジオ

パークの認定を目指しましたが、国内申請にお

きまして認められなかった経緯がございます。 

 その結果を受け、平成30年５月７日に桜島・

錦江湾ジオパーク推進協議会におきまして、姶

良カルデラ周辺の垂水市、姶良市までエリアを

拡大することが承認され、垂水市、姶良市の両

市が加入し、霧島ジオパークとの統合を見据え

た世界ジオパークの認定を目指した活動に取り

組んだところでございます。 

 エリア拡大の日本ジオパーク認定に向けて３

市連携により、観光、教育、防災、資源保全な

ど様々な取組を実施し、令和元年５月25日に日

本ジオパークエリア拡大申請公開審査におきま

してプレゼンテーションを行っております。 

 令和元年８月29日には、３名の審査員による

エリア拡大申請の現地審査が行われ、拡大エリ

アを含めた全域のマップやパンフレットの不足

及び拡大エリアのガバナンスに必要な事務局運

営体制の不十分さを理由に、令和元年10月３日

に認定保留という結果となりました。 

 その後、３市が連携した事務局体制を構築す

るための定期的な会議並びにサイト看板ガイド

マップ作成計画の策定による拡大エリアの可視

化を進めるなど、約１年間認定保留の指摘事項
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解決へ取り組み、令和２年11月９日に２名の審

査員による現地ヒアリングが実施された結果、

令和３年２月５日に開かれた日本ジオパーク委

員会におきまして、エリア拡大が認定されたと

ころでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  それでは、一問一答方式でお

願いいたします。 

 まず、振興会美化活動補助についての活用に

ついてでございますが、この補助金は、目的と

して振興会内の市道の美化活動を行う際の健康

保持、水分補給であると。 

 内容は、振興会内の市道、農道または市管理

河川、堤防の除草または側溝清掃の補助金交付

となっています。 

 対象は、振興会、助成額は参加人員かける

150円、１振興会につき上限１万円となってお

りますが、この制度の活用について申請などの

手続手順や活動の確認はどのようにされるのか、

お聞かせください。 

 また、対象は振興会となっているが、高齢化

や人員減少等でこのような活動ができない振興

会も出てくることが考えられるが、例えば生活

環境課が窓口になっている垂水市ごみ減量化対

策事業補助金交付要綱にあるように、振興会以

外の有志グループなど市民団体も対象に広げる

ことはできないか。 

 さらに目的として、健康保持でございますけ

れども、水分補給となっているが、県が行って

いる水辺サポート事業にも水分補給用経費があ

ります。参加人数に150円を乗じた額となって

います。 

 県は飲料品のほかにも対象経費として混合油、

ごみ袋、軍手なども対象としているが、県と同

様な対象品目の幅を広げることはできないか、

伺います。 

○市民課長（篠原彰治）  活用についてにつき

ましてお答えいたします。 

 まず、申請方法につきましては、１週間前ま

での申請を考えております。 

 次に、実績報告につきましては、活動終了後

に振興会が写真と参加人員を添付しての報告、

または土木課、農林課が確認を行う際に、振興

会に代わり写真を撮ることにより実績報告に代

えることも想定しております。この場合も振興

会から参加人員の報告をしていただき、その後、

補助金を支給する流れと考えております。 

 次に、今回の支援策において、先ほど消耗品

にということでも御質問がありましたが、現在

のところ健康保持の水分補給等を事業の目的と

しております。 

 今回は市民課において予算計上したところで

ございますが、御質問のことに関しましては、

市道、農道等の整備の主管課であります土木課、

農林課などの共有課題とさせていただきたいと

考えております。 

 また、ボランティア団体などそういった事前

に登録した団体ということでございますけれど

も、今回高齢化が進み、振興会で清掃作業がで

きないところに関しましては、市の環境整備班

や除草作業委託等の活用を考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  振興会で対応できないところ

は、今後、農林課とか土木課等の今ある環境維

持班で対応していくというようなことでござい

ます。それも一つの案だろうと思っております。

それと、ぜひ対象経費品目を増やして、活用の

幅を広げ、さらに活用しやすい制度に検討をお

願いします。 

 次に、周知についてでありますが、４月から

は新たな年度として、各振興会では年間行事の

取組活動がなされ、美化活動も早いところでは

４月の後半あたりから始まるところもあるが、

どのように周知していくのか、お聞かせくださ

い。 
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○市民課長（篠原彰治）  周知についてにつき

ましてお答えいたします。 

 周知方法につきましては、４月の使送便で振

興会長への文書配布、市報４月号及び市のホー

ムページへの掲載を考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。いろ

いろな広報の仕方もありますけれども、市報で

広報するとかインターネットで広報するとかそ

ういう方法もありますが、今言われました振興

会使送便、これでそれなりの啓発チラシ等を作

って伝えていくというのが一番肝心な、確実な

方法だろうと思います。 

 それで、美化活動を行う全ての振興会がこの

制度を活用できるよう、全振興会に速やかに確

実な周知をお願いして、この質問を終わります。 

 次に、桜島・錦江湾ジオパークについて、認

定箇所と認定の効果についてをお聞きいたしま

す。 

 水産商工観光課の報告では、認定された本エ

リアの本市のエリア面積が162キロ平方メート

ル、ジオサイトが猿ヶ城渓谷その他２か所、自

然サイトが高峠つつじヶ丘公園その他１か所、

文化サイトが牛根麓埋没鳥居展望公園その他５

か所となっているが、その他の認定箇所を聞か

せてください。 

 また、認定を受けた箇所と本市への効果はど

のようなものが考えられるか、伺います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  認定箇所と

認定の件数につきましてお答えいたします。 

 平成25年に鹿児島市が単独で桜島・錦江湾ジ

オパークといたしまして日本認定されておりま

すのは、桜島が中心となったエリアであり面積

が324平方キロメートル、地球科学的価値を持

つジオサイト12か所、文化的価値を持つ文化サ

イト10か所、その他ビュースポットや施設が13

か所でございました。 

 今回エリア拡大として新たに認定されました

エリア面積は鹿児島市866平方キロメートル、

姶良市231平方キロメートル、垂水市162平方キ

ロメートルであり、これまでのエリアと合わせ

ますと全体では1,583平方キロメートル。サイ

ト別ではジオサイト35か所、自然サイト６か所、

文化サイト33か所、その他ビュースポットや施

設が22か所でございます。 

 うち垂水市の認定箇所は全部で15か所であり、

ジオサイトとして、太崎観音崎、高隈山系、猿

ヶ城渓谷の３か所。自然サイトとして、高峠つ

つじヶ丘公園、高隈山系の植生の２か所。文化

サイトとして、牛根麓埋没鳥居展望公園、昇平

丸モニュメント、とんとこ網漁、キヌサヤえん

どう、サヤインゲン、カンパチ・ブリの養殖の

６か所。ビュースポットとして、道の駅たるみ

ず、道の駅たるみずはまびら、荒崎パーキング

の３か所。拠点・関連施設としまして、森の駅

たるみずが指定されたところでございます。 

 認定の効果としましては、桜島や錦江湾、そ

の他の見どころが追加されることにより、ジオ

のストーリーが広がったことで、回遊性の向上

や滞在時間の増加による経済効果が見込まれる

と考えております。特に本市では、キャニオニ

ングやマリンスポーツ等の体験プログラムを活

かしたツーリズム、各ジオサイトの看板設置や

ジオ資源パトロールによる地域資源の保全活動

が推進され、観光や教育、環境保全や防災と、

多岐にわたる発展が期待されると考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ただいま認定箇所を聞きまし

たけれども、猿ヶ城渓谷や高峠つつじヶ丘公園

などは、垂水市には知らない人はいないという

ぐらいみんな知っていますが、太崎観音、牛根

麓埋没鳥居展望公園、道の駅たるみずの昇平丸

モニュメントなど、地元の人々は知っているが

世間的にはまだあまり知られていない知名度の



－56－ 

低い箇所や、またジオパーク、この言葉自体の

認識が薄いと思われるが、今回の認定を機にど

のように広報、知名度の向上、活性化につなげ

ていくのか伺います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  どのように

広報、活性化につなげていくのかにつきまして

お答えいたします。 

 広報につきましては、エリア拡大認定を記念

したＰＲ活動といたしまして、３月にマスコミ

キャラバンによりＮＨＫ、民放４社、ＦＭ１社、

新聞社１社に出演してのＰＲ並びにラジオを活

用いたしましたＣＭを実施する予定としており

ます。 

 また、認定記念ポスターやミニのぼりを作成

し、３市の観光施設等へ配布するなど、県内外

に広く周知をしていきたいと考えているところ

でございます。 

 令和３年度におきましては、拡大エリアを含

めた全体看板整備やガイドマップを作成し、

ホームページやＳＮＳでの情報発信を通じて、

桜島・錦江湾ジオパーク及び垂水市の魅力をＰ

Ｒしてまいります。 

 次に、活性化でございますが、具体的にはま

ずジオツーリズムにつきましては、拡大エリア

等をめぐるツアーの造成、３市において市職員

や市民向けの講座セミナーなどの実施、認定ジ

オガイドのスキルアップ講座やガイド活動支援

など計画しており、３月14日には森の駅たるみ

ずにおきまして、地形地質についてのジオカフ

ェを開催することとなっております。 

 学校教育では、３市の小学６年生へ大地のつ

くりと変化についての副読本の配布や中学生向

けに地域資源の素材集など作成し、幅広く知っ

ていただくような計画を盛り込んでおり、防災

に関する取組といたしましては、桜島に関する

情報発信や桜島火山爆発総合防災訓練への参加。

保全に関する取組といたしましては、ジオ資源

保全計画の改訂、ジオ資源パトロール、ジオ資

源保全会議の開催などが計画されております。 

 なお、情報発信につきましては、ガイドマッ

プ外国語版の作成やエリア拡大に伴うホーム

ページのリニューアル、ＳＮＳなどにより新た

な桜島・錦江湾ジオパークとして、３市で連携

しながら魅力的な地域づくりに取り組んでいき

たいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。ジオ

パークの３つのサイト箇所を思えば、観光スポ

ットとして交流人口の拠点としての位置づけ、

また、自然・環境・文化の学びの場としての位

置づけ、農水産物の生産の場としての位置づけ

として思うところです。これら認定された特性

箇所に関する部署は大いに活用して、垂水の活

性化につなげていただきたいと思います。 

 次に、世界ジオパーク認定の取組と課題につ

いてでございますけれども、新聞によると鹿児

島市、姶良市、垂水市などの推進協議会は今後

霧島ジオパークと統合し、県内初となるユネス

コ認定の世界ジオパークを目指すとなっている

が、これからの取組と課題について伺います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  世界ジオ

パーク認定への取組と課題につきましてお答え

いたします。 

 世界ジオパークは、平成27年にユネスコの正

式事業となっておりますことから、日本ジオ

パークであってもユネスコ世界ジオパークガイ

ドラインに沿った活動が強く求められるように

なっております。 

 桜島・錦江湾ジオパークにつきましては、単

独での世界ジオパーク加盟申請を行う予定とし

ておりましたが、平成28年の世界ジオパーク申

請のための国内推薦申請の見送り理由及び世界

ジオパークネットワーク事務局長の報告書にお

きまして、霧島ジオパークとの統合について指

摘されたことから、計画を見直したところでご

ざいます。 
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 世界ジオパーク認定を目指すに当たりまして

は、火山という同一のテーマを持っている霧島

ジオパークとのエリア統合が課題であると考え

ているところでございます。 

 今後の取組といたしましては、霧島ジオパー

クとのエリア統合に向けて行政区域の拡大、統

合するエリアの学術的価値や事務局体制の構築、

エリア拡大申請保留の指摘事項を踏まえた上で、

統合エリアにおきましても、構成市町の連携体

制や地域住民と一体となったジオパーク活動の

仕組みづくりが重要であると考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。日本

認定と世界認定ではネームバリューが格段に違

い、世界認定となると市民の認識や誇りもさら

に高まりますので、頑張っていただきたいと思

います。 

 また、天草ジオパークは、費用負担が大きい

一方、交流人口の拡大につながらなかったとし

て認定を返上した例もありますが、本市の令和

３年度の予算案では推進協議会への負担金は

129万4,000円、令和２年度が139万円となって

いるが、負担額の根拠はどのようにされている

のか。また、推進協議会はどのような活動をさ

れているのか、お聞かせください。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  推進協議会

への負担金の内訳と取組につきましてお答えい

たします。 

 鹿児島市、姶良市、垂水市の３市の負担金内

訳でございますが、均等割20％、人口割80％に

より算出されており、うち鹿児島市におきまし

ては、別途単独負担が加算されているところで

ございます。 

 令和３年度につきましては、鹿児島市は単独

負担額705万2,000円を含めまして1,713万1,000

円、姶良市は208万6,000円、垂水市は109万

9,000円であり、総額で2,031万6,000円となっ

ております。 

 今後取り組んでまいります事業内容につきま

しては、先ほど答弁いたしましたように、世界

認定に向けた取組、ジオツーリズム、学校教育

への展開、防災に関する取組、ジオ資源の保全

に関する取組、情報発信の大きく６つの項目に

取り組むこととしております。 

 以上でございます。 

○梅木 勇議員  ありがとうございます。いろ

いろな様々な取組をなされていかれるようです

けれども、３市一体となって推進協議会の活動

の展開が大きな原動力であります。地域の理解、

協力を得ながら、これからもますます活動を活

発にされ、認定への推進を図っていただきます

よう申し上げ、これで私の質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、11時40分から再開いたします。 

     午前11時32分休憩 

 

     午前11時40分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、９番、持留良一議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  それでは、総括質疑、一般質

問を行っていきたいと思います。 

 その前にワクチン接種と感染対策、これは基

本的な取組や同時平行で、ぜひ引き続き、現場

も含めて市長を先頭に頑張っていただきたいと

いうふうに思います。 

 それでは、市政運営並びに一般会計予算につ

いての総括質疑及び一般質問を行います。 

 最初は、新型コロナ危機終息後の社会と自治

体の在り方について、市長の市政運営及び政治

姿勢について伺います。 

 国の専門家会議及び政府は、緊急事態宣言期
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間中はもちろん、その後についても、新型コロ

ナウイルスは絶滅せず存在することを前提に、

長丁場での対応、感染拡大を予防する新しい生

活様式、新型コロナ時代の新たな日常を提起し

ています。 

 と同時に、新型コロナウイルス感染は、感染

症対策の生活様式への移行を社会に求めるだけ

でなく、改めて明るみに出た政治、社会、行政

のゆがみと脆弱さを解消、改善していくことと、

社会の在り方、ビジョンを探求し、実現に向け

て踏み出すことを求めていると考えますが、認

識を問います。 

 そして、コロナ禍が多くの住民の命と健康、

社会生活を脅かす中で、命と暮らしと自治体の

役割が注目されています。そのことは、将来に

わたる公共と自治体の在り方が根本的に問われ

ると考えますが、見解を伺います。 

 ２点目は、新型コロナの対策と財政について

伺います。国の補正予算は、市独自の新型コロ

ナ対策は、それで十分だったのか、お聞かせく

ださい。そして、市の対策として、地方創生臨

時交付金の範囲での独自支援策の検討に終わっ

ていなかったか。また、今後、コロナ禍による

地方財政の影響は、当分の間、はっきりしない

状態が続くと予想されます。そうすると、財政

問題は、短期及び中長期での視点で運営を考え

る必要があると考えますが、歳入歳出の見直し

をどう考えるべきかお聞かせください。 

 ３点目は、農業振興対策について伺います。

今回の農業関係予算案の目指すものは何か伺い

ます。 

 さらに、農業振興を目指す上で目標となる農

業振興計画はどうなっているのか、今回の当初

予算との整合性はどのように図られているか伺

います。 

 最後に、一般質問として、国の示した３次補

正予算への本市の考え方について伺います。 

 まず、これまでの本市の新型コロナ対策は、

自然災害としてのコロナ禍と政策の在り方は問

題なかったのか伺います。 

 次に、第３次補正予算と本市の対策の視点と

政策をどう考えるか、さらに地方創生と新型コ

ロナ対策に資する単独事業の関連性及び整合性

はどうなっていくのか伺います。簡潔な答弁を

お願いいたします。 

○市長（尾脇雅弥）  私の市政運営と政治姿勢

についてお答えいたします。 

 令和３年度の施政方針においても、市長就任

以来掲げております「安心安全で住んでよかっ

たと思えるまちづくり」をはじめとする３つの

柱への取組につきましては、コロナ禍の様々な

影響により、これまでの当たり前が当たり前で

なくなりつつある状況下においても、いささか

もぶれることなく取り組む所存でございます。

市民の皆様方の安全確保をはじめ、地域経済の

循環を目的とした様々な支援策につきましても、

これで終わりだという認識は一切ございません。 

 また、全職員が業務遂行のために全力で取り

組んでおりますことも御認識、御理解をいただ

きたいと思います。 

 コロナ禍の影響が及び始めて約１年が経過を

しております。国、県をはじめ地方自治体にお

いて、皆さんがそれぞれの立場で懸命に奮闘し

ていただいていることに感謝をしたいと思いま

す。その上で、議員御指摘のとおり、課題も浮

かび上がり、日々、改善、解消に向けた取組が

行われております。これまで人類が経験したこ

とのない未曽有の事態であり、正解を確信でき

ない手探りの中、前進していかなければならな

いのが事実であります。 

 新型コロナは、いつでもどこでも誰にでも感

染する可能性があります。本市も平成の三十有

余年の間に、自然災害により多くの人命と財産

が失われる大災害を経験をいたしました。それ

らを市民の皆様方の粘り強い努力と、周りの皆

様方をはじめとする国や県の温かい御支援など
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により、何度も乗り越えてまいりました。今回

の新型コロナのような未曽有の事態、つまり

先々が見通せず、日々状況が変化する現在のよ

うな状況下で、将来の予測が困難で、甚だ厳し

い状況でありますことを理解した上で、第５次

総合計画に掲げております将来像と４つのまち

づくりの目標に基づき、令和３年度施政方針で

お示しいたしました各施策を市議会の皆様方か

ら議決いただき、確実に実施してまいりますこ

とが、私に与えられた役割であるというふうに

認識しております。 

 しかし一方で、情勢の変化により国から様々

な施策が打ち出された際には、柔軟な対応が取

れる体制の下で、よりよい施策への取組のため

に、必要に応じ、市議会にお諮りして、施策が

市民の皆様へ迅速に展開できるよう全職員一丸

となって務めてまいりたいと考えております。 

 取り組むべきは、このような状況下でも、市

民の皆様方の日常がこれまでに近い状態で持続

可能な環境を確保し、併せて、必要とされる財

源の捻出について、国や県など関係機関へ市議

会議員の皆様をはじめ、国会議員の皆様に御協

力をいただいて、状況が許せば自ら直接赴きま

して働きかけてまいる所存でございます。元気

な垂水づくりの基本理念であります垂水市の発

展、市民の皆様の幸福の実現のために、改めて

強い決意を持って取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

 続きまして、将来にわたる公共と自治体の在

り方についてお答えいたします。 

 これまでの１年間、コロナ禍の状況下におい

ては、従来どおりの行政サービスの提供や対応

だけでは難しくなった現状もかいま見られてき

たというふうに思います。 

 特に、本市の医療と介護の現場において、初

動の重要性を再認識することとなり、県や関係

機関との協力体制をいかに迅速に運用し、そし

て、正確な情報を市民の皆様にお伝えして正し

い行動をとっていただくためには、いつどこに

どのように必要な情報提供を行うことが効果的

なのかを目の当たりにいたしました。 

 発生後、鹿児島県をはじめ感染症チームの皆

様方の迅速で的確な御支援、厳しい現場におい

て高い使命感で御奮闘くださいましたコスモス

苑のスタッフの皆様方、また隣接にあって連携

対応してくださった垂水中央病院の皆様方、同

じく輸送等を懸命に対応していただいた垂水市

消防職員の方々、保健課を中心とした市役所職

員の懸命な協力体制にも市長として心から感謝

をいたします。本当にありがとうございます。 

 その上で、御質問につきまして、感染防止の

観点から窓口への来庁を躊躇された市民の皆様

方もいらっしゃったというふうに思います。そ

のような方々への対応として、行政サービスの

簡素化や非接触で行える行政サービスができな

いかなど、先進事例を収集し検討していくこと

も大変重要なことと感じており、その手始めと

して、施政方針でもお示しをいたしました市税

等の支払い環境の整備として、コンビニエンス

ストアでの納付に加え、スマートフォンアプリ

等を利用したキャッシュレス決済も可能となり、

自宅にいながら納付できる環境を構築し、人と

人との接触をできるだけ少なくする仕組みも少

なからず整うというふうに考えております。自

然災害に見舞われる機会が多い本市においては、

各地区の避難所へのパーティションの増設など

も加速をしていかなければならないと思います。

これまで議員の方々をはじめ、市内各種団体の

皆様方より多くの御要望と支援の要請をいただ

きました。改めて様々な業態、職種において影

響が及んでいることを確認できたと思うことと、

様々な業種がお互いにつながり合い、支え合っ

ている構造的な面も、改めて再認識できたと思

っております。 

 昨年来、国からの臨時交付金をはじめ、時に
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は一般財源での対応を補正予算として議会の皆

様にお諮りして対応させていただきました。限

りある予算の範囲内において、大局的な視点で

最終的な判断を行い、議会にお諮りすることが

私の使命であります。 

 特に、１月20日のクラスター発生以降につき

ましては、飲食業界を中心に関連する業界への

影響が大きいと認識しております。安全面の対

策を最優先しながら、多くの市民の皆様方の声

を伺い、タイムリーで効果的な政策を展開して

まいりたいと考えております。これで終わった

わけではなくて、これから続けていかなければ

ならないということを念頭に、多くの市民の皆

様方の現状の声をお聞きして、必要とされる施

策、予算を議会にお諮りして、市民の皆様方の

ために地域社会が安心して持続できるように全

力を尽くしてまいります。 

 以上でございます。 

○総務課長（和泉洋一）  国の補正予算、地方

創生臨時交付金は、市独自の新型コロナ対策を

取る上で十分だったのか、財源確保をどう考え

ているのかにつきましてお答えいたします。 

 本市におきましては、国の地方創生臨時交付

金を活用し、補正予算第14号までで47事業、総

額５億3,344万8,000円の事業を実施計画に計上

し、事業実施を行っております。 

 国の第１次、第２次補正予算に係る交付限度

額及び交付要綱別表に記載されている国庫補助

事業の地方負担額に相当する交付限度額の合計

が５億1,977万4,000円となっておりますので、

不足する約1,300万円につきましては一般財源

で対応しております。新型コロナ対策につきま

しては、今後もまだしばらく継続することが考

えられますので、国の補助金で不足する場合に

は、予算の許す範囲で可能な限り対応していき

たいと考えております。 

 続きまして、短期的な財政運営の面から歳入

歳出の見直しをどう考えるのか、また、中長期

的な視点をどのように考えているのかにつきま

してお答えいたします。 

 令和２年度予算につきましては、地方創生臨

時交付金や特別定額給付金等、新型コロナウイ

ルス感染症関連の国の補助事業により各種の事

業を実施しております。 

 また、令和３年度の地方交付税総額について

は、国において令和２年度を上回る額が示され

ておりますが、国の補助事業等が令和３年度等

も継続するとは考えにくいことから、人口減少、

少子高齢化が加速する中で、新型コロナウイル

ス感染症に着実に対応するため、短期的及び中

長期的な視点から、安定した財源の確保、歳出

の抑制と適正化等を推進し、将来的に持続可能

な財政基盤の構築に努めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（森 秀和）  今回の農業関係予算

案の目指すものは何かにつきましてお答えいた

します。 

 少子高齢化に伴う人口減少により担い手が

年々減少し、基幹産業である農業が衰退し、荒

廃農地化が懸念されております。このような農

業を取り巻く諸課題を乗り越え、時代に対応し

た活力あふれる農業を推進していく必要がござ

います。 

 垂水市農業創生未来会議での意見を反映した

就農前研修受入事業、指導農業士現地派遣事業

を新たに創設し、次世代を担う農業者の確保や

育成を重点課題と掲げ、スピード感をもって取

り組んでまいります。 

 また、林業専門員職員を新たに雇用し、森林

の適正管理をより一層推進するとともに、林業

の活性化を図り、豊かな資源に恵まれた農村環

境を次世代に継承していくことと林業従事者の

雇用拡大を目指しております。 

 続きまして、目指す上で目標となる農業振興

計画はどうなっているのかにつきまして、今予

算との整合性は図られているのか、今回の農業
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関係予算案の目指すものは何かにつきましてお

答えいたします。 

 まず農業振興計画につきましては、現在のと

ころ作成しておりません。しかしながら、園芸

産地活性化プランや鹿児島きもつき地域果樹産

地構造改革計画及び肉用牛生産近代化計画、さ

らには農業経営基盤の強化の促進に関する基本

的な構想など部門別に作成しており、これらの

計画を第５次垂水市総合計画や第２次まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に反映し、推進してい

るところでございます。 

 次に、今予算との整合性は図られているかに

つきましてでございますが、第５次垂水市総合

計画や第２次まち・ひと・しごと創生総合戦略

を推進する中において、代表的な事業ごとの実

施状況や今後の方針などについて、庁内評価や

外部審議会に諮り、その実施状況や効果などの

評価を基に計画との整合性を図り、スクラッ

プ・アンド・ビルドの考えを取り入れた上で予

算編成を行っております。 

 以上でございます。 

○財政課長（濵 久志）  自然災害としてのコ

ロナ禍と政策の在り方はどうだったのかにつき

ましてお答えいたします。 

 令和２年度における地方創生臨時交付金を活

用した事業につきましては、感染症予防対策と

してのマスクの全戸配布、小・中学校や病院、

介護、福祉事業所等への感染症対策用品の配布、

子育て世帯等への支援として子育て特別支援金、

ひとり親特別支援金、給食費・副食費への支援、

事業者支援として持続化給付金、肥育農家等へ

の緊急支援給付金、飲食業支援金、経済対策と

して２度のプレミアム商品券、おもてなしキャ

ンペーン、カンパチ・ブリ丼など地方創生臨時

交付金制度の目的である感染拡大の防止や感染

拡大の影響を受けている地域経済や住民生活へ

の支援、事業継続や地域経済の活性化等に資す

る事業の実施ができたものと考えております。 

 続きまして、第３次補正予算と対策の視点と

政策をどう考えているのか、地方創生と新型コ

ロナ対策に資する単独事業の関連性及び整合性

はどうなるのかにつきましてお答えいたします。 

 本市における第３次補正予算の交付限度額は

１億6,818万円となっており、その内訳は、新

型コロナウイルス感染症対応分として3,081万

9,000円、地域経済対応分として１億3,736万

1,000円となっておりますが、感染症対応分と

地域経済対応分の交付限度額の合計額の範囲内

で相互に融通することは制度的に可能となって

おります。 

 また、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金制度要綱の目的においては、新型

コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の

影響を受けている地域経済や住民生活の支援及

び家賃支援を含む事業継続や雇用維持等への対

応、さらには、新しい生活様式を踏まえた地域

経済の活性化等への対応など、ポストコロナに

向けた経済構造の転換、好循環の実現を通じた

地方創生を図る事業についての活用が示されて

いることから、本市の現状を踏まえ、事業化を

検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○持留良一議員  それでは、一問一答と、それ

と今回は予算審議、予算委員会がありますので、

そことのつなぎ方も考えながら、今回は質問さ

せていただきます。また、最後の一般質問につ

いては、補正予算等の関係も出てくるかと思い

ますので、またそこで、さらに詰めていきたい

というふうに思います。 

 １番目の問題についてですけれども、施政方

針を見させていただきましたけれども、どうも

私は、この市長の、先ほどの答弁も含めて、今

回の新型コロナウイルス感染対策における社会

の見方、変化が少し十分なのかなというふうな

認識を持っています。 

 というのは、やっぱりそのことが、今後の市
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政運営、どのような視点、どのような考え方を

もって自治体の運営に当たるかという基本的な

ことが問われていたと思うのですよ。 

 例えば、私は、去年の12月に気候変動問題を

取り上げました。そして今、この問題というの

は、世界的にも大きな問題になっています。菅

首相も2030年、あと10年しかありませんけども、

ＣＯ２の問題についても削減をしていくという

方向も示しました。 

 そこでお聞きしたいのですけれども、市長は、

今この地球上の生態系の破壊と気候変動の激化

が進んでいく中で、日本社会全体が感染拡大以

前に戻るだけでいいのか、この点についてどの

ような認識でしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  基本的には変化だという

ふうに思っています。10年前、就任した直後に

3.11東日本大震災が発生いたしまして、エネル

ギー政策の在り方も含めて、本市においてもメ

ガソーラー10メガ程度のスタートをさせていた

だきました。私もこのＳＤＧｓのバッジ、３年

前から、多分、九州で初めてつけていたと思い

ますけれども、そういう認識の下に進めていく

ということであります。 

 しかしながら、現実社会と連携する中でどう

していくかということでありますので、その辺

のバランスやら状況を見極めて、どうやって進

むべきか、現状においては、まずはこの新型コ

ロナウイルスをしっかりと抑え込む、完全に終

息はないと思いますけれども、ワクチンの接種

によって、いろんなシミュレーションがありま

すけれども、そのことが一番大きくプラスの影

響を及ぼすだろうと。その後のアフターコロナ

というのは、これまでと同様かと言われれば、

そうではない。それはしっかりと皆さんと協議

をしながら、いろんな状況も判断して、総合的

に御提案をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○持留良一議員  要望ですけども、そうである

ならば、特にこの垂水、小さな垂水であっても

世界に様々な発信をしていく、そういう役割が

あるのだ、そのことがだんだん大きくなって、

点から面になって、そして世界を動かす、そう

いうことができるのだろうと。それはもう世界

の子供たちも含めて今取り組んでいます、青年

もですね。そういう意味では、やっぱり自治体

の果たす役割はそこにあるのだろうと。そうい

う、ぜひ今回の新型コロナ感染対策で見えてき

たものは何なのか、自治体が果たす役割は何な

のかということを、ぜひしっかり受け止めて、

今市長が言われたそういう観点も含めながら、

そういう観点に立って、こういう自治体であろ

うと、しっかり声を上げていく、宣言もしてい

く、行動もしていく、そういう立場に立って市

政運営に取り組んでいただきたいというふうに

思います。 

 もう一つの観点は、私も新聞記事を、自治体

の役割の問題なのですけれども、様々な点が浮

かび上がってきたと思います。その点で、市長

も支援策をとられていると思います。特に、独

り親の生活実態、非正規の実態、これは先般、

新聞で出された問題なのですけれども、検証コ

ロナ時代、こういう形で雇用の格差、様々なも

のが出てきました。そしてまた、私はもっと大

きな問題として言えるのは、役所の体制の問題

もあると思うのですよ。この間、台風災害等で

土木技術者の問題が出てきたと思います。そし

て今、垂水市の非正規雇用率は、もう３割から

４割という状況の中であります。 

 そもそも自治体というのは、正規が担ってい

くというのは、これは法律上の立場です。とこ

ろが今そこに会計年度職員とか様々な形で職員

が不足したり十分対応できないという現実の問

題があります。今回もそういうことは、私はあ

っただろうと思います。 

 例えば、保健師が今の状態で十分なのかどう

なのかも含めて、市民の命と暮らしを守る、そ
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ういう観点に立った政策が遂行できるのかとい

うのも一つはあったと思います。もう一つは、

今この施設の問題でもフリーランスさん、いわ

ゆる個人事業者もいらっしゃいました。そうい

う方々が、今度のこのクラスターで仕事を奪わ

れ、生活ができなくなったという実態もありま

す。そこを感じていらっしゃるのかどうか分か

りませんけども、そういう実態も生まれてきて

いるのですよ。そこに自治体が果たせなくてど

うなっていくのだと、誰がどうして対策を取っ

ていくのか、この２番目に指摘されたのがここ

だろうと思うのです。自治体の役割とは何なの

かということだと思いますけれども、その認識

について、市長に伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  私の基本的な理念は、垂

水市の発展と市民の皆さんの幸福と、そういう

観点に立てば、今おっしゃるように、全てが行

き届いて、いい状況になるようにとは、もちろ

んそういう気持ちで取り組んでおりますけれど

も、現実には権限と財源の問題がありますので、

その中で、できるだけ手出し少なく、国や県か

ら財源を取り入れながら、またそこでカバーで

きないものは、しっかりと手当てをしていくと

いうのは当然のことでありますので、今回も議

員の先生方からそれぞれに現状においての御要

望を承って、その声を聞きながら政策に反映し

ていくと。もちろん今回のことで十分ではない

し、今後も変化していきますから、そのことを

見極めながら対応していきたいというふうに考

えております。 

○持留良一議員  それと関連して、私は、問題

として３番目、２番目及び４番目を出してきた

わけですよね。財政問題、限りがあります、国

のほうも。しかし、今後10年を見越したときに

は大変厳しい状況が続くと思います。社会保障

が増える、人口は減少していく。そうすると歳

入をどう確保していくのか、様々な問題点も出

てくると思います。その中でのあるべき財政運

営というのが求められてくるだろうと思います。

そこの点については、先ほど財政課長が言いま

したけど、中長期、短期も含めて検討していく

のだということでした。また、これは改めて詰

めていきたいというふうに思いますけれども。 

 そういう中で求められている当面の対策とし

て、４番目ですね、感染症対策の問題なのです

けども、どういう視点を置いて、自治体として

補正予算に関して対策を取っていくのかという

のがあると思うのです。私、やっぱり被害実態

を総合的に把握する問題、健康被害、社会的・

経済的被害、社会的弱者対策、それと被害者へ

のケア、補償、生活経営の維持再建、それと感

染防止対策、このＰＣＲ検査の問題が今日も出

ていますけれども、当面の間、３月31日までし

か出ていないのですよね、本市はね。これは経

過を見ながらということだったのですけれども、

はたしてそれで感染予防対策になるのかという

問題なのですよ。 

 国のほうの専門家会議も、もっともっと検査

はやるべきだという指摘もされています。この

ノーベル賞をとられた方ですけれども、もっと

もっと検査を、無症状を早く見つければ、感染

拡大の防止を止められる、こういう指摘もされ

ています。うちは、とにかくこの３月31日で終

わるのだということが言われていますけども、

そういう中で改めて、３次補正予算との関係で

何を重点に対策を取っていくのか、私はこうい

う感染防止対策含めて重要な柱があると思いま

すが、最後にそれを聞いて私の質問を終わりま

す。 

○財政課長（濵 久志）  ＰＣＲ検査の関連で

ございますが、現在の予算では、３月31日まで

ということで市民の皆様には通知をしておりま

すが、補正予算で対応するということで準備を

進めておりますので、補正予算で４月１日に適

用するという形でＰＣＲ検査の補助は実施する

という考えでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。次は、午後１時20分から再開いたします。 

     午後０時10分休憩 

 

     午後１時20分再開 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、２番、森武一議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［森 武一議員登壇］ 

○森 武一議員  それでは、総括質疑、一般質

問を始めさせていただきたいと思います。 

 まずもって、昨年12月末に本市で初めて新型

コロナウイルス感染症患者が確認されてから１

月のクラスターへと御対応いただきました中央

病院関係者、コスモス苑関係者、消防職員、そ

して保健課を中心とした市職員の皆様に心から

感謝申し上げます。皆様お一人お一人の頑張り

が本市におけるとりあえずの新型コロナウイル

ス感染症の収束へとつながりました。ワクチン

接種が済むまでの間に、まだまだ時間がかかり

そうであり、それまでの間、気が休まる日はな

いかもしれませんが、引き続き新型コロナウイ

ルス感染症対応をよろしくお願いいたします。 

 12月末に本市で初の感染者が出てからクラス

ター発生、そして発生後の対応について、感染

予防体制、早期発見体制、感染拡大防止体制、

発生後の対応、また庁内の業務継続の観点から

の対応などのしっかりとした検証が必要だと私

は考えます。しかし、本議会では、この問題を

議論する時間がないことから、改めて別の機会

に議論を行いたいと思います。 

 また、２月16日の市役所の爆破予告について

ですが、当日、職員は２階以上へ避難されたと

聞いています。この避難に関してですが、爆破

によって火災が発生した場合、２階以上で多く

の被害が出るおそれがあります。一昨年、京都

アニメーションの放火事件では、全犠牲者36名

中31名もの方が２階以上で犠牲になられていま

す。このことを考えたときに、今回の避難の在

り方、爆破予告に対する対応の在り方に問題が

なかったのか、現実に起こった場合を考えて検

証いただくようお願いし、質問に入らさせてい

ただきます。 

 まず、予算編成についてです。コロナ禍等を

受けての来年度以降の財政に対する考えと本予

算編成の関わりについて、中長期的な本市の財

政をどのように捉えているのか、その中長期的

視点に立って、来年度の予算を編成するに当た

ってどう対応したのか伺います。 

 また、この財政の中長期的な視点に関しては、

次、２問をお答えいただくに当たっても踏まえ

てお答えください。 

 次に、財政の長期推計の必要性の認識につい

てです。昨年12月議会で、財政の長期推計は難

しいとの御答弁があり、担当課としては、３年

程度しか見通せないということでした。人口減

少社会ということを考えると、今後、様々な行

政計画を行うに当たって、長期の財政推計は必

要かと思いますが、その必要性について財政課

長の認識を伺います。 

 財政調整基金についてです。来年度当初予算

では、財政調整基金は約９億円となると示され

ています。これまでの財政当局の説明では、財

政調整基金は15億円を目安に積み立てるとの説

明を伺っておりました。この目標額に変わりは

ないのか、また、変わりがないとすると、どの

ような計画で15億円の積立てを目指していくの

か、お考えを伺います。 

 次に、公民館長代理の位置づけということで、

昨年の６月議会で梅木議員がこの件について質

疑をされていました。館長代理制度が始まって

１年たとうとしておりますが、館長と館長代理

の位置づけが曖昧だという声を多く聞きます。 

 そこで、社会教育課長、公民館長代理の位置
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づけについて、改めて整理をお願いいたします。 

 次に、道の駅はまびらに関する情報公開につ

いてです。平成29年１月20日の全員協議会にお

いて、南の拠点整備事業の情報公開について、

ＰＦＩのモニタリングに関するガイドラインに、

公表することが必要と定められているので、こ

のガイドラインに基づき、事務進行管理を行う

と説明されています。そして、このガイドライ

ンによると、財務状況を含め、定期的なモニタ

リングの実施が求められています。結果につい

ても、ガイドラインには、住民等に対し、積極

的に公表することが必要であると記載されてい

ます。 

 そこで、全員協議会でも、ガイドラインに従

って公表を行うと説明していることから、垂水

未来創造商社を含む鹿児島総合企業体グループ

に対して、これまで行ってきた監査報告書、貸

借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算

書、利益処分計算書、財務諸表附属明細書、財

務申告表、資金繰り表を含めたモニタリングの

結果を、市民への速やかな公表が必要だと考え

ますが、お考えをお伺いします。 

 最後に、新型コロナウイルス感染症に対して、

私なりの提案を行いたいと思います。コロナ禍

が長期化する中で、経済的に苦境に立たされる

事業者が増えてきているとお聞きしています。

また、市長は、本市独自の給付金を考えている

ともお聞きしています。本市の大変厳しい財政

状況の下で、影響を受けた全ての業種を支える

ことは現実的には難しいです。しかし、影響は

大なり小なり、飲食、観光業以外の多くの業界

に広がっているのも事実であります。 

 そこで、限られた予算の中で最大限の効果を

狙うには、やはり市場を通しての対策が必要だ

と思います。現状、市民の消費者心理としては、

外食を呼びかけたとしても外食をするような状

況ではありません。そこで、ＧｏＴｏイートや

農水省の「元気いただきますキャンペーン」な

どと同じ考えではありますが、新型コロナ後の

本市の稼ぐ力を見据えて、２つの提案をさせて

いただきます。 

 １つ目は、テークアウトをするお弁当の販売

額の100円を補助し、消費拡大を狙う、次に、

そのテークアウト弁当に本市の農水産物を利用

した場合に仕入れ額に応じて支援をするという

のはいかがでしょうか。この案は、このコロナ

禍の影響が起きている生活が苦しい市民の負担

を軽減すること、そして、事業者に対しては、

販売促進と利益率の底上げが見込めます。宮崎

県には、コロナ禍の中でも、新たにレトルトカ

レー作りに挑戦をし、人気となっている事業者

がいるとお聞きします。資本主義社会において

は、事業者の競争力は市場の中で鍛えられ向上

します。仮に、私の案を行った場合には、でき

た弁当は垂水市の特産品を使用した御当地弁当

となります。そして、コロナ禍が収まって経済

活動が十分に行えるようになったら、垂水市の

御当地弁当としてしっかりと売ってはいかがで

しょうか。市長の考えをお伺いし、１回目の質

問とさせていただきます。 

○財政課長（濵 久志）  コロナ禍等を受けて

の財政に対する考えと、本予算編成の関わりに

つきましてお答えいたします。 

 令和３年度当初予算編成時期に示されていた

総務省の令和３年度地方財政収支の仮試算の段

階では、地方交付税の総額が、2020年度予算比

2.4％減となっており、新型コロナウイルス感

染拡大に伴う経済環境の悪化で国税や地方税収

も大幅な落ち込みが見込まれ、地方財政の急激

な悪化は避けられない見通しとなっておりまし

た。 

 このような状況の中、令和３年度当初予算編

成においては、将来にわたって持続可能な財政

基盤の確立を図ることを基本として、第２次財

政改革プログラムを踏襲し、市民サービス向上

のために真に必要な新たな施策を展開すること
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といたしました。 

 また、既存事業につきましては職員一人一人

が危機意識を持って、改めて事業の必要性や費

用対効果などを精査し、事業の見直しや再構築

を図り、財源確保に努めることといたしました。 

 さらに、重点施策については、限られた財源

の重点的な配分を行い、効率的な財政運営を進

めるため、安心・経済・未来の３つの挑戦を重

点施策とし、令和３年度に実施が不可欠な事業

を優先的に予算化し、第５次総合計画の将来都

市像の実現に向けて予算編成を行いました。 

 次に、財政の長期推計の必要性の認識につい

てお答えいたします。 

 財政の長期推計につきましては、将来にわた

って持続可能な財政基盤の確立を図る上からも

必要であると認識しておりますが、12月議会で

長期推計をお示しした際に申し上げましたとお

り、長期推計は大きな傾向が分かるレベルでの

推計方法となることから、自然災害や新型コロ

ナ感染など社会情勢の変化や設定条件次第で結

果が大きく変動し、推計としての精度が落ちる

ことになります。 

 また、内閣府の令和３年２月の月例経済報告

では、景気が新型コロナウイルス感染症の影響

により依然として厳しい状況にある中、持ち直

しの動きが続いているものの、一部に弱さが見

られるとされており、先行きについては、緊急

事態宣言の解除後も感染拡大の防止策を講じつ

つ、社会経済活動のレベルを引き上げていく中

で、各種政策の効果や海外経済の改善もあって

持ち直していくことが期待されるが、内外の感

染拡大による下振れのリスクの高まりに十分注

意する必要があるとされております。 

 このようなことから、現時点において新たな

長期推計を作成することは、条件設定が極めて

困難でありますことから、新型コロナウイルス

感染症による今後の各種影響を注視していきた

いと考えております。 

 次に、財政調整基金15億円積立目標に変わり

はないかにつきましてお答えいたします。 

 財政調整基金につきましては、大規模災害な

どに備えるため15億円を目安として積み立てて

いきたいと考えております。 

 また、本市の財政構造は、市税等の自主財源

が乏しく、地方交付税や国県支出金等の依存財

源の割合が高く、国の方針、施策によって大き

く左右されることから、見通しが立てにくい部

分もございますが、中長期的な視点に立って将

来の負担増に備えるため、国の状況を注視して

財源確保を行い、目標額の積立てができるよう

努めたいと考えております。 

 以上でございます。 

○社会教育課長（紺屋昭男）  公民館長代理の

位置づけについての改めての整理についてお答

えいたします。 

 令和２年度より会計年度任用職員制度が施行

され、地区公民館においても館長及び主事の

方々も会計年度任用職員に移行しなければなら

なくなったところでございましたが、館長職に

つきましては、昨年６月議会の梅木議員の御質

問の答弁でも申し上げましたように、社会教育

課長が９地区公民館長を兼務し、従来の各地区

公民館長におかれましては、館長代理という職

名において、これまでどおり地域のまとめ役と

しての役割を引き続き担っていただき、地域の

実情に応じた公民館運営を円滑に行っていくた

めに御尽力いただいているところでございます。 

 館長代理の位置づけにつきましては、会計年

度任用職員へ移行するまでの間の暫定的なもの

で、各地区公民館で行う各種事業の運営に対し

ての指導や助言、社会教育課に対しての意見や

提言等が行える顧問的な役割をしていただく位

置づけとしているところでございます。そのよ

うなことから、公民館長の職につきましては、

会計年度任用職員へ移行するまでの間、社会教

育課長が責任を持って行っているところでござ
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います。 

 本年度、公民館の様々な事業実施等に当たり、

地区の住民の皆様が、従来の館長が館長代理と

いう職名で館長が社会教育課長であることでの

違和感や、昨年、各地区公民館に行ったアン

ケート調査等によりますと、一部公民館におい

ては、早い時期に会計年度任用職員へ移行した

ほうがよいのではないか、また、全館一斉に移

行すべきではないかなどの御意見も頂いている

ところでございます。 

 館長の会計年度任用職員への移行につきまし

ては、地区公民館連絡協議会でも実施に向けて

の協議や各地区公民館との意見調整を行いなが

ら、令和４年度に全館一斉に移行したいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  財務諸表等、

道の駅たるみずはまびらに関する事業、財務情

報の市民への公表につきましてお答えいたしま

す。 

 南の拠点整備事業の契約に基づき、道の駅た

るみずはまびら本体施設の維持管理業務であり

ます建築物保守管理業務、建築設備保守管理業

務、清掃業務が適切に実施されているか確認す

るため、ＳＰＣ株式会社鹿児島総合企業体グ

ループに対しまして、モニタリングを行ってい

るところでございます。 

 なお、モニタリングにおきましては、収益

サービス部分が含まれていないことから、財務

状況につきましては確認しておらず、収益サー

ビスを実施している株式会社垂水未来創造商社

より、収益サービスの覚書に基づき、年度終了

時に事業実績、貸借対照表、損益計算書を収益

サービス報告書として提出され、確認している

状況でございます。 

 次に、公表についてでございますが、公文書

として保有しております収益サービス報告書に

つきましては、開示請求があった場合は、垂水

市情報公開条例に基づき、全部開示、部分開示、

または不開示の判断を行うこととなります。 

 なお、当該公文書につきましては、株式会社

垂水未来創造商社に関する情報が記録されてお

りますことから、開示決定をするに当たり、株

式会社垂水未来創造商社に対して開示請求に係

る公文書の表示その他実施機関が定める事項を

通知して、意見書を提出する機会を与えること

となっております。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  新型コロナウイルス感染

症対策の経済対策についてお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染拡大により、市内事

業者の皆様の売上げが減少するなど経営が厳し

い状況の中、これまで経済対策といたしまして

は、市内商工業者、水産業者に対しまして、持

続化給付金や２回にわたるプレミアム商品券の

発行など様々な取組を実施してまいりました。

本市において、クラスターが発生して以降の影

響など、コロナ禍が長期化する中で、その状況

を踏まえたいろいろな経済対策も必要であると

いうふうに考えております。 

 御提案の２つ、お弁当への100円の補助、あ

るいは垂水食材の使用への補助という御提案が

ありました。その考え方について、今後検討し

てまいりたいと考えます。必要において、現金

等の直接支給という方法もありますし、また、

先ほど申し上げた２度のプレミアム商品券のよ

うな、三方よしということを念頭に置いた施策

を講じる必要もあろうかというように思います

ので、いずれにいたしましても、これまでもあ

らゆる対策をし、検討してまいりましたけれど

も、さらにこれから主管課であります水産商工

観光課と商工会などの関係機関と本市の事業者

の現状をよく踏まえた上で、対策について議員

の皆様からも御提案をいただいておりますので、

何が必要であるかということを、さらに協議を

重ねて、今後の支援策に努めてまいりたいと考
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えているところでございます。 

○森 武一議員  それでは、時間が限られてい

るので、全てに関して、ちょっと質疑を行いた

いところではあるのですが、絞って質疑をさせ

ていただければと思います。 

 まず、財政に関してですが、財政の長期推計

について、今後、注視をしていきたいというお

話だったかと思います。先ほど前田議員のとこ

ろで、有利な国からのお金を使って予算、事業

を行っていくという、実質的な負担は垂水市の

ほうは少ないというお話だったかと思います。

今回、課長が先ほど、当初の地方交付税が

2.4％減になるというお話を、大変厳しい状況

なのだというお話だったかと思います。国のコ

ロナ禍がこれから継続していって、国の財政状

況が、昨年100兆円規模で新規の国債を発行し

て、長期的にも財政は厳しくなってくるのでは

ないかと想定されているところではあります。 

 これに関しては、地方財政計画自体も枠自体

がどんどん少なくなっていく可能性も高くなっ

てくるので、そうなってきたときに、課長はも

うお分かりの上であえて答弁はされなかったの

かなと思うのですが、財政需要額であったりと

かというところに国の有利な制度を使って事業

を行うといったときに算入される、そして、国

から交付税措置をされるから垂水市の負担は少

ないのだということだったと思うのですが、そ

こに関して、国の地方財政計画自体が地方財政、

交付税額自体が少なくなってくると、そこで臨

財債で対応して、自治体の財政を賄うというお

話だと思うのです。 

 この臨財債に関しては、折半ルールとかがあ

るので、基本的にはその臨財債で発行した額の

半分程度は、やはり市のほうで見ていかなけれ

ばいけないとなってくると、市当局として、

丸々丸抱えではないかもしれないですけど、

徐々に徐々に厳しくなってくると思います。 

 そして、長期推計に関してなのです。長期推

計に関してなのですが、例えば第５次総計のと

ころにおいて、その裏付けとなる財政の健全性

の確保が必要であり、中長期的な財政見通しの

下、コスト縮減に努めるなど健全な財政運営を

進めますというふうに書かれているのですね。

「中長期的な財政見通しの下に」と言っている

ときに長期的な見通しは立てられないとおっし

ゃっていると思うのですが、この総計のこの方

針、中長期的な見通しの下に財政運営を進める

というところをどうやって確保するのかという

ことをお伺いしたいと思うのですが、御答弁よ

ろしくお願いいたします。 

○財政課長（濵 久志）  先ほど答弁したよう

に、長期推計になりますと、１％のずれが毎年

積み重なっていくと。ですので、実際、予算の

決算額というのは、波を打って決算は出ていき

ます。長期推計になると一定のレベルで下げる

なり上げるなりという数字を使わざるを得ない

ということで、推計としての精度は落ちるとい

うことになります。 

 もし、あえて長期推計を立てるのであれば、

ある時期で数字を固定して横に引っ張っていく

という推計になりますので、それこそ精度が落

ちるということになります。 

 以上です。 

○森 武一議員  今、横に推計を引っ張ってい

くというところなので精度が落ちるという話だ

ったと思うのですが、人口ビジョンに関しても、

上位、中位、下位であったりとか４パターンを

示して人口推計を出されていると思います。財

政推計に関しても、様々な要因というところで

すよね。本市の、国全体の財政状況、景気がど

うなっていくかというところを踏まえた上で、

国のほうでも目標としての経済成長率というの

は出されていますし、そういうところを踏まえ

て出すことは可能だと思います。 

 そして、その推計自体に関しても、確かに精

度として落ちるというのは分かります。ただ、



－69－ 

その目標というか、どういうふうになっていく

かということが分からない中で、どうやって現

状、今のこの予算額、昨年であれば新庁舎建設

ですね、庁舎建設計画を考えたときに、この予

算を出すことが、今この市の財政に対して妥当

なのかどうなのかという判断をするのかという

のがすごく難しくなってくると思うのですが、

そこに関する財政課長としての考えはいかがな

のでしょうか。 

○財政課長（濵 久志）  将来にわたっての持

続可能な財政基盤を確立するためにも、その長

期推計というのは必要だという認識はございま

す。今回、新型コロナの影響で、全く来年度の

交付税、あるいは税収というのが見込めない状

況ではございますので、今後、その後の状況等

を鑑みまして、推計ができるように努力はして

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

○森 武一議員  それでは、市長、お伺いした

いと思うのですが。垂水市においては、過去の

例を踏まえて、財政改革プログラムを、この間、

何回かにわたって実施をしてきている。第２次

財政改革プログラムが平成26年度まであったか

と思います。その後、28年度ぐらいから市の公

債残高というのは増えてきているかと思います。

要は長期推計ですね、目標額、要はこれで財政

を運営していくのだということが必要だと思う

のですが、市長のお考えをお伺いできればと思

います。 

○市長（尾脇雅弥）  大局観で申し上げるしか

ないので大局観で申し上げます。厳密に言うと、

先ほど森議員が言われたみたいな長期的な財政

的な計画というのはもちろん必要だと思います。 

 しかしながら、私自身がこの政治家になって

認識している中では、平成の合併の頃が一番厳

しくて、どこをとるかにもよるのですけども、

トータルとしては、借金を減らして貯金を増や

して現在まで至っている、そして、人口は減っ

ている、そのことに比例して、必ずしも交付税

が減るということでもないわけですね。それは

特別交付税等、足を運んだりして努力をしたり、

有利な国からの財政を支援をしていきながら、

やりくりをしていくということです。１年間を

通じて災害があったり、また想定し得ない新型

コロナみたいな状況もありますけれども、その

時の状況を見ながら、どうやってうまくしてい

くかということが大事なことだと思います。 

 ただ、結論としては、その見通しと、先ほど

おっしゃった目標みたいなものは、当然必要だ

と思いますから、その辺を目標にビジョンを掲

げながら、足元の対応をしっかりやっていくと

いうのが私の立場でございます。 

○森 武一議員  もう時間がなくなってきてい

るので、ここに関しては、私としては長期推計

というのは、様々な前提を置いた上でやること

が必要だと思いますので、早期につくっていた

だければと要望してこの質問を終わらせていた

だきます。 

 次に、はまびらの情報公開についてですが、

先ほどの御答弁におかれると、未来創造商社に

関しては、収益サービス事業であるから含まれ

ないという答弁だったと思います。今回、その

収益事業に関しては、サービス対価として対価

を支払って、15年間分割して支払うというふう

なものになっているかと思うのですが、この契

約書、鹿児島総合企業グループと交わした契約

書に未来創造商社は含まれるのかどうなのか、

この点について１点お伺いできればと思います。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  垂水未来創

造商社につきましては、協力企業ということの

位置づけで入っていると認識しております。 

○森 武一議員  すいません、端的にお願いし

たいのですが、この契約書に未来創造商社は履

行する、従う義務があるのかどうなのか、契約

書としてこの契約の中に含まれているのか、含

まれていないのであれば含まれていないので結
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構なのですが、そこについて御答弁お願いしま

す。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  先ほども申

し上げましたとおり、協力企業体として反映さ

れているという理解でございます。 

○森 武一議員  すみません、御答弁になって

いないと思います。私が聞いているのは、この

契約書に従う必要があるのかどうなのか。要は、

今の御答弁であれば、覚書一枚であそこの未来

創造商社は、はまびらの事業運営を行っている

ということになると思うのですが、そういう認

識でよろしいということでしょうか。 

○水産商工観光課長（大山 昭）  契約書に基

づいた中では協力企業体と、覚書の中での収益

サービスに関しての確認はされているという考

え方でございます。 

○森 武一議員  これで終わらせていただきま

す。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後２時から再開いたします。 

     午後１時51分休憩 

 

     午後２時０分再開 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、１番、新原勇議員の質疑及び質問を許

可いたします。 

   ［新原 勇議員登壇］ 

○新原 勇議員  去年の１月15日に国内初の新

型コロナ感染者が出て以来、我が市では、第１

波、第２波と耐えてきましたが、第３波で近隣

市町村でも増える中、ついに12月26日に新型コ

ロナ感染者が発生し、１月19日からコスモス苑

にて大規模クラスターに発展し、対応に追われ

た市職員関係者は、正月休みも返上し、黙々と

勤務されたことは、感謝の意を言い表しても足

りないくらいです。また、感染された患者さん

にはお見舞いを申し上げます。 

 そして、次は新型コロナワクチンの接種に向

けて準備です。国の情報が錯綜する中で、市民

が安心して摂取できる体制をいろいろ模索され

ていると思いますが、万全な体制でお願いいた

します。 

 商工業においては、11月より第３波の波が来

始め、急激に大きな波が来る前に、12月28日、

ＧｏＴｏトラベルが急遽一時延期、１月７日よ

り大都市の緊急事態宣言、県も１月28日より５

市で飲食店の時間要請があり、テレビをつけれ

ば新型コロナ感染の話題ばかりで、ますます人

が外出しなくなり、垂水市の飲食店ほか関連業

種も忘年会や新年会等はほとんどなく、家族の

方も外食は極端に控えられ、大打撃を受けられ

ています。 

 商工会として、市に対し、支援策を講じてい

ただきたいと要望書が出されました。補正予算

にて、飲食業支援金を組んでいただきありがと

うございます。ほか商工業者に対しても継続的

な支援をお願いいたします。 

 今年度をもって、私と同級の５人が退職され

ます。髙田・鹿屋課長をはじめ、梅本氏、大坪

氏、濵田氏と、昭和のアナログの古き時代より

平成、令和とデジタルな時代を駆け抜けられ、

垂水市の屋台骨として定年まで従事されたこと

は心より感謝いたします。これからも、さらな

る御健勝と御活躍をお祈りいたします。 

 議長の許可を頂きましたので、さきの通告書

どおり質問いたします。 

 市報３月号でも特集が組まれていますが、い

よいよＧＩＧＡスクールが始まり、４月より子

供たちにタブレットが支給されます。先生たち

の授業のコンテンツも様変わりしていきます。

導入に向けての初期設定、低学年のパスワード

の管理、またはタブレット取扱いなどどのよう

になっているのか、また、持ち帰りは何年生か

らなのか、取扱いについてお聞かせください。 
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 ＡＩの活用について。時代の流れで機械化が

どのような分野でも進んでいます。土木の分野

でも、スコップやツルハシなど人的な部分がユ

ンボやショベルに変わり、危険な場所での無人

運転遠隔操作でも動かしております。農業にお

いても、クワからトラクターに変わり、マルチ

を張りながら種植えまでできます。 

 ほかの分野でもどんどん進化しています。事

務作業の分野でも同じだと思います。去年の新

聞記事で、奄美市において１人10万円支給する

特別定額給付金のとき、申請書類の処理に、人

工知能ＡＩと事務作業を自動化するＲＰＡ癩癩

ロボテック・プロセス・オートメーションを活

用したシステムを導入し、入力ミス防止や作業

時間短縮のため、職員の打ち込みで１件当たり

５分を要した作業が30秒で処理できたと。税の

納付書や財務会計作業でＲＰＡシステムを導入

しているが、現在、垂水市において、事務作業

の効率化はどのような取組状況なのかお聞かせ

ください。よろしくお願いします。 

○学校教育課長（今井 誠）  導入に向けての

初期設定、低学年のパスワード管理、タブレッ

ト管理につきましてお答えいたします。 

 12月議会での契約議案承認後、納入業者と本

契約を結び、４月からの本格稼働に向け、３月

中の機器導入を目指し、綿密に打合せを行いな

がら準備を進めているところでございます。 

 今回導入する児童生徒、教職員用タブレット

端末932台につきましては、仕様書や打合せ事

項に従い、クラウド環境設計書を作成の上で

様々なクラウドサービスを利用できる環境を構

築しているところです。 

 今後、納入業者が実際の端末の一部を学校に

持ち込み、ネットワーク接続設定を行った上で

再度持ち帰り、全ての端末に環境を複製し、初

期設定完了後、３月中に各学校に納入される予

定でございます。 

 なお、ハードウエア的初期設定は納入業者が

行いますが、市内の全児童生徒と全教職員の一

人一人のアカウント発行や様々なクラウドサー

ビスのユーザー登録、各種設定等のソフトウエ

ア的初期設定は、各サービス提供会社や本市の

情報統計係と連携を図りながら、学校教育課の

担当指導主事が準備や設定等を行っているとこ

ろでございます。 

 次に、低学年のＩＤやパスワードの管理につ

きましては、児童の発達の段階を考慮すると難

しい面も考えられます。そこで、全ての児童生

徒にＩＤ、パスワードやその管理の注意事項等

も記載したカードを作成し、担任から指導を加

えた上で配布することとしております。 

 また、パスワードを忘れた場合に備え、学校

ですぐにパスワードを再発行できるシステムも

導入し、必要に応じてＩＣＴ支援員や学校教育

課からもサポートすることで、できるだけ授業

に支障のないようにしていきたいと考えている

ところでございます。 

 次に、タブレット管理につきましては、基本

的に各学校の電源保管庫に入れて管理すること

としておりますが、本市では、必要に応じてタ

ブレット端末を家庭に持ち帰り、ＡＩドリル等

を活用して学習することも想定しております。

端末持ち帰りにつきましては、現在、市教委で

持ち帰りのルールや手続を作成しているところ

です。 

 また、全ての学年が対象となりますが、各学

校で、どの学年から持ち帰りを認めるか検討し、

事前に児童生徒に指導するとともに、ＰＴＡ総

会等の機会に保護者の理解を得た上で持ち帰り

を認めることとしております。 

 なお、登下校中や家庭でのタブレット端末の

管理は、保護者の協力も必要となりますので、

今後、端末持ち帰りの留意事項を分かりやすく

記載したリーフレットを作成し、配布する予定

でございます。 

 最後に、932台のタブレット端末の管理、メ
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ンテナンス、パスワード忘れ等への対応、転出

入時や端末故障時の対応など、４月からの本格

稼働後は様々な課題も予想されますことから、

各学校を巡回するＩＣＴ支援員とともに、学校

の教育活動に支障が出ないよう、サポートを強

化してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○総務課長（和泉洋一）  ＡＩ、ＲＰＡの取組

状況につきましてお答えいたします。 

 議員が申されましたとおり、入力ミス防止や

作業時間短縮のために、ＡＩやＲＰＡを活用し、

業務の自動化を図り、労働生産性を高め、市民

サービスの向上を目指すことが業務改善につな

がるものと認識しております。しかしながら、

本市においては、まだ導入できていないのが現

状でございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。２回

目からは一問一答方式で、お願いいたします。 

 タブレットのパスワード、本当に低学年は大

変だと思います。それで、お友達に教えてはい

けないよと言いつつも、お前のは何かと言いつ

つ、今度は友達同士でタブレットを交換するお

それもあって、家にそのまま持って帰るとか、

いろんな状況が考えられると思います。タブレ

ットには、多分、名前か何か低学年の場合は書

いてあるとは、シールか何か張ってあるとは思

いますので、そのあたりは十分気をつけてもら

いたいと思います。 

 そこで、インターネット環境にない貸出Ｗ

ｉ癩Ｆｉルーターは、今回、整備で組まれてい

ますが、現時点、小・中学校それぞれの世帯

何％ぐらいがインターネット接続をしていない

のか、また、貸出しのインターネット接続料は

幾らぐらいかかるのか、誰が負担するのかお聞

かせください。 

○学校教育課長（今井 誠）  貸出用Ｗｉ癩Ｆ

ｉルーターの接続料につきましてお答えいたし

ます。 

 本市では、ＧＩＧＡスクール構想により整備

するタブレット端末につきましては、児童生徒

が家庭に持ち帰り、家庭での学習に活用するこ

とを前提に整備を行っているところでございま

す。 

 しかし、その際に、家庭にインターネット環

境がない児童生徒は、端末を持ち帰り、家庭学

習で活用できない場合も考えられます。そこで、

Ｗｉ癩Ｆｉルーターの貸出しに向け、昨年５月

に市内全ての児童生徒の家庭に対し、調査いた

しましたところ、小学校で19.6％、中学校で

14.5％の家庭にＷｉ癩Ｆｉ環境が整っていない

ことが分かりました。この調査結果を踏まえ、

各学校のＷｉ癩Ｆｉ環境が整っていない家庭数

が最も多い学年の数で学校ごとのＷｉ癩Ｆｉ

ルーターの整備数を決定したところでございま

す。 

 なお、貸出しにつきましては、必要に応じて

上学年を優先とする予定でございます。 

 また、この貸出用モバイルＷｉ癩Ｆｉルー

ターの接続料につきましては、全額市で負担い

たしますので、保護者の接続料負担はございま

せん。１台当たりの接続料は、月額税込み

2,202円、これを年間の額にいたしますと税込

み２万6,426円でございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  接続料は、１件の値段ですね、

はい、分かりました。上学年、学校同士、今度

はＷｉ癩Ｆｉの貸出しの、うちの学校はこれだ

けちょっと足りないがという内容に学校同士で

また話合いをして、使えるようにやってくださ

い。 

 それと、今回タブレットの活用で、今、子供

たちはテレビゲームやスマホなどで目を酷使し

て、通常の視力検査では分からない隠れ近視が

多くいるそうです。その中で問題となる眼軸の

長さが問題視報道されていますが、眼軸が長く
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なると、将来的には白内障が5.5倍、緑内障が

3.3倍、網膜剥離が21.5倍と、目の病気のリス

クが高まります。文科省も、来年度からは全国

で大規模調査をするよう指示も出ています。垂

水市として、急増する近視の進行予防対策とし

て、どのようなことを考えているのか教えてく

ださい。 

○学校教育課長（今井 誠）  子供たちの隠れ

近視の予防対策につきましてお答えいたします。 

 学校や家庭において、ＩＣＴ機器の使用環境

が急速に整備されていく中、最近話題になりつ

つある子供の目の健康状態につきましても、十

分留意する必要があると考えております。 

 そこで、学校教育課では、既に１月中旬にＧ

ＩＧＡスクール構想の周知リーフレットを作成

し、教職員並びに保護者に配布しております。

その中で、視力低下防止をはじめとした、健康

面も含めたタブレット端末の使い方等、児童生

徒の学校や家庭における端末使用状況の指導及

び見守りについてお願いをしているところでご

ざいます。 

 また、リーフレットには、タブレット端末を

活用した一日の流れを掲載しており、授業での

利活用を中心としながら、その中で給食時間や

昼休みは端末を電源保管庫に入れて充電を行う

ことを明記しております。給食時間や昼休みは、

児童生徒がタブレット端末を使うことなく目を

休めることができるようにするという狙いもご

ざいます。 

 なお、今回、垂水市が整備するタブレット端

末は、Ｗｉｎｄｏｗｓの端末であり、この端末

には目に有害とされるブルーライトを和らげる

設定もなされております。 

 さらに、先般、市のＰＴＡ連絡協議会でも、

スマートフォン、タブレット、ゲーム機等の利

用に関する家庭でのルールづくりを行っており

ます。学校教育課といたしましても、学校や家

庭と連携を図りながら、望ましいタブレット端

末の利活用をお願いするとともに、近視の予防

対策を適切に講じてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  ありがとうございます。子供

たちはテレビ、スマホ、それに今度はタブレッ

ト、30センチ以内で目を酷使する機会があると

思います。世界でもスマホ、ゲームなどで30セ

ンチ以内を見る時間を20分超えたら20フィー

ト癩癩６メートル以上を20秒間見るという20癩

20癩20ルールもあります。そして、太陽の光を

浴びるのも効果があるそうです。晴れた日は休

み時間に我々も外に出ていたのですけども、そ

れは１万カンデラの光を浴びることが目にはよ

いそうです。 

 それから、今後、光ケーブルが全市に張り巡

らされる予定です。オンラインで市外学校同士

の授業やイベント参加、感染症などで自宅待機

をしている子供への授業参加、オンラインで

様々なことができる可能性があります。ぜひ子

供の可能性を伸ばす学びになってほしいと思い

ます。 

 そして、できれば、現在、垂水高校生だけに

東進スクール講座を希望者には行っていますが、

それを半額負担でもいいので中学生まで広げる、

そうすれば、他市町村にはない子育て支援策に

なるのではないかと思います。 

 そうなる希望を願いまして、次の質問に行き

ます。先ほど、まだ垂水市はＡＩ、ＲＰＡを活

用したことは行っていないということですけれ

ども、事務効率化において、今から必要だと思

うのですけれども、まず職員の残業時間ですが、

平日の夜遅くまで電気が煌々とついております。

下手をすれば、もう土曜日、日曜日まで電気が

ついているときもあります。時期に応じて、部

署で残業は違うと思いますが、現在、平均どの

くらいの残業をされているのかお聞かせくださ

い。 
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○総務課長（和泉洋一）  職員の残業時間の状

況についてお答えいたします。 

 令和元年度の実績といたしまして、職員１人

当たりの超過勤務時間は、一月平均5.4時間で

ございます。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  １人平均5.4時間ですので、

多分多い方もいらっしゃると思います。これか

らは、残業やこういうヒューマンエラーを減ら

したり、職員の残業効率化、働き方改革を図る

上にもＡＩやＲＰＡ導入は避けられない時代に

なるが、導入に向けてどのような課題があるか

お聞かせください。 

○総務課長（和泉洋一）  導入に向けての課題

はにつきましてお答えいたします。 

 導入に向けての課題といたしまして、どの業

務や分野に適しているか、また、導入による作

業時間の短縮がどの程度可能であるか、超過勤

務の削減が期待できるかなどの業務適性や導入

効果の検証が挙げられます。 

 また、導入コストがどの程度かかるかも重要

な課題でございますので、業務の効率化に係る

費用対効果についても十分な検討が必要あると

考えております。 

 以上でございます。 

○新原 勇議員  今、国も動いております。国

の方針がどのような感じになるか分かりません

けれど、そのときになって、また垂水市のほう

もＡＩ、ＲＰＡを導入する時期が来ると思いま

す。導入することで仕事の効率化によりほかの

仕事もできるメリットもあります。残業を増や

さないためにも、機械化できるところはやって

いただきたいと思います。 

 また、ＡＩに頼りっ放しになると、フリーズ

したときに慌てないよう、人間育成もしっかり

やっていただき、これで質問を終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

次は、２時25分から再開いたします。 

     午後２時19分休憩 

 

     午後２時25分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、４番、池田みすず議員の質疑及び質問

を許可いたします。 

   ［池田みすず議員登壇］ 

○池田みすず議員  こんにちは。私ごとですが、

先日、鹿児島市内で献血をいたしました。その

際、問診をしていただいた医師に、胸につけて

いるのはシトラスリボンですか、いいですねと

声をかけていただき、さらにカルテを見て、な

るほど、垂水市の方だからだと言われ、とても

うれしく思いました。お聞きしますと、この取

組はグループでシトラスリボンを自分たちで作

られるなど、日増しにその輪が広まっていると

のことであります。 

 偏見や差別のない、「ただいま」、「おかえ

り」と言い合えるまち、とてもすてきな取組だ

と思います。これから、本市だけでなく県内各

地にこの取組が拡大されることを願っておりま

す。 

 それでは、議長の許可をいただきましたので、

さきに通告しておりました質問事項に基づき質

問をいたしますので、明快な答弁をお願いいた

します。 

 昨年12月26日に市内で初めての新型コロナウ

イルス感染者が確認されて以降、感染者が急増

し、心配いたしましたが、鹿児島県や県看護協

会など関係機関によります支援チームや市の職

員並びに市民の皆様の御協力により、収束の方

向でありますことに感謝をいたします。 

 また、保健課や消防の皆さんは、年末年始は

もとより土曜、日曜日も休みもなく出勤され、

対応されたと聞いております。何事も何か事案

が発生したときにはその後の対応が重要であり
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ます。 

 私は、今回のクラスター発生後の垂水市の対

応は高く評価できると思います。クラスター収

束に向けて懸命に取り組んでこられた全ての皆

さんに心から感謝いたします。新型コロナウイ

ルス感染症は、少しずつ落ち着きつつあります

が、まだ油断はできないと思います。そこで、

本市における職員への新型コロナウイルス感染

対策について伺います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○総務課長（和泉洋一）  職員の新型コロナウ

イルス感染対策についてお答えいたします。 

 市役所では、不特定多数の来訪があることか

ら、住民対応窓口等につきましては、これまで

も窓口に消毒液や飛沫感染防止用パネルを設置

し、定期的な消毒作業を実施してまいりました

が、昨年末に市内で初めての感染者が確認され

て以降、感染者が急増したことから、１月以降

は定期的な消毒作業に加え、可能な限り来庁者

ごとに消毒を実施するなど、より一層感染予防

の徹底に努めているところでございます。 

 また、職員の感染防止対策につきましても、

新型コロナウイルス感染症への対応についてと

して、職員の行動指針を令和３年１月13日付で

改めて発出しております。主な内容としまして、

マスクや消毒等の基本的な感染予防対策を図る

ことのほか、当面県外との往来は原則禁止とし、

ウェブ会議や文書のやり取り等の代替手段の実

施に努めることや、職員及び家族の感染が疑わ

れる場合、出勤を控えること、ローテーション

勤務、時差出勤を特例的に導入することなど職

場内での蔓延防止を図る取組を行っております。 

 幸いにして、現在のところ市職員の感染者は

発生しておりませんが、今後も職員の健康管理

については細心の注意を図り、市民生活に影響

が出ないような職場での対応策に努めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  それでは、ここから一問一

答方式で２回目の質問をいたします。 

 職員の新型コロナウイルス感染対策について

は、細心の注意を図り、市民生活に影響が出な

いように対策等をとっておられていることがよ

く理解できました。 

 次に、令和３年１月27日に新型コロナウイル

ス感染症に係る業務継続計画を作成されていま

すが、この計画の目的などについて詳しくお聞

かせください。 

○総務課長（和泉洋一）  新型コロナウイルス

感染症対策に係る業務継続計画につきましてお

答えいたします。 

 本市では、新型コロナウイルス感染症対策に

係る業務継続計画として、令和３年１月27日に

「垂水市業務継続計画新型インフルエンザ等対

応」ということで全面改訂をいたしております。 

 まず、この計画策定の目的でございますが、

新型インフルエンザ等が市内で大流行した場合、

関連の業務を円滑に実施するとともに、市の業

務への影響をできる限り最小限に抑えることに

より、市民の安心安全の確保を図ることでござ

います。 

 次に、この計画で想定する事態でございます

が、国が示している「新型インフルエンザ等対

策政府行動計画」等を踏まえ、職員本人の罹患

や罹患した家族の看病等より職員の最大50％が

約２か月間程度出勤できない事態、また庁舎内

職員に感染者が発生した場合においては、所属

の職員全員が出勤できない事態も併せて想定を

いたしております。 

 次に、この計画の運用についての考え方でご

ざいますが、新型インフルエンザ等の発生によ

り新たに発生した業務や通常業務の中で業務継

続が必須のものを優先して実施し、それ以外の

通常業務については積極的に休止、抑制をする

ことにいたしております。 

 最後に、この計画における業務の区分でござ
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いますが、庁内各課において継続が必要な業務

を「優先度Ａ」、２週間程度は縮小・停止可能

な業務を「優先度Ｂ」、２か月程度は停止可能

な業務を「優先度Ｃ」と特定して、優先度に従

って業務を行うこととしております。 

 以上、「垂水市業務継続計画新型インフルエ

ンザ等対応」の主な点について御説明申し上げ

ましたが、この計画を踏まえ、市の業務への影

響をできる限り最小限に抑えることにより、市

民の安心安全の確保を図ってまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○池田みすず議員  この計画策定の目的が、新

型コロナなど、新型インフルエンザなどが大流

行した場合、本来の業務への影響を最小限に抑

えることにより市民の安心安全の確保を図るこ

とを目的につくられたということがよく理解で

きました。このように計画をつくり、備えをす

ることは、とても大切なことと思います。 

 私たち議会といたしましては、今回の３月議

会のみの対応ではありますが、新型コロナウイ

ルス感染症予防及び拡大防止のため、さらには

執行部が新型コロナウイルス感染症対策に専念

しやすい環境づくりに全面的に協力したほうが

よいものとの考えの下、一般質問の時間を60分

から30分以内とすることを全員一致で申合せを

いたしました。 

 私が賛同した理由は、令和３年度の当初予算

を審査する予算特別委員会が予備日を含めて３

日間設けてあり、十分質疑もできると判断した

からであります。中には、議員の役割を十分果

たしていないとの一部の声もありますが、その

ようなことはないということを御理解いただき

たいと思います。 

 これからも市民の皆様お一人お一人が安心し

て暮らせるまちづくりのために、私たち議会も

一緒に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 次は、午後２時45分から再開いたします。 

     午後２時35分休憩 

 

     午後２時45分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 次に、10番、北方貞明議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは、早速質問に入らせ

ていただきます。 

 新型コロナウイルス対策について。新型コロ

ナウイルスが発生してから、本市でもこの１年

間、行政としても最善の予防対策を講じてこら

れたと思っております。市内の各老人施設等に

保健所とともに協力し、感染防止対策を指導さ

れてきたと思っております。 

 しかしながら、１月20日、老人保健施設コス

モス苑でクラスターが発生し市内に大きな衝撃

を与えました。市内に各老人施設がある中で、

なぜコスモス苑だけで多数の感染者が発生した

のか、指導は十分に行われていたのか。また、

垂水市では、感染者が現在のところ69名となっ

ているが、コスモス苑関係での市外からの通勤

者を含めて感染者は何人いたのか、お聞かせく

ださい。 

 次に、新庁舎について。この問題は、私はい

つも質問していますけれども、新庁舎は早急に

やはり建てるべきだと思っておりますので、そ

のつもりで聞いていてください。 

 新庁舎に対して住民投票から半年が過ぎ、多

くの方々がその行方を注目されています。住民

投票では、場所、旧フェリー駐車場と規模に対

しての投票が実施され、その結果、市民の多数

が場所と規模に対してノーと判断されました。

ところが、外部検討委員会からの意見書では、
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建設場所は３か所、市役所、市民館、旧フェ

リー跡地と、これ以外の場所も検討すべきだと

意見書が提出されています。本年１月号の広報

たるみずで掲載されていましたが、そこで質問

いたします。 

 新たな新庁舎計画でも、旧フェリー駐車場は

建設の候補地となるのか教えてください。これ

で終わります。 

○保健課長（草野浩一）  コスモス苑のクラス

ターの要因の前に、垂水市内の様子につきまし

てお答えいたします。 

 昨日の３月２日現在、垂水市に住所を有する

方で感染が確認されました陽性者数は、先ほど

議員が申しましたとおり69名でございます。ま

た、高齢者施設クラスター関連の感染者数は、

市外の方を含めて62名で、そのうち市内の方は

50名でございます。 

 次に、コスモス苑のクラスター発生要因につ

きましてお答えいたします。 

 初めに、今回のクラスター発生に伴い、感染

拡大を最小限に食い止め、今後も介護サービス

を継続させるため、１月20日に鹿児島県をはじ

めとする県医師会、鹿屋市医師会、肝属郡医師

会、県老人保健施設協会、県看護協会や県新型

コロナ感染症チーム等のメンバーによります施

設支援チームが垂水中央病院内に設置され、感

染収束に向け御尽力いただいていることは、令

和３年第１回臨時会にて御報告させていただい

ているところです。 

 その県の感染症チームにおいて、発生要因の

疫学調査が現在行われているところでございま

すが、中間報告といたしまして、御存じのとお

り、この新型コロナウイルス感染症は、感染者

には無症状の方もおられ、その無症状者と気づ

かないうちに接触することで感染し、症状が現

れたときに初めて感染が分かり、そのときには

感染が拡大しているという特徴があることから、

発生要因を特定することは難しいとのことでご

ざいます。そのことから、コスモス苑のような

高齢者施設においてクラスターが発生する要因

は、入所者は外部との面会が制限されているこ

とから、先ほど答弁いたしましたとおり、何の

症状もない方が施設に出入りすることで外部か

ら持ち込まれると考えられております。 

 また、高齢者施設でのケアでは、職員と入所

者が密接にせざるを得ない状況もあり、外部か

ら持ち込まれた場合は、ケアやリハビリなどに

よる職員、入所者間での感染拡大、また職員間

での食事や休憩における拡大、入所者間におけ

る食事やレクリエーションなどでの拡大がクラ

スターの要因になると一般的に言われておりま

す。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  ２月５日に外部検討委員

会が開催されまして、考える会、進める会、双

方の意見聴取が行われましたが、その意見聴取

の結果については、現在、外部検討委員会が意

見書として取りまとめを行っているとお伺いし

ております。私自身としては、住民投票の結果

を踏まえて白紙化といたしましたので、Ｃ案の

可能性は低いと認識をしております。 

 しかしながら、これまでのプロセスを踏まえ、

また外部検討委員会の役割を尊重して提言を踏

まえて判断をしていきたいというふうに思って

おります。 

 御指摘の候補地については、何らかの形で触

れられると思いますことから、提出された意見

書の内容を確認し、繰り返しますけれども、今

後の庁舎の問題に生かしていきたいと考えてお

ります。 

○北方貞明議員  なぜ拡大に発生したのか、保

健所やらいろいろな調査をされているでしょう

けれども、原因がつかみにくいというのが現状

だと思っております。その中で、コスモス苑で

は50人だったか、地元の人たちが。その12人は

外部からの出入りがあったということですよね、
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これは職員間ですけれども。この人が持って運

んできたのか、それも断定できないというのが

今の現状と思っているのですけれども。このほ

かに注意しなければならないのは、そこに出入

りをされる業者もいろんな業種の方がいらっし

ゃると思うのです。そういう方々の追跡調査と

いうのでしょうか、そういうのはどうされたの

か、それもあったら教えてください。 

 そして、クラスターが発生し、拡大予防にい

ろいろと今でも取り組んでおられると思うので

すけども、前とその後発生してから、抑制に対

してどのような対策を強化されたか、発生から

後。 

○保健課長（草野浩一）  職員以外の外部の方

の追跡調査の御質問ですが、当然施設に入ると

きには、検温、その日の体調管理という形で確

認をして施設の中に入っているというふうに御

報告を受けております。 

 しかし、今回感染症チームの疫学調査の中で

一つ問題が上がってきたのが、出入りした方の

記名がなかったということで、その後の追跡調

査ができなかったということでございますので、

そこはまた新たな課題ということで今後、今指

導が入って、そういった誰が来た、出入りした

という記録と出入りした方の体調管理について

追跡ができるような形をとっているというふう

にお聞きをしております。 

 併せて、クラスターが発生する前と後の御質

問についてお答えいたします。 

 先ほど答弁いたしました県の感染症チームが、

コスモス苑の支援に入りました１月20日におい

て、初めに施設内のウイルスに汚染されている

区域とそれ以外の区域に区分けをするゾーニン

グが行われたところでございます。汚染されて

いる区域、レッドゾーンで勤務する職員に対し

ましては、キャップ、ゴーグル、Ｎ95マスク、

防護ガウン、ディスポ手袋と完全防護をさせ、

汚染されていない区域については、フェース

シールド、サージカルマスクを着用する感染対

策が強化されたところでございます。 

 なお、このゾーニングは、２月24日以降は全

て汚染されていない区域、グリーンゾーンとな

っております。 

 また、職員全員において消毒液を常に携帯さ

せ、あらゆる接触があるたびに消毒を行うなど

基本的な感染対策を再徹底させる指導がなされ

たところでございます。 

 さらには、これまでコスモス苑で作成されて

いた感染対策マニュアルに強化した部分を追記

し、職員一人一人に防護具の着脱指導もなされ

たところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  発生してから、大量発生が拡

大しないようにして、一応、職員やらに防護服

を強化されたということは大変前向きに取り組

んでおられるということが分かりました。その

ようにして、とにかくこれが拡大しないように

保健所と相談してやられたと思うのですけども、

これを気を緩めずに、また、なお一層強化して

いただければ、完全収束に向かうのではないか

と思っていますから、その辺も十分に注意して

今後も取り組んでいってもらいたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

 次に、今度ワクチン接種が４月12日でしたか、

それから限定的に各都道府県で実施されるとい

うことなのですけども。この高齢者、65歳以上

となっておりますが、この間の説明では中央病

院で実施するようなことを言っておられました

けれども、民間医療機関でも接種できるような

対策を取られているのか。 

 そして、もし４月から実施された場合、年齢

は65歳となっていますけれども、100歳とか、

だんだん下がってくるのか、65歳からの人たち

も一緒にまとめて接種体制をとっているのか、

お伺いいたします。 

○保健課長（草野浩一）  ワクチン接種の体制
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の御質問でございますが、基本的には中央病院

及び市内の全医療機関において個別接種で対応

するというふうに考えております。その中で、

当然なかなか御自宅から出られない方等もいら

っしゃると思いますので、そういった方々には

訪問診療という形の中で接種ができるようにと

いうような形になるかと思います。 

 ほかに、なかなか交通の手段がない方につき

ましては、集団接種ができるようにという形で

今後検討している段階でございます。 

 併せて、接種対象者の優先順位でございます

が、当初高齢者ということで順次、全高齢者の

方、大体約、１月１日現在では6,200名程度い

らっしゃるのですが、その方に全通知を行うと

いう形でおりましたが、ここ二、三日の国の状

況と国のワクチン供給のスケジュールによりま

して、この6,200名程度の方々に同時に接種で

きる体制がとれないということで、国及び県の

配分されるワクチン数に応じて接種するスケジ

ュールになろうかと思いますので、その県のス

ケジュール等にワクチン供給量に合わせた接種

体制の見直しも迫られる可能性もありますので、

現時点で申し上げられることは、今後も国から

の情報の方針に注視しながら国の示すスケジ

ュールに遅れることなく、できる限り全住民に

接種ができるように計画をつくっていきたいと

考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  これは、接種する材料が来な

いことには計画も立てられないことは分かるの

ですけど、要は、国とか県の指示の下でこの計

画は立てていくということで理解してよろしい

ですか。 

 それで、医療機関に行けない、例えば「交通

弱者」という言葉が適当かどうか知りませんけ

ども、そういう方々の医療体制、それは十分で

きているのか。それには、どうしても家族の方

が付添いという形で同席されると思うのですけ

ども、そのとき65歳に達してなかった人が同席

された場合は、同時にその方々も接種ができる

方向には考えていないのか、それをちょっと教

えてください。 

○保健課長（草野浩一）  まず、その交通弱者

の方の考え方なのですが、基本的には先ほど言

いましたとおり、接種は個別接種、かかりつけ

医がある医療機関において垂水市内のところで

受けていただくというふうに考えております。 

 当然、自宅を出られない方は、かかりつけ医

による訪問診療という形で接種をしていく形に

お願いをすると思いますが、基本的には65歳以

上の高齢者の方々はかかりつけ医を持っている

という原則的な考え方で進めていきたいと思っ

ております。その中で、かかりつけ医を持って

いない元気な高齢者の方には、集団接種という

形になろうかと思いますので、バス等の輸送等

を考えながら１か所に集めて接種をするという

ふうに考えているところでございます。 

 あわせまして、先ほど言いましたとおり交通

弱者の付添いの方の接種につきましての考え方

につきましては、今回最初に流通する予定のフ

ァイザー社製のワクチンにつきましては、特殊

な注射器を使えば６回分、一般的な注射器でも

５回分の接種のワクチン液を１つのバイアルか

ら取れることになっております。また、一度バ

イアルを開けてしまいますと、６時間程度で使

い切らないといけないため、ワクチンが無駄に

ならないような工夫をするよう、国からも通知

がなされているところでございます。 

 本市におきましては、先日の全員協議会でも

御説明申し上げましたように、安全な接種とす

るために、かかりつけ医が医療機関で接種でき

る個別接種体制を基本としたいと考えておりま

すので、その各医療機関で接種がなされる際に、

当日のキャンセルや問診により接種できなくな

ることは十分に予想されるところでございます

ので、国が示す接種順位にならって、その日の
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うちに接種できるほかの高齢者の方や医療機関

が把握している基礎疾患をお持ちの方などが次

の優先順位になるものと考えております。その

ような方が全くいないという状況になれば、付

添いの方へ接種することも選択肢に入ってくる

と思っているところでございます。 

 いずれにしても、この接種順位に関しまして

は、例えば高齢者施設の入所者が接種する場合

は、その職員も同時に接種できるなどとまだま

だ不確定なところもございますので、付添者の

接種についても、今後、国のほうから通知等が

あるものと考えております。 

 そのため、そのような場合に備えた接種券発

行の方法などにつきましても、今後、医療機関

と協議を重ねながら検討してまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  十分それを市のほうで検討し

ていただいて、早く皆さんに接種ができるよう

に要望しておきます。 

 それでは、市庁舎についてですけども、２月

５日でしたか、外部検討委員会の方々と賛成派

と反対派、日にちが間違っているかもしれませ

ん、協議された。その結果がまた外部検討委員

会から提出されてから、また市長は考え直すと

いうようなふうに僕はとりましたので、一応そ

れでいいですか。 

○市長（尾脇雅弥）  決定のプロセスに関して

も外部検討委員会からの御意見をいただいて、

Ｃ案ということで進めてきたわけです。なので、

先ほど御質問があって、私自身としては白紙化

を受けてＣ案の可能性は低いというふうに認識

をしておりますけれども、そこは外部検討委員

会の様々な視点を参考にしながら御提案がある

というふうに思いますので、そこをもって判断

をするというのが筋だろうというふうに思いま

す。 

○北方貞明議員  外部検討委員会の提案を待っ

てということなのですけれども、僕はちょっと

不思議に思うのですけども。外部検討委員会の

議事録の中で、これは10月26日の議事録なので

すけども、執行部からの外部検討委員会のほう

の説明の中では、住民投票の内容について説明

されておりますが、ちょっと読ませてください。

現在進めている新庁舎建設に「賛成か反対か」

ということで、計画全般だったことから、財源

の問題、規模の問題、そういったことを含めて

判断できないかと思っております。候補地につ

いてではなく、「ついてではなく」とはっきり

しております。新庁舎建設に賛成か反対かとい

うことを聞いて住民投票をしたのだと言われて

おりますけれども、私たちは、住民投票は建設

場所、規模、それに対して執行部のほうは投票、

僕らは投票したわけなのですけども、ここでは

「候補地についてではなく」と説明されている

が、どういうことなのでしょうか。 

○市長（尾脇雅弥）  今、詳細、そういうお話

でしたけれども、基本的な大局観で話をします

と、これまで手順を踏んでＣ案ということが決

まって、その中で住民投票に際しては、現計画

に賛成か反対かということで御提案だったと思

います。主なものは場所だったり、規模だった

りするでしょうし、それ以外の判断もあったか

もしれません。総合的な判断で、それぞれの視

点がありますから、それは一概に場所だとか、

規模だというふうには言い切れないと思います

けれども、それぞれの住民投票をされた方の判

断基準において現行計画に賛成か反対かを問う

たわけですから、その結果として現行計画にお

いては反対の方々が多かったというのは事実だ

ろうというふうに思います。 

○北方貞明議員  だから、さっき言ったように、

場所も対象になったわけでしょう。それが、住

民投票では、そこは駄目と多くの方々はされた

わけですから、もうこのＣ案は消えたと僕は思

うのですよね。 
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 これは、住民投票の前の議事録なのですけど、

住民投票の目的は、「解釈の余地を残すことの

ないように、明確にする必要がある」と。イエ

スかノーかということですよね。誤解のないよ

うに現行の、本市が今、進めている現行の庁舎

計画に対して、位置、規模を含めて、全てをひ

っくるめて現行の庁舎計画に賛成か反対かとい

うことで住民投票を実施すると。これは矛盾す

るのではないですか。 

○市長（尾脇雅弥）  全く矛盾はしないと思い

ます。先ほど答弁したとおりが正確な内容だと

思います。 

○北方貞明議員  検討委員会の議事録と議会の

議事録の重みといいますか、私はこの本会議で

こう答弁されているわけだから、この問題はか

なり重たいと思うのですよね。ということは、

位置も規模も含めて、はっきりここに、議事録

に残っているのですよね。だから、位置も規模

も住民投票で否定されたわけですから、このＣ

案ということはもうないというのが一般の市民

の方々の認識ではないでしょうか。 

 何かここで市民との考えのずれがあるような

気がして、ずれは感じておりませんか。 

○市長（尾脇雅弥）  １回目で答弁しました。

正しく御理解いただきたいと思いますけれども、

私としては、この経過も踏まえてＣ案の可能性

は低いと思っております。 

 しかしながら、決定のプロセスが外部検討委

員会の意見を参考にしながら比較してそれぞれ

のメリット、デメリット、二元代表制の中で議

会の議決もいただきながら今日まできたわけで

す。だからそれを、住民投票の結果を尊重する

という意味で、個人としてはＣ案という可能性

は低いというふうに理解していますけれども、

それをやっぱり外部検討委員会のプロセスを踏

まえるということは何ら問題のない話であって、

今、考える会、進める会の意見を聴取して最終

的な外部検討委員会の意見が出ると思いますの

で、それを参考にしてしっかりと判断をしてい

くということが筋だろうと思います。 

○北方貞明議員  外部検討委員会が検討してす

るということですけど、市長の考えとしては、

僕はもうここで市長の政治決断でＣ案はないよ

と、住民投票の結果を尊重するよと、そういう

ような答えがほしかったわけなのですけども、

可能性が低いということでとどめておられます

けれども、低いということでありますけれども、

まずはその外部検討委員会も今度３月で前回の

役員の方々は解散か。また出直しになると思う

のですけども、今度の外部検討委員会のメン

バー、構成はどのような考えでおられるか、そ

れをちょっと聞かせてください。 

○企画政策課長（二川隆志）  先般の12月の外

部検討委員会でも委員の方々からお伺いをしま

したけど、やはり今回様々な団体の方々から御

推薦をいただいた方々を含めメンバーを構成さ

せていただいておりますけど、次の委員会にお

いてはやはり公募枠という方々を含めて多様な

方々が入った中で議論を進めてほしいという御

要望もいただいておりますので、その方向性で

今、検討しております。 

 以上でございます。 

○北方貞明議員  それでは、外部検討委員会、

新たに発足してまた今後、協議をするわけです

けども、これもちょっと定数が、そういうのも

個人的には思うのですけど、できるだけ回転を

早くして、新庁舎建設に向けて垂水市、我々議

会、執行部と協力して、一日も早く建設ができ

る方向に僕らも努力していきますから、執行部

のほうもよろしくお願いします。 

 これで終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、令和３年度施政

方針並びに各会計予算案に対する総括質疑及び

一般質問を終わります。 

   △議案第17号～議案第27号予算特別委員

会設置、付託 
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○議長（篠原則）  お諮りいたします。ただ

いま議案となっております議案第17号から議案

第27号までの議案11件については、13名の委員

をもって構成する予算特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することにいたしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、議案第17号から議案第27号までの議案11

件については、13名の委員をもって構成する予

算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査

することに決定しました。 

 お諮りいたします。ただいま設置されました

予算特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、新原勇議員、

森武一議員、前田隆議員、池田みすず議員、梅

木勇議員、堀内貴志議員、川越信男議員、感王

寺耕造議員、持留良一議員、北方貞明議員、池

山節夫議員、德留邦治議員、川畑三郎議員、以

上の13名を指名したいと思います。これに御異

議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました13名を予算特

別委員会委員に選任することに決定しました。

ただいま選任いたしました予算特別委員会委員

の方々は、次の休憩時間中に委員会を開き、

正・副委員長の互選を行い、その結果の報告を

お願いいたします。 

 ここで暫時休憩いたします。 

     午後３時16分休憩 

 

     午後３時17分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

   △予算特別委員会正・副委員長互選結果

報告 

○議長（篠原則）  予算特別委員会における

正・副委員長の互選の結果について報告があり

ましたので、お知らせいたします。 

 予算特別委員会委員長に堀内貴志議員、副委

員長に川畑三郎議員、以上でございます。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（篠原則）  明４日から18日までは、

議事の都合により休会といたします。 

 次の本会議は、３月19日午前10時から開きま

す。 

   △散  会 

○議長（篠原則）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後３時18分散会 
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令和３年３月19日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（篠原則）  おはようございます。定

刻、定足数に達しておりますので、ただいまか

ら休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △諸般の報告 

○議長（篠原則）  日程第１、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、令和３年１月分の出納検査結

果報告がありましたので、写しをお手元に配付

しておきましたから御了承願います。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

   △議案第２号～議案第８号、議案第17号

～議案第29号、請願第４号一括上程 

○議長（篠原則）  日程第２、議案第２号か

ら日程第８、議案第８号までの議案及び日程第

９、議案第17号から日程第21、議案第29号まで

の議案20件並びに日程第22、請願第４号の請願

１件を一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第２号 垂水市第１号会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例 案 

議案第３号 垂水市第２号会計年度任用職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例 

案 

議案第４号 垂水市企業等立地促進条例の一部

を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市介護保険条例の一部を改正

する条例 案 

議案第６号 垂水市特別導入事業基金条例を廃

止する条例 案 

議案第７号 内ノ野辺地に係る総合整備計画の

策定について 

議案第８号 野久妻辺地に係る総合整備計画の

策定について 

議案第17号 令和３年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第18号 令和３年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第19号 令和３年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第20号 令和３年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第21号 令和３年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第22号 令和３年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第23号 令和３年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第24号 令和３年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第25号 令和３年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第26号 令和３年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第27号 令和３年度垂水市水道事業会計予

算 案 

議案第28号 垂水市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 案 

議案第29号 令和２年度垂水市一般会計補正予

算（第15号） 案 

請願第４号 介護保険料の負担増の中止と意見

書の提出を求める請願書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  ここで、各委員長の審査

報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長、梅木勇議員。 

   ［産業厚生委員長梅木 勇議員登壇］ 

○産業厚生委員長（梅木 勇）  おはようござ
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います。 

 去る２月19日、３月３日の本会議において、

産業厚生常任委員会付託となりました各案件に

ついて、３月５日、15日の両日、委員会を開き

審査いたしましたので、その結果を報告いたし

ます。 

 最初に、議案第５号垂水市介護保険条例の一

部を改正する条例案については、改正に伴い、

加入者の保険料負担が今後増えていくが、市単

独の助成は考えられないかとの質問があり、今

回の改定は一般会計からの繰り出しや基金充当、

そして加入者負担のバランスを重視し、決定し

た。今後も介護予防に努め、介護給付費の抑制

を図った上で、市民の負担を考慮しながら、一

般財源からの繰り出しも検討していきたいとの

回答がありました。 

 また、保険料区分を９段階にしているが、高

収入世帯を対象とした階層を増やすことで、保

険料の増収や同じ９段階の中でも負担感の抑制

が図られるのではとの質問に対しては、本市で

は対象となる高所得者数が少ないことから、介

護保険料への影響は少ないため、現在の階層区

分で、特に問題はないと考えているとの回答が

ありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号垂水市特別導入事業基金条

例を廃止する条例案については、基金廃止の経

緯について質疑が行われ、その中で、基金廃止

に伴い、今後生産・肥育農家等の支援をどうし

ていくのかとの質問に対し、現在、運用してい

る制度、事業を精査し、新たに生産・肥育農家

等が活用できる基金の造成を考えていくとの回

答がありました。 

 また、基金運用についての管理体制強化と併

せて、新たな基金についても早期に創設するよ

う要望も出されました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第29号令和２年度垂水市一般会計

補正予算（第15号）案中、保健課の所管費目に

ついて説明があり、新型コロナウイルスワクチ

ンの集団接種の際、バス送迎時に看護師が同乗

するのか、また帰宅後、発熱等の異常を伝える

ことができない独居老人等への対応はとの質問

があり、接種後、待機場所でしばらく様子を見

てからの乗車になるため、その後の重篤な副反

応の発生は少ないと思われ、看護師の同乗は考

えていない。また、独居老人等への対応は、関

係課とも協議を行いたいとの回答がありました。 

 そのほかにも予防接種の勧奨、副反応の周知

等についてや、送迎バス運行時の密を避けるた

め、乗車率の設定など、様々な意見が出されま

した。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 最後に、閉会中の継続審査となっておりまし

た請願第４号介護保険料の負担増の中止と意見

書の提出を求める請願については、請願事項の

うち、第８期介護保険事業計画で介護保険料の

負担増を行わないよう求める部分については、

既に議案第５号垂水市介護保険条例の一部を改

正する条例案を原案可決していることから、整

合性が図れない。ただし、国に対し、国庫負担

割合を引き上げ、介護保険制度の改善のため、

意見書の提出を求める部分については賛成でき

るとした意見が出され、採決の結果、請願第４

号は一部採択とすることに決定いたしました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、総務文教委員長、

川畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る２月19日

及び３月３日の本会議において、総務文教常任

委員会付託となりました各案件について、３月

８日に委員会を開き、審査いたしましたので、
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その結果を報告します。 

 まず、議案第２号垂水市第１号会計年度任用

職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例案について、今後も会

計年度任用職員の対象職種を広げるのかとの質

問に対し、事業推進に必要な職種を会計年度任

用職員で対応することは今後もないとは言えな

いが、現状では想定していないとの回答があり

ました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号垂水市第２号会計年度任用

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

案について、森林専門員の報酬はどのような形

で決まったのかとの質問に対し、ほかの専門職

と比較して全体のバランスを取りながら、他市

の同一職種の報酬額、勤務条件等を参考に設定

したとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号垂水市企業等立地促進条例

の一部を改正する条例案について、新規地元雇

用者を５人から３人に緩和することをどのよう

に検討したのか、また経営が不安定なときなど

において、事業継続してもらうことをどのよう

に確保していくのかとの質問に対し、県内、大

隅半島において、半数の市町村が新規雇用者３

名を基準としていることから設定した。企業立

地は、持続的な事業展開と雇用の確保が大前提

であるため、まずは初期投資に関する部分を支

援し、当事業以外では商工会の持続化交付金や

高機能的な部分の導入に関わる補助金など、関

係機関と連携して持続化を支援していくとの回

答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号内ノ野辺地に係る総合整備

計画の策定について、整備促進に関する質疑が

あり、改良工事は５年計画で実施しているが、

用地交渉をしなければ実施できない。コロナ禍

が収まった際は、直接県外へ用地交渉に出向く

など、相続関係者が多いところは粘り強くやっ

ていくとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号野久妻辺地に係る総合整備

計画の策定について、計画において事業費が

オーバーしたことはなかったかとの質問に対し、

元垂水原田線は社会資本整備交付金で事業実施

しているが、予算をオーバーした年は１回もな

いとの回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第28号垂水市国民健康保険条例の

一部を改正する条例案について、新型コロナが

収束していった場合、傷病手当はどうなるのか

との質問に対し、今後は法律改正がなされない

限り、傷病手当として恒久的に取り扱われると

の回答がありました。 

 審査の後、本案の採決を行ったところ、原案

のとおり可決されました。 

 次に、議案第29号令和２年度垂水市一般会計

補正予算（第15号）案について申し上げます。 

 教育総務課の所管費目では、学校での新型コ

ロナ感染予防対策について質疑があり、国の指

針に基づき、換気や体温測定等の感染予防対策

を実施しており、さらに物品等を整備していく

との回答がありました。 

 次に、学校教育課の所管費目では、デジタル

教科書の使用方法や契約年数について質疑があ

り、モニターでの音声や映像により、授業を効

率化させるもので、４年ごとの教科書改定に合

わせて作成されるため、４年契約であるとの回

答がありました。 

 財政課の所管費目の地方債、歳入全款の審査

では、特段質疑はなく、全ての所管費目につい
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て審査を終え、本案の採決を行ったところ、原

案のとおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（篠原則）  次に、予算特別委員長、

堀内貴志議員。 

   ［予算特別委員長堀内貴志議員登壇］ 

○予算特別委員長（堀内貴志）  去る３月３日

の本会議において、予算特別委員会を設置し、

委員会付託となりました令和３年度各会計予算

案について、３月10日及び11日の議案に対する

質疑、15日には市長への総括質疑の計３日間に

わたり委員会を開き審査いたしましたので、そ

の結果を報告いたします。 

 最初に、議案第17号令和３年度垂水市一般会

計予算案につきましては、自衛隊募集費及び学

校給食費において質疑がなされ、そのうち自衛

隊募集費では、自衛隊員の募集に影響する名簿

の提供において、個人情報は守られているのか、

個人の合意、了解が必要ではないのか。また、

学校給食費においては、給食センター民間委託

に関し、学校給食調理及び配達業務に係る経費

削減について、単純に比較して経費が削減でき、

民間委託が有利とは到底考えられない。さらに、

施設や什器、備品等について、偽装請負の懸念

も払拭されないとする総括質疑が出され、さら

には給食センター民間委託に伴う行政事務委託

予算の減額修正案も併せて提出されたことから、

挙手による採決を行った結果、賛成多数により

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第18号令和３年度垂水市国民健康

保険特別会計予算案につきましては、異議はな

く原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第19号令和３年度垂水市後期高齢

者医療特別会計予算案につきましては、異議が

あったため挙手による採決を行った結果、賛成

多数により原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第20号令和３年度垂水市交通災害

共済特別会計予算案につきましては、異議はな

く原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第21号令和３年度垂水市介護保険

特別会計予算案につきましては、異議があった

ため挙手による採決を行った結果、賛成多数に

より原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第22号令和３年度垂水市老人保健

施設特別会計予算案、議案第23号令和３年度垂

水市病院事業会計予算案、議案第24号令和３年

度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計予算案、

議案第25号令和３年度垂水市地方卸売市場特別

会計予算案、議案第26号令和３年度垂水市簡易

水道事業特別会計予算案及び議案第27号令和３

年度垂水市水道事業会計予算案につきましては、

いずれも異議はなく原案のとおり可決されまし

た。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（篠原則）  これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いた

します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。 

 それでは、反対の討論をしていきたいと思い

ます。 

 討論するのは、議案第17号令和３年度垂水市

一般会計予算案、議案第19号令和３年度垂水市

後期高齢者医療特別会計予算案、議案第21号垂

水市介護保険特別会計予算案及び議案第５号垂

水市介護保険条例の一部を改正する条例案に反

対の立場を表明していますので、討論をしてい

きたいというふうに思います。 

 最初は、議案第17号令和３年度垂水市一般会

計予算案についてです。 

 2021年度の地方財政計画は、新型コロナウイ
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ルス感染症によるパンデミックの下で初めて作

成された地方財政計画であり、国税と地方税の

減収を前提として作成されました。 

 そのような中、地方の財源は、地方交付税等

の大幅増や減収対策の特例措置、地方創生交付

金など、十分とは言えないものの、一定の財源

が措置されました。 

 さらに、地方税減収への補痾措置や自然災害

への対策の防災・減災対策事業は延長、拡充も

されました。 

 こうした制度も活用し、災害から住民の命と

暮らしを守ることも前進させることが求められ

ています。特に、自治体に求められているのは、

何よりも感染防止による市民の命と暮らしを守

り、コロナ禍で受けた様々な苦難を救済するこ

とに全力を尽くすことです。それは住民の命と

暮らしを守り、福祉の増進に努めることが自治

体の責務であるからであります。 

 また、コロナ禍で多くの人々が公衆衛生や医

療、介護、さらに交通、物流、食品小売業、農

業だけではなく、急遽、文化など、仕事の重要

性に気づきました。その基礎を担うのが公共分

野で働く人々であることも明確になりました。 

 そして、専門的技術者やケア労働人材不足と

ともに、社会保障の充実が求められています。

必要な対策を強く求めたいと思います。 

 そこで、令和３年度垂水市一般会計予算案に

反対する主な反対理由について述べたいと思い

ます。 

 １点目は、コロナ禍の下で、今後の財政運営

の中長期の方向性の視点を持って、本年度の財

政運営に当たっているかという点です。 

 今後、地方財政は世界経済の動向や地方交付

税の削減、圧力、そして自治体として社会保障

費の増大、人口減少による税収減、公共施設の

維持・更新などで厳しい時代に入っていきます。 

 対策として、健全な財政運営や中長期的な視

点を持った対策が求められています。その基本

は、福祉、医療を下げることなく、持続的な財

政運営が確実に行われるよう取り組むことです。

総括質疑では明らかにされませんでした。 

 ２点目は、新型コロナウイルス感染対策の予

算が今後の補正予算に先送りになったことです。 

 令和２年度補正予算で、一定の対策は取られ

ましたが、事業者など年度末を迎える中で、市

独自の支援策、生活困窮での新学期準備への学

費支援が求められたと考えます。 

 ３点目は、マイナンバー交付円滑事業の問題

です。 

 マイナンバーカードの普及が進まないのは、

市民が必要性を感じておらず、何よりも情報漏

えいへの不安があるからです。マイナンバー

カードは、本人の申請により取得と法律でも規

定されています。マイナンバーカード普及追随

の姿勢は改めるべきです。 

 ４点目は、農業予算です。 

 本年度は、問題はありますけれども、収入保

険への補助対策が提案されました。災害等で１

人の離農者も出さないという、この間の教訓か

ら前進だと評価をいたします。 

 一方、課題は、地域林政アドバイザー職員の

採用問題です。非常勤で役割を安定的に果たせ

るのかという問題です。林業は、百年の大計を

立てて、担い手と支援の方法を決めて成り立つ

と言われています。 

 この問題では、森林経営管理法に対する附帯

決議があり、その中で、「市町村が、経営管理

権集積計画の作成等の新たな業務を円滑に実施

することができるよう、市町村の林業部門担当

職員の確保・育成を図る仕組みを確立するとと

もに、林業技術者の活用の充実、必要な支援策

及び体制整備を図ること」とあります。本市の

振興対策のためにも、国に対して財政的な支援

を強く求めていくことを求めたいと思います。 

 農業は、垂水市にとっても基幹的生産部門で

す。実効あるものにしていくためには、新規就
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農者への支援、農業従事者への育成・確保を図

るということは喫緊の課題です。本市もこの間、

様々な取組や未来会議での要望など、前進に向

けた取組が始まっています。特に、市独自の支

援策の充実や多様な担い手支援、新規就農者へ

の支援とともに、専業だけでなく、兼業、小規

模農家、生きがい農業など、条件に応じて支援

することも垂水の農業対策として重要であり、

緊急な取組が必要です。 

 ５点目は、温暖化対策と経費削減の問題です。 

 地球規模での環境破壊を止めることが、人類

の生存にとっても急務となっています。特に、

2030年、二酸化炭素ゼロに向けての取組で、ご

みの減量化、資源化対策は切実な取組になって

います。この結果は、経費の削減にもなります。

取組など、目的は十分とは言えません。 

 ６点目は、学校給食センター給食調理・配送

業務委託事業の民間委託問題です。 

 この事業の最大のメリットとして、財政コス

ト削減できると提案されました。自治体が民間

委託を検討してきたのであれば、きちんと比較

して、試算結果を公表すべきであったはずです。 

 さらに、コスト削減がされるとしても、民間

委託とセンター調理の利点、欠点をもっと整理

して、削減したコストに見合うかどうかを検討

する必要がありました。このことは、行政が学

校給食に責任を負う立場からではないでしょう

か。 

 さらに、民間業者は競合と経済情勢によって、

常に経営問題が左右され、運営に大きく影響し

ていくのは必至であります。今後、機材、調理

室、資材等の契約も有償契約になるはずです。

これらのことも含めて、委託費が値上がりする

ことも懸念されます。 

 さらに、調理員の安定的な確保も心配です。

調理員が入れ替わることで、味や安全性におい

ての問題も心配されます。 

 もう一つの懸念は、偽装請負の問題でした。

2003年、労働者派遣法が改正され、製造業への

派遣が可能になりました。その後、運用につい

て、各地の学校給食の民間委託で偽装請負が問

題になり、是正勧告や民間委託の中止、そして

裁判になったケースもありました。それだけに

大きな問題であるのに、今後運営会社とともに、

相談し、問題のないようにしていくという方針

でした。まさに、先に民間委託ありきではない

でしょうか。 

 学校給食法は、目的に、「学校給食は児童及

び生徒の心身の健全な発達に資するもの」とし、

目標として、「日常生活における食事について

正しい理解を深め、望ましい食習慣を養う、学

校生活を豊かにし、食料の生産、流通及び消費

について、正しい理解に導くこと」とし、学校

給食は、教育の一環であるという法的根拠が確

立されています。これらを達成できるのでしょ

うか。このように審査に堪えない議案を提案さ

れたことは甚だ遺憾だと考えます。 

 最後に、自衛隊の募集問題について、議論で

も明らかのように、自衛隊法施行令第120条は、

自衛隊募集に必要な場合には居住自治体に「報

告又は資料の提出を求めることができる」とい

うことで、募集対象の名簿提供は防衛省が請求

できると書かれているだけで、義務にはなって

いないことも質疑で再確認できました。 

 さらに、法の改正もなく、義務になっている

ということも確認できました。だから、立案の

みの自治体では、法改正があっただけではなく、

義務ではない、住民基本台帳や個人情報保護条

例に照らしても、特別扱いはしないと立場を明

確にしています。 

 また、議論でも、施行令等によって可能であ

ることを訴えられましたが、法律自体ではなく、

これらの法施行の細目を定めたにすぎないもの

です。 

 さらに、法令の範囲内として、個人情報審議

会にも諮っていないことも明らかになりました。
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個人情報は、その人のものです。住民の権利擁

護のためにある自治体が、条例に基づいて個人

情報を守るのは当然のことです。このことは、

国と自治体とは対等の関係にあるという地方分

権にも逆行すると言わざるを得ません。自治体

だけを特別扱いしないように強く求め、討論と

します。 

 次に、議案第19号垂水市後期高齢者医療特別

会計予算案について討論いたします。 

 鹿児島県の後期高齢者医療制度の保険料は、

昨年度均等割額は５万6,100円になり、対前年

度比で743円値上がりしています。全国で２番

目に高い保険料になりました。 

 さらに、所得の低い方の軽減措置が世代間の

公平を図るという理由で8.5割軽減が７割軽減

と、来年度に元に戻されることになり、低所得

者の保険料均等割の軽減措置がなくなることに

なります。 

 これより心配なのが滞納と滞納処分問題です。

この特例軽減の撤廃で、保険料の負担増が行わ

れることになり、低所得者からの保険証の取上

げが起きることも危惧されます。厚労省の資料

では、2017年度は6,816人と、2009年度から

徐々に増え、この９年間に約８倍に滞納処分が

増えてきています。 

 さらに、年金減と社会保障などの負担増、消

費税増税による物価高騰で、高齢者の暮らしが

一層厳しくなることも予想されます。保険料が

払えず、滞納になるのは普通徴収の人です。月

に１万5,000円程度の年金か無年金などの低所

得者が多く、後期高齢者保険だけでなく、介護

保険料の負担増や消費税などで、生活自体がさ

らに厳しい実態があります。 

 さらに、国は今後、医療費窓口負担を原則２

割に倍増することを計画しています。所得の少

ない高齢者は負担が増え、医療が受けられなく

ことも心配されます。高齢者を年齢で差別し、

高負担と滞納制裁が強化され、制度や仕組みの

矛盾がますます広がっていきます。 

 また、後期高齢者人口は増え、医療給付が増

加すれば、いや応なく保険料は上がり、受診抑

制か負担増を強制する制度の矛盾があります。

私は、後期高齢者医療制度を廃止して、国の責

任で安心できる医療制度の道が開ける老人保健

制度に戻し、高齢者の尊厳が守られ、安心して

入院、治療、療養ができるよう体制を整えるこ

とを強く求め、議案第19号令和３年度垂水市後

期高齢者医療特別会計予算案に反対いたします。 

 最後に、連動することもありまして議案第５

号垂水市介護保険条例の一部を改正する条例案

と議案第21号令和３年度垂水市介護保険特別会

計予算案について、併せて討論したいと思いま

す。 

 高い保険料が高齢者に耐え難い負担になって

います。特に、65歳以上の高齢者が負担する第

１号保険料は値上がり続けています。特に、年

金額月１万5,000円を下回る人などは、市の窓

口で保険料を納付しています。これらの層の人

たちは軽減措置が講じられていますが、それで

も滞納者が増えてきています。 

 これらの背景には、年金減と社会保障などに

よる負担増、消費税増税、物価高騰での高齢者

の暮らしが一層厳しくなっている背景があるか

らではないでしょうか。これを裏づけるように、

国の資料によると、社会保障の国民負担率は、

令和２年度で18.2％、介護保険がスタートした

時点と比較すれば約５％近く増えてきています。 

 また、私たちが昨年10月に取り組んだアン

ケートでも７割以上の方々が保険料の負担が重

たいと回答されています。今回、介護保険準備

基金からの繰り入れで、保険料の値上げの緩和

策を取られたことは評価しますが、高齢者の生

活実態からも、命と暮らしを守る責任からも、

不十分と言わざるを得ません。国に対して直ち

に国庫負担の大幅引上げを求めていただきたい

と思います。 
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 介護保険料予算案の審査のとき、計画量の妥

当性があるのかと質疑もしました。この結果は

保険料に跳ね返ってくる問題であり、事業の正

当性が問われる視点でした。特に、介護保険事

業において予防活動が大きな役割を果たすと考

えます。 

 しかし、取り組まれる事業が増えることを前

提に計画されていることです。予防に力を入れ

るという事業計画だったのでしょうか。 

 また、新たな問題として、国は制度改編とし

て、要介護と認定された人においても、本人が

希望し、市が認めれば、総合事業の対象になる

ことが明らかになり、４月からの実施予定です。

本人の希望という形式を取れば、総合事業に置

き換えるという内容です。 

 これには反対があり、要介護者の受給権が侵

害される懸念があるからであります。要支援と

して総合事業を利用し、その後、要介護に変わ

った人が支援の継続を希望する場合に限ると変

更になりました。必要な支援を提供し、介護の

予防に努めてほしいと考えます。 

 さらに、施設の食費負担増などの利用料の引

上げが計画されています。今でもコロナ禍の影

響があり、さらに新たな計画による利用の抑制

が懸念され、事業者の減収も心配され、経営が

成り立たなくなる倒産、そのことも心配されま

す。今後の介護の崩壊が見えてくるようです。

本年度の老人福祉、介護事業倒産は、過去最高

に上がりました。 

 さらに、低賃金による介護従事者の慢性的な

人手不足も深刻さを増しています。施設関係で

は特養ホームの待機者も多くあり、在宅サービ

スが不十分なまま施設から在宅への保険あって

介護なしの問題も深刻化してきています。 

 このような中、市の努力の取組も評価はされ

ますが、地域包括ケアシステム構築についても

十分な役割を担えない現状があります。地域包

括ケアシステムの構築は介護保険事業の充実に

とっても不可欠なものです。 

 以上のようなことからも、予算はもっと予防

の活動の徹底とそれを保障する体制の充実に向

けられることが求められていたというふうに思

います。 

 さらに、特別養護老人ホームの待機者が解消

されていません。昨年11月時点での定員70名の

ところ、実待機者は124名となっています。第

８期の介護保険計画でも増設計画にはなってい

ません。 

 介護保険法第１条には、「必要な保健医療

サービス及び福祉サービスに係る給付を行うた

め、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制

度を設け、その行う保険給付等に関して必要な

事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び

福祉の増進を図ることを目的とする」と書かれ

ています。自治体は、役割としての責任を果た

していくためにも、いつまで、どのように改正

していくのか、明らかにすべきではないでしょ

うか。 

 社会的介護という介護保険制度がつくられた

当初の理念から大きくずれた実態は、容認する

限度を超えているものになっています。高齢者

の尊厳を守る介護保険制度にするためにも、予

算案では不十分と言わざるを得ません。 

 介護保険は高い保険料、利用料で、保険あっ

て介護なしの状況は変わっていません。国の施

策に基礎自治体から強く抗議の声を上げる意味

でも、議案第21号令和３年度垂水市介護保険特

別会計予算案に反対をいたします。 

 以上で、討論を終わります。 

   ［森 武一議員登壇］ 

○森 武一議員  議案第17号令和３年度垂水市

一般会計予算案に反対の立場で討論させていた

だきます。 

 反対の理由でありますが、詳細については後

述しますが、簡略して言うと、道の駅はまびら

の予算について、情報が公開されず、検証もで
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きない中で、疑問が残る予算を認めることはで

きないということです。 

 まず、この情報が公開されないということに

ついて論じ、その後、個々の詳細について論じ

させていただきます。 

 最初の情報の公開についてですが、さきの総

括質疑でも質問させていただきましたが、執行

部は情報の公開の必要性を認識し、国のガイド

ラインに沿って情報公開を行うと全員協議会で

約束をしていたにもかかわらず、今日まで情報

公開は進んでおりません。 

 国のガイドラインには、透明性の原則を掲げ、

事業の終結に至る全過程を通じて透明性が確保

されなければならないこと、住民等に積極的に

公表することが明確に記載されています。 

 市長のお言葉をお借りすると、二元代表制の

下、情報の公開を約束した上で、議会の議決を

受けているはずです。この前提となる点に問題

があることを踏まえ、個々の疑問点を論じさせ

ていただきます。 

 １つ目に、道の駅はまびらの工事請負費

2,300万円です。この予算は、ここ数年日差し

や雨が強く、雨のときにはスロープが滑り、危

ないことから、契約書に基づき計上したと説明

されました。 

 また、当初想定していなかった日差しの強さ

や雨の強さにより必要になったとも説明されま

した。契約書では、「垂水市の都合、その他垂

水市の責めに帰すべき事由により施設の模様替

えを行ったときは、垂水市が費用を負担する」

となっています。 

 しかし、この契約書と対をなす業務要求水準

書の設備の項には、「地震、風水害、断水、停

電、噴火等の災害、または降灰を考慮した計画

とすること」とあります。このことから、当初

から雨、風に関しても考慮に入れて設計、建設

をしていると考えることが妥当です。 

 スロープが雨で滑ることに関しても、予見で

きなかったとのことでしたが、利用者の安全を

確保することは、施設を建設するときには当然

のことであり、予見できなかったとの説明だけ

では、雨よけとスロープの滑り止めの改修費用

を垂水市民が負担しなければならない理由とし

ては疑問が残ります。 

 ２つ目に、南の拠点整備事業のために土地開

発公社が先行取得した土地の買戻し予算6,134

万円についてです。 

 土地開発公社に関しては、既に土地を購入し、

造成も済んでいることから、制度上、どこかの

時点で買い戻すなり、清算しなければならない

ことは理解しております。 

 しかし、この坪単価10万円になる土地の買戻

し予算6,134万円は、浜平地区の直近の過去３

年間の不動産取引価格が坪平均約１万4,000円

であることを考えると、予算の妥当性について

疑問があります。 

 もちろん、この坪10万円の土地は簿価である

ことから、取得費や造成費、補償費が入ってい

ること、また公共単価を使用したことから、民

間で行うよりも高くなったことは納得せずとも

理解しております。道の駅の施設については、

民間の力を活用してコスト削減ができたと説明

する中で、土地については公共単価で行ったた

め、仕方がないでは、説明としては不十分です。 

 次に、土地開発公社を使用して、なぜ先行取

得しなければならなかったのかということです。 

 土地開発公社は、土地の値段が継続的に上昇

し、バブル経済に向かう時代にできた制度です。

当時は、土地の値上がりが見込めることから、

土地の先行取得は一定の合理性があったかと思

います。 

 しかし、平成21年には、国も土地開発公社の

必要性の見直しを求める通知文を出しており、

垂水市としても南の拠点整備事業が始まる前に

は解散すると説明していたと聞きます。 

 その中で、方針を一転させ、議会の議決の及
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ばない土地開発公社が土地の先行取得をしなけ

ればならなかったのか、疑問が残ります。そも

そも土地開発公社の全国的な見直し、解散の流

れは、この議会の議決を必要とせず、土地が取

得できる点にあったはずです。 

 最後に、私は、この立場を明らかにするに当

たって大変苦悩しました。公として公明正大に

事業を進めなければならない中において、事業

主体である執行部も情報公開の必要性を認め、

情報公開を進めていくと議会に、そして市民に

約束をしていたはずです。 

 しかし、現状としては、この約束は守られて

おらず、南の拠点整備事業の情報公開は進んで

いません。 

 そのような中で、疑問の残るまま予算を承認

したならば、市民への説明責任が果たせないた

め、令和３年度垂水市一般会計予算案に反対い

たします。 

 以上で、私の反対討論を終わります。 

○議長（篠原則）  以上で、通告による討論

は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  私は、議案第17号令和３年度

垂水市一般会計予算案に賛成の立場で討論をい

たします。 

 持留議員は、2021年地方財政計画の中で、地

方の税収の減によって、このまま住民の命と暮

らしを守っていける予算になっているのかとい

うことで、まず疑問を呈されました。次に、新

型コロナの下での健全な財政運営がなされてい

るか。３番目に、ウイルス感染予防対策の予算

が先送りされている、そしてマイナンバー交付

事業が円滑に進んでいない、垂水市の農業予算

が十分ではない、そして温暖化対策、ごみの減

量化が十分ではない、６番目に、学校給食セン

ターの民間委託は民間委託ありきではないか、

最後に自衛隊の募集について個人情報が守れる

か、このような点について質問をされました。 

 森議員は、道の駅の予算について、情報が公

開されていない、予算が理解できない、こうい

う反対討論でありましたが、私は、さきの堀内

委員長の下で、予算委員会が２日にわたって行

われ、その中で、当然これらの点について質疑

も十分にされたと思っております。 

 それについて、執行部からは懇切丁寧に、十

分な答弁がされたはずであります。私は、そう

思っております。その上で反対をされるのであ

りますが、賛成する立場といたしましては、今

回のこの令和３年度の一般会計予算案について

は、今現在の国家財政から、そして垂水市の財

政を考えた上で、でき得る限りの最大限配慮さ

れた予算編成になっていると考えます。 

 予算特別委員長の先ほどの報告にもありまし

たが、このような観点から、私は、賛成の立場

で討論をいたしました。同僚議員の皆様の賛同

をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（篠原則）  ほかに討論はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。こ

れで討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 御異議がありますので、議案第５号、議案第

17号、議案第19号及び議案第21号を除き、各議

案を各委員長の報告のとおり決することに御異

議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号、議案第17号、議案第19

号及び議案第21号を除き、各議案は各委員長の

報告のとおり決定しました。 

 次に、議案第５号を起立により採決いたしま

す。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 
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 それでは、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第５号は委員長の報告のとおり

決定しました。 

 次に、議案第17号を起立により採決いたしま

す。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第17号は委員長の報告のとおり

決定しました。 

 次に、議案第19号を起立により採決いたしま

す。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第19号は委員長の報告のとおり

決定しました。 

 次に、議案第21号を起立により採決いたしま

す。 

 なお、起立されない方は否とみなします。 

 委員長の報告は可決であります。 

 それでは、委員長の報告のとおり決すること

に賛成の方は起立願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（篠原則）  起立多数です。 

 よって、議案第21号は委員長の報告のとおり

決定しました。 

 次に、請願をお諮りいたします。 

 請願第４号を委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、請願第４号は一部採択とすることに

決定しました。 

   △議案第31号上程 

○議長（篠原則）  日程第23、議案第31号垂

水市副市長の選任についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  議案第31号垂水市副市長

の選任について御説明申し上げます。 

 現在、副市長であります長濱重光氏が、令和

３年３月31日をもって辞職されますことから、

新たに益山純徳氏を副市長として選任しようと

するものでございます。 

 選任しようとする益山純徳氏の住所は、鹿児

島市玉里団地一丁目24-1、生年月日は、昭和43

年２月23日でございます。 

 なお、この議案の上程は、地方自治法第162

条の規定に基づき、議会の同意を求めるもので

ございます。 

 御同意を頂きますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（篠原則）  ここで暫時休憩いたしま

す。 

 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集を願います。 

     午前10時50分休憩 

 

     午前11時５分開議 

○議長（篠原則）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  １点目は、今まである意味２
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年の任期だったのですよね。２年任期以降、交

代があったと思っているのですけれども、果た

してそれが本当にこう、安定的なここに責任を

持って副市長等の責任を果たせるのかどうなの

かが１点と、もう１つは、やはり、今後、地方

創生、これが重要な眼目になっていくというふ

うに思うのですが、企画政策的な畑も歩んでい

らっしゃるということがあるのですけれども、

そういうある意味、市長が今、求める、願う、

そういう関係での役割というのをどのように求

めていかれるのか、この２点について。 

○市長（尾脇雅弥）  任期につきましては、長

濱現副市長が４年間ということでありますので、

必ずしも２年ということではございません。 

 また、地方創生の中でということでございま

すが、先ほどお示しさせていただきました経歴

を見ていただいてもいろんな経験をされておら

れますので、これから新型コロナ後の、あるい

は地方にとって重要なまちづくりの中で、これ

までの経験を生かしていただいて、皆さんと共

にいろんなものを進めていける人材だというふ

うに理解をしております。 

○議長（篠原則）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第31号については、会議規則第37条第３

項の規定により、委員会への付託を省略したい

と思います。 

 これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号については委員会への付

託を省略することに決定しました。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第31号について同意することに御異議ご

ざいませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号については同意すること

に決定しました。 

   △意見書案第11号上程 

○議長（篠原則）  日程第24、意見書案第11

号を議題といたします。 

 案文は配付してありますので、朗読を省略い

たします。 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

意見書案第11号 介護保険制度の抜本的な基盤

整備を求める意見書 

 癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（篠原則）  お諮りいたします。 

 ただいまの意見書案については、提出者の説

明を省略いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 意見書案第11号を原案のとおり決することに
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御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第11号は原案のとおり可決

されました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま意見書案が議決されましたが、その

提出手続及び字句、数字、その他の整理を要す

るものにつきましては、その整理を議長に委任

されたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、その提出手続及び字句、数字、その

他の整理を議長に委任することに決しました。 

   △議会運営委員会の閉会中の所掌事務調

査の件について 

○議長（篠原則）  日程第25、議会運営委員

会の閉会中の所掌事務調査の件についてを議題

といたします。 

 議会運営委員長から会議規則第103条の規定

により、お手元に配付した申出書のとおり、閉

会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定しました。 

   △各常任委員会の閉会中の所管事務調査

の件について 

○議長（篠原則）  日程第26、各常任委員会

の閉会中の所管事務調査の件についてを議題と

いたします。 

 各常任委員長から所管事務のうち、会議規則

第103条の規定により、お手元に配付した申出

書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありま

す。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

   ［「異議なし」の声あり］ 

○議長（篠原則）  異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

   △副市長挨拶 

○議長（篠原則）  ここで副市長から発言の

申出がありますので、これを許可します。 

○副市長（長濱重光）  議長より発言の許可を

頂きましたので、退任のあいさつをさせていた

だきます。 

 平成24年11月に教育長に就任してから４年５

か月、その後、副市長に就任して４年間、通算

８年５か月間、議員の皆様方には本当にお世話

になりました。ありがとうございました。 

 議員の皆様方にはいつも温かく接していただ

き、時には𠮟咤激励を賜り、そして議場におけ

る質問等につきまして、私の答弁も恐らく満足

されないことも多々あったかと思いますけれど

も、いつも良としていただきましたこと等を含

めて本当に感謝の気持ちでいっぱいでございま

す。 

 少し振り返ってみますと、平成24年の12月議

会において、教育長の席から緊張の面持ちで皆

様方にごあいさつをいたしましたこと、つい昨

日のように思い出されます。 

 私が教育長に就任いたしましたときは、前任

者並びに前々任者の教育長さんが、「垂水の子

供たちに光を」という教育目標のもと、十六、

七年、本市の教育を推進してきておられました。

私も就任して、何か自分でできることは何なの

か、そしてまた、学校現場に新しい風を吹き込

むには何をどうすればいいか、自問自答して考

えましたのが、垂水の子供たちに夢を与える教
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育でございました。この夢を与える教育は、私

自身、県教委時代からずっと思っていたことで

あります。といいますのは、鹿児島市内の子供

たちは、市民文化ホールや文化センター、そし

て県立鴨池野球場、サッカー場、子供たちが歩

いて、自転車で、電車に、そしてバスに乗って

短時間で見に行くことができます。それは、一

流だったり、本物のものを身近で見ることがで

きます。ところが、垂水の子供たちは、時間的

にも距離的にもハンディーがあります。そこで、

年に１回でもやはり本物を見せて、子供たちが

その憧れを持って夢を実現するためにチャレン

ジする精神を培ってもらいたい、そのことはイ

コール、経済格差からくる教育格差をなくすこ

とにも通じるという私自身の思いがございまし

た。そのような中、土曜日、月２回でしたけれ

ども、市民館で無料で主要５教科について勉強

する中学１年生を対象に学びの教室、このこと

も垂水の子供たちはハンディーがあります。勉

強したくて塾に行きたくても鹿児島市まではど

うしても行けない、そういう子供たちに公的な

私たちが何ができるか、公平に学習してもらう

にはどうすればいいか、そのようなことから、

私自身はそういう思いで夢を与える教育に取り

組んできたつもりでございます。 

 １つだけ教育長時代に学びましたことは、や

はり、陸上競技場400メートルのトラック６

レーン、これをなくすことについて教育長とし

て本当にいいのかどうか、多目的にすることが

いいのかどうか、５か月から６か月悩み、そし

て自分自身が納得して、あのような形でさせて

いただきました。改修したことは、今後10年、

20年後に市民の皆さん方がどうであったか判断

をしてくださるものと考えております。 

 それから副市長のこの４年間は、まさに道の

駅たるみずはまびらの整備と庁舎建設、そして

この１年間は、新型コロナ対策に追われた４年

間でございました。できたこと、できなかった

ことありますけれども、私自身の基本的スタン

スは、市民の皆さんから要望頂いたことにつき

ましては、現場に課題がある。現場に市民の皆

さん方の思い、そして願いがある、そして現場

に解決策があるという思いから、時間が許す限

り現場に行って自分が納得をして、そして職員

と一緒にその解決策を図ることを基本的に置い

てやってまいりました。 

 私自身正直なところ、４年間の中で心が折れ

そうなこともありましたし、眠れない夜もあり

ましたけれども、そんなときに私自身は職員を

引っ張っていかなければならない立場の中でし

たけれども、逆に、頑張っている職員から大き

な勇気ももらいましたし、私自身が励まされた

ような気がいたします。尾脇市長のもとで、そ

して職員と一緒にこれまで仕事ができましたこ

と、本当に心から感謝しかございません。 

 議員の皆様方に１つだけお願いしたいことが

ございます。 

 私も現職中はそうでしたけれども、職員にと

りまして議会対応はどうしても成立しなければ

ならない大きな要素があります。議会にかかわ

ることで、そして議員の皆様方と接することで、

議会対応についてのいろんなことを勉強し、職

員は成長を続けます。どうか、優秀な垂水の職

員でございます。議員の皆様方から御指導頂い

て、温かく今後とも見守って成長させていただ

きますようによろしくお願いを申し上げたいと

思います。 

 私にとりまして、ふるさとで第２の仕事を、

２つの職を８年５か月与えていただきましたこ

とは本当に最高の喜びで、最高の充実した歳月

でありました。ここで47年間の公務員生活にピ

リオドを打って、４月からは家内と共々、また

新たな第３の人生を歩んでまいりたいというふ

うに思っております。 

 では、最後になりましたけれども、垂水市議

会の今後ますますの御発展と、議員皆さん方の
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御健勝と御活躍を御祈念申し上げまして、言葉

は足りませんけれども、お礼の言葉とさせてい

ただきます。 

 本当に本当にお世話になりました。ありがと

うございました。（拍手） 

○議長（篠原則）  これで、本定例会に付議

されました案件は全部議了しました。 

   △閉  会 

○議長（篠原則）  これをもちまして、令和

３年第１回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前11時18分閉会 
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